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（別紙様式第一号） （別紙様式第一号） 

項目 当期末 前期末 

［略］ 

フロア調整額   

［略］ 
 

項目 当期末 前期末 

［同左］ 

信用リスク・アセット調整額   

［同左］ 
 

（注） （注） 

⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［同左］ 

⑶ リスク・アセット等 ⑶ リスク・アセット等 

［a～c 略］ ［a～c 同左］ 

d 「フロア調整額」とは、自己資本比率告示第十八条第一項各号に該当する場合において、同条第一項

又は第二項の規定に従い算出された額をいう。 

d 「信用リスク・アセット調整額」とは、内部格付手法採用金庫において、自己資本比率告示第十八条

第一項の規定に従い算出された額をいう。 

e ［略］ e ［同左］ 

⑷ ［略］ ⑷ ［同左］ 
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（別紙様式第二号） （別紙様式第二号） 

項目 当期末 前期末 

［略］ 

フロア調整額   

［略］ 
 

項目 当期末 前期末 

［同左］ 

信用リスク・アセット調整額   

［同左］ 
 

（注） （注） 

⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［同左］ 

⑶ リスク・アセット等 ⑶ リスク・アセット等 

［a～c 略］ ［a～c 同左］ 

d 「フロア調整額」とは、自己資本比率告示第十条第一項各号に該当する場合において、同条第一項又

は第二項の規定に従い算出された額をいう。 

d 「信用リスク・アセット調整額」とは、内部格付手法採用金庫において、自己資本比率告示第十条第

一項の規定に従い算出された額をいう。 

e ［略］ e ［同左］ 
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（別紙様式第四号） （別紙様式第四号） 

（第一面） 

 (単位：百万円)  

 ＯＶ１：リスク・アセットの概要  

 国際様式

の該当番

号 

 イ ロ ハ ニ  

 リスク・アセット 所要自己資本  

 当期末 前期末 当期末 前期末  

 １ 信用リスク      

 ２  うち、標準的手法適用分      

 ３  うち、基礎的内部格付手法適用分      

 ４  うち、スロッティング・クライテリア適用分      

 ５  うち、先進的内部格付手法適用分      

   うち、重要な出資のエクスポージャー      

   うち、リース取引における見積残存価額の

エクスポージャー 

     

   その他      

 ６ カウンターパーティ信用リスク      

 ７  うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分      

 ８  うち、期待エクスポージャー方式適用分      

   うち、中央清算機関関連エクスポージャー      

 ９  その他      

 10 ＣＶＡリスク       

   うち、ＳＡ－ＣＶＡ適用分      

   うち、完全なＢＡ－ＣＶＡ適用分      

   うち、限定的なＢＡ－ＣＶＡ適用分      

 11 経過措置により適用されるマーケット・ベース方

式に基づく株式等エクスポージャー 

     

 12 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア      

（第一面） 

 (単位：百万円)  

 ＯＶ１：リスク・アセットの概要  

 国際様式

の該当番

号 

 イ ロ ハ ニ  

 リスク・アセット 所要自己資本  

 当期末 前期末 当期末 前期末  

 １ 信用リスク      

 ２  うち、標準的手法適用分      

 ３  うち、内部格付手法適用分      

   うち、重要な出資のエクスポージャー      

   うち、リース取引における見積残存価額の

エクスポージャー 

     

   その他      

 ４ カウンターパーティ信用リスク      

 ５  うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分      

 ６  うち、期待エクスポージャー方式適用分      

   うち、ＣＶＡリスク      

   うち、中央清算機関関連エクスポージャー      

   その他      

 ７ マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポ

ージャー 

     

 ８ リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（ルック・スルー方式） 

     

 ９ リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（マンデート方式） 

     

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式250％） 
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セットのみなし計算（ルック・スルー方式） 

 13 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（マンデート方式） 

     

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式250％） 

     

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式400％） 

     

 14 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（フォールバック方式1250％） 

     

 15 未決済取引      

 16 信用リスク・アセットの額の算出対象となってい

る証券化エクスポージャー 

     

 17  うち、内部格付手法準拠方式適用分      

 18  うち、外部格付準拠方式適用分又は内部評

価方式適用分 

     

 19  うち、標準的手法準拠方式適用分      

   うち、1250％のリスク・ウェイト適用分      

 20 マーケット・リスク      

 21  うち、標準的方式適用分      

 22  うち、内部モデル方式適用分      

   うち、簡易的方式適用分      

 23 勘定間の振替分      

 24 オペレーショナル・リスク      

 25 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に

係るエクスポージャー 

     

 26 フロア調整      

 27 合計      
 

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式400％） 

     

 10 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（フォールバック方式1250％） 

     

 11 未決済取引      

 12 信用リスク・アセットの額の算出対象となってい

る証券化エクスポージャー 

     

 13  うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価

方式適用分 

     

 14  うち、外部格付準拠方式適用分      

 15  うち、標準的手法準拠方式適用分      

   うち、1250％のリスク・ウェイト適用分      

 16 マーケット・リスク      

 17  うち、標準的方式適用分      

 18  うち、内部モデル方式適用分      

 19 オペレーショナル・リスク      

 20  うち、基礎的手法適用分      

 21  うち、粗利益配分手法適用分      

 22  うち、先進的計測手法適用分      

 23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に

係るエクスポージャー 

     

  経過措置によりリスク・セットの額に算入される

ものの額 

     

 24 フロア調整      

 25 合計      
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（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［削る。］ a 内部格付手法適用分に係る記載について、リスク・アセットの額（イ欄及びロ欄）は1.06を乗じる前の

額を記載し、所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）は 1.06 を乗じて得たリスク・アセットの額に８パーセ

ントを乗じて得た額をそれぞれ記載すること。 
a この面のb以下の記載にかかわらず、国際様式の該当番号（以下この面において「項番」という。）１の

「信用リスク」の項から「信用リスク その他」の項までには、項番６から「信用リスク・アセットの額

の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、1250％のリスク・ウェイト適用分」の項まで及

び項番 25 に該当するものの額は含まれない。また、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の

項、項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付手法適用分」の項及び項番５「信用リスク うち、先進

的内部格付手法適用分」の項には、「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」の項から「信用

リスク その他」の項までに該当するものの額は含まれない。 

b この面のc以下の記載にかかわらず、国際様式の該当番号（以下この面において「項番」という。）１の

「信用リスク」の項から「信用リスク その他」の項までには、項番４から「信用リスク・アセットの額

の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、1250％のリスク・ウェイト適用分」の項まで、

項番 23 及び「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額」の項に該当するものの額は

含まれない。また、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項及び項番３「信用リスク うち、

内部格付手法適用分」の項には、「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」の項から「信用リ

スク その他」の項までに該当するものの額は含まれない。 

b 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項には、自己資本比率告示第四十二条第一項に規定

する信用リスク・アセットの額の合計額及び株式等エクスポージャー（銀行法第十四条の二の規定に基づ

き、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基

準等の一部を改正する件（令和四年金融庁告示第●●号。以下「令和四年金融庁告示第●●号」という。）

附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己資本比率告示第百六十

五条第一項各号に掲げる方式により算出されるリスク・ウェイトを用いる株式等エクスポージャーを除

く。）に係る信用リスク・アセットの額の合計額の合計（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本

の額（リスクの種類に応じ、リスク・アセットの額の合計額に８パーセントを乗じて得た額又はリスク相

当額の合計額をいう。以下この面において同じ。）（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

c 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項には、自己資本比率告示第四十二条第一項に規定

する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（リスクの種

類に応じ、リスク・アセットの額の合計額に８パーセントを乗じて得た額又はリスク相当額の合計額をい

う。以下この面において同じ。）（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

c 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第七面の開示を行う場合、

同面の項番12「合計」の項ホ欄の額と一致する。 

d 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第七面の開示を行う場合、

同面の項番22「合計」の項ホ欄の額と一致する。 

d 項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付手法適用分」の項には、基礎的内部格付手法を適用し算出

する自己資本比率告示第百五十条第一号イに規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）

及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、自金融機関が基礎

e 項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項には、自己資本比率告示第百五十条第四号イに

規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 



- 6 - 
 

的内部格付手法採用金庫である場合には、内部格付手法を適用し算出する当該信用リスク・アセットの額

の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

e 項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付手法適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第九面の開示を

行う場合、基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオに対応した同面の「合計（全てのポートフォ

リオ）」の項リ欄の額と一致する。ただし、自金融機関が基礎的内部格付手法採用金庫である場合には、

同面の「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

f 項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項には、自己資本比率告示第百四

十七条に規定するスロッティング・クライテリアを利用し算出する自己資本比率告示第百五十条第一号イ

に規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄

及びニ欄）をそれぞれ記載すること。また、項番４に計上しているものは、他の項に重複して計上しない

こと。 

f 項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第九面及び第十三面の

開示を行う場合、第九面の「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額並びに第十三面の「ボラティリ

ティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティ

の高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）」の「合計」の項ル欄の額の合計額と一致する。 

g 項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第十三

面の開示を行う場合、同面の「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合

計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）」の「合計」の項ル

欄の額の合計額と一致する。 

［加える。］ 

h 項番５「信用リスク うち、先進的内部格付手法適用分」の項には、先進的内部格付手法を適用し算出

する自己資本比率告示第百五十条第一号イに規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）

及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、自金融機関が基礎

的内部格付手法採用金庫である場合には、当該欄は記載することを要しない。 

［加える。］ 

i 項番５「信用リスク うち、先進的内部格付手法適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第九面の開示を

行う場合、先進的内部格付手法が適用されるポートフォリオに対応した同面の「合計（全てのポートフォ

リオ）」の項リ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

j 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額、項番３「信用リスク うち、基礎的内部

格付手法適用分」の項イ欄の額、項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の

項イ欄の額及び項番５「信用リスク うち、先進的内部格付手法適用分」の項イ欄の額の合計額は、当期

に係る第三十七面の開示を行う場合、同面の項番１「信用リスク」の項ハ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

k～m ［略］ g～i ［同左］ 

n 項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額は、当期に係る第十四面及び第二十一面の開示

を行う場合、第十四面の項番６「合計」の項ヘ欄の額並びに第二十一面の項番１「適格中央清算機関への

j 項番４「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額は、当期に係る第十四面、第十五面及び第二十

一面の開示を行う場合、第十四面の項番６「合計」の項ヘ欄の額、第十五面の項番５「ＣＶＡリスク相当
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エクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」

の項ロ欄の額の合計額と一致する。 

額の対象となるポートフォリオの合計」の項ロ欄の額並びに第二十一面の項番１「適格中央清算機関への

エクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」

の項ロ欄の額の合計額と一致する。 

o 項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額は、当期に係る第三十七面の開示を行う場合、

同面の項番２「カウンターパーティ信用リスク」の項ハ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

p 項番７「カウンターパーティ信用リスク うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分」の項には、自己資本比率告示第

七十四条（自己資本比率告示第百五十六条第七項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含む。）

の規定により算出した額に派生商品取引及び長期決済期間取引の相手方に適用されるリスク・ウェイトを

乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）並びにこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載

すること。 

k 項番５「カウンターパーティ信用リスク うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分」の項には、自己資本比率告示第

七十四条（自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含む。）

の規定により算出した額に派生商品取引及び長期決済期間取引の相手方に適用されるリスク・ウェイトを

乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）並びにこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載

すること。 

［削る。］ l 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当

であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件（平成三十年金融庁告示第十三号。以下この

面及び第十四面において「平成三十年金融庁告示第十三号」という。）附則第六条第一項の規定により読

み替えて適用する自己資本比率告示第七十三条第二項の規定に基づきカレント・エクスポージャー方式を

用いる場合には、項番５と項番６との間に「カウンターパーティ信用リスク うち、カレント・エクスポ

ージャー方式適用分」との名称の項（項番を付さないこと。）を追加すること。この場合において、当該項

には、自己資本比率告示第七十六条（平成三十年金融庁告示第十三号附則第六条第一項の規定により読み

替えて適用する自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において読み替えて準用

する場合を含む。）の規定により算出した額に派生商品取引及び長期決済期間取引の相手方に適用される

リスク・ウェイトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）

をそれぞれ記載すること。 

q 項番８「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項には、自己資

本比率告示第七十五条（自己資本比率告示第百五十六条第七項及び第百六十四条第五項において準用する

場合を含む。）の規定により算出した額に派生商品取引及びレポ形式の取引等の相手方に適用されるリス

ク・ウェイトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）を

それぞれ記載すること。 

m 項番６「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項には、自己資

本比率告示第七十五条（自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において準用する

場合を含む。）の規定又により算出した額に派生商品取引及びレポ形式の取引等の相手方に適用されるリ

スク・ウェイトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）

をそれぞれ記載すること。 

r 項番８「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額は、当

期に係る第二十面の開示を行う場合、同面の項番９「当期末時点における信用リスク・アセットの額」の

項の額と一致する。 

n 項番６「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額は、

当期に係る第二十面の開示を行う場合、同面の項番９「当期末時点における信用リスク・アセットの額」

の項の額と一致する。 
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［削る。］ o 「カウンターパーティ信用リスク うち、ＣＶＡリスク」の項には、自己資本比率告示第八章の二の規

定又は持株自己資本比率告示第六章の二の規定により算出したＣＶＡリスク相当額の合計額を８パーセ

ントで除して得た額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載

すること。 

s ［略］ p ［同左］ 

t 項番10「ＣＶＡリスク」の項には、自己資本比率告示第八章の二の規定により算出したＣＶＡリスク相

当額の合計額を８パーセントで除して得た額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

u 項番10「ＣＶＡリスク」の項イ欄の額は、当期に係る第三十七面の開示を行う場合、同面の項番３「Ｃ

ＶＡリスク」の項ハ欄の額と一致する。 

v 「ＣＶＡリスク うち、ＳＡ－ＣＶＡ適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第十五面の三及び第十五面

の四の開示を行う場合、第十五面の三の項番７「合計」の項イ欄の額及び第十五面の四の項番２「当四半

期末」の項イ欄の額と一致する。 

w 「ＣＶＡリスク うち、完全なＢＡ－ＣＶＡ適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第十五面の二の開示

を行う場合、第十五面の二の項番３「合計」の項イ欄の額と一致する。 

x 「ＣＶＡリスク うち、限定的なＢＡ－ＣＶＡ適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第十五面の開示を

行う場合、第十五面の項番３「合計」の項ロ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

 

 

［加える。］ 

 

［加える。］ 

 

 

［加える。］ 

 

［加える。］ 

y 項番11「経過措置により適用されるマーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項に

は、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正

前の自己資本比率告示第百六十五条第一項第一号に掲げるマーケット・ベース方式により算出した信用リ

スク・アセットの額（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記

載すること。なお、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により、令和四年金融庁告示第

●●号による改正前の自己資本比率告示第百六十五条第一項第二号に掲げるＰＤ／ＬＧＤ方式により算

出した信用リスク・アセットの額及びこれに係る所要自己資本の額については、項番３「信用リスク う

ち、基礎的内部格付手法適用分」の項に含めることとし、これら以外の株式等エクスポージャーの信用リ

スク・アセットの額及びこれに係る所要自己資本の額については、項番２「信用リスク うち、標準的手

法適用分」の項に含めることとする。 

［加える。］ 

［削る。］ q 項番７「マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項には、自己資本比率告示第百

六十五条第一項第一号に掲げるマーケット・ベース方式により算出した信用リスク・アセットの額及び同



- 9 - 
 

項ただし書の規定により100パーセントのリスク・ウェイトを適用して算出した信用リスク・アセットの

額の合計額（イ欄及びロ欄）並びにこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載する

こと。同条第三項第二号に掲げる内部モデル手法により算出する場合には、内部モデルの概要を記載する

こと。なお、同条第一項第二号に掲げるＰＤ／ＬＧＤ方式により算出した信用リスク・アセットの額及び

これに係る所要自己資本の額については、項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項に含め

ることとする。さらに、株式等エクスポージャーに標準的手法を適用して算出した信用リスク・アセット

の額及びこれに係る所要自己資本の額については、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項

に含めることとする。 

［削る。］ r 項番７「マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額は、当期に係る第十

三面の開示を行う場合、同面の「マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー」の「合

計」の項ル欄の額及び「100％のリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー」の項ル欄の額

の合計額と一致する。 

z 項番12「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ルック・スルー方式）」

の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第二項の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第二項の規定を適用するエクスポージャ

ーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

s 項番８「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ルック・スルー方式）」

の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第二項の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第二項の規定を適用するエクスポージャ

ーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十一年三月三十一日前と

なる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

aa 項番13「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデート方式）」

の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第六項の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第七項の規定を適用するエクスポージャ

ーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

t 項番９「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデート方式）」の

項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第六項の規定、内部格付手

法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第七項の規定を適用するエクスポージャー

に係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及び

ニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十一年三月三十一日前とな

る場合には、当該欄は記載することを要しない。 

bb 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式250％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第一号の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第一号の規定を適用するエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

u 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式250％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第一号の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第一号の規定を適用するエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十一年三月三十一日
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前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

cc 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式400％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第二号の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第二号の規定を適用するエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

v 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式400％）」の項に

は、標準的手法採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第二号の規定、内部格付手

法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第二号の規定を適用するエクスポー

ジャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十一年三月三十一日

前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

dd 項番14「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（フォールバック方式

1250％）」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第十項の規定、

内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十一項の規定を適用するエク

スポージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の

額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

w 項番10「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（フォールバック方式

1250％）」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第十項の規定、

内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十一項の規定を適用するエク

スポージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の

額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十一年三月三

十一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

ee 項番15「未決済取引」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十七条に

規定する信用リスク・アセットの額、内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百七十

七条に規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

x 項番11「未決済取引」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十七条に

規定する信用リスク・アセットの額、内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百七十

七条に規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

ff 項番16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の欄には、自己

資本比率告示第八章の規定により算出した証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの合計額（イ

欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

y 「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の欄には、自己資本比

率告示第八章の規定により算出した証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの合計額（イ欄及び

ロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

gg 項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額

は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれの面の項番10から項番13までの

項イ欄の合計額と一致する。 

z 項番12「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額は、

当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれの面の項番10から項番13までの項イ

欄の合計額と一致する。 

hh 項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額

は、当期に係る第三十七面の開示を行う場合、同面の項番４「信用リスク・アセットの額の算出対象とな

っている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

ii 項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額

は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれの面の項番14から項番17までの

項イ欄の合計額と一致する。 

aa 項番 12「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額

は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれの面の項番14から項番17までの

項イ欄の合計額と一致する。 
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jj 項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞ

れの面の項番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致

する。 

bb 項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を

行う場合、それぞれの面の項番10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・

アセット」の項イ欄の合計額と一致する。 

kk 項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞ

れの面の項番14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項

イ欄の合計額と一致する。 

㏄ 項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項ハ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を

行う場合、それぞれの面の項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポ

ージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。なお、ロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三

十一年三月三十一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

ll 項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う

場合、それぞれの面の項番 11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセッ

ト」の項イ欄の合計額と一致する。 

dd 項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれの

面の項番11「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致する。 

mm 項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式又は内部評価方式適用分」の項ハ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う

場合、それぞれの面の項番15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャー

に係る所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。 

ee 項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれの

面の項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の合

計額と一致する。なお、ロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十一年三月三十一日前となる場合には、当該

欄は記載することを要しない。 

nn 項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれ

の面の項番 12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致す

る。 

ff 項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれ

の面の項番 12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致す

る。 

oo 項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれ

の面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄

の合計額と一致する。 

gg 項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当期に係る第二十四面及び第二十五面の開示を行う場合、それぞれ

の面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄

の合計額と一致する。なお、ロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十一年三月三十一日前となる場合には、

当該欄は記載することを要しない。 

pp～vv ［略］ hh～nn ［同左］ 

［削る。］ oo 「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額」の項には、銀行法第十四条の二の規定
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に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するた

めの基準等の一部を改正する件（平成二十五年金融庁告示第六号）附則第八条第八項に規定する調整項目

に係る経過措置により調整項目の額に算入されなかったものについて、同告示による改正前の自己資本比

率告示の規定によるリスク・アセットの額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本額（ハ欄及びニ

欄）をそれぞれ記載すること。 

ww 項番26「フロア調整」の項には、自己資本比率告示第三十条又は第四十一条の規定により自己資本比率

告示第十九条各号及び第十九条の二第一項又は第三十一条各号及び第三十一条の二第一項の算式の分母

に加えるべき額（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載す

ること。 

pp 項番24「フロア調整」の項には、自己資本比率告示第三十条又は第四十一条の規定により自己資本比率

告示第十九条各号及び第十九条の二第一項又は第三十一条各号及び第三十一条の二第一項の算式の分母

に加えるべき額（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載す

ること。 

xx 「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」のイ欄の額、「信用リスク うち、リース取引に

おける見積残存価格のエクスポージャー」のイ欄の額、「信用リスク うち、その他」のイ欄の額、項番７

「経過措置により算入されるマーケット・べース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額、

項番12「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ルック・スルー方式）」

の項イ欄の額、項番13「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデ

ート方式）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋

然性方式250％）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計

算（蓋然性方式400％）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみ

なし計算（フォールバック方式1250％）」の項イ欄の額、項番23「勘定間の振替分」の項イ欄の額及び項

番 25「特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー」の項イ欄の額の合計額

は、当期に係る第三十七面の開示を行う場合、同面の項番７「その他リスク・アセット」の項ロ欄及びハ

欄の額と一致する。 

［加える。］ 

yy・zz ［略］ qq・rr ［同左］ 

aaa この面におけるロ欄及びニ欄の「前期末」が令和五年三月三十一日前となる場合には、当該欄は記載

することを要しない。 

ss この面におけるロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十年三月三十一日前となる場合には、当該欄は記載

することを要しない。 

［削る。］ tt 項番８から項番10までの項及び項番13から項番15までの項のロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十

一年三月三十一日前となる場合には、項番10と項番11との間に「複数の資産及び取引を裏付けとするエ

クスポージャー」及び「信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー」との名称の

項を、項番 15 と「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、

1250％のリスク・ウェイト適用分」の項との間に「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証



- 13 - 
 

券化エクスポージャー うち、内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」、「信用

リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付手法における指

定関数方式適用分」及び「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー う

ち、標準的手法適用分」との名称の項を、それぞれ追加すること（いずれも項番を付さないこと。）。この

場合においては、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充

実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件（平成三十一年金融庁告示第

七号）第七条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、

自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の規定にかかわらず、追加するこれらの項

のロ欄及びニ欄の「前期末」の記載は、なお従前の例によること（なお、イ欄及びハ欄は、記載すること

を要しない。）。 

［（第二面）・（第三面） 略］ ［（第二面）・（第三面） 同左］ 

（第四面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ１:資産の信用の質 

［略］ 
 

（第四面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ１:資産の信用の質 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リスク・

アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算するこ

とをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リスク・

アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算するこ

とをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

［a～j 略］ ［a～j 同左］ 

k イ欄には、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第六十五条に規定する延滞エクス

ポージャー（自己資本比率告示第六十六条に規定するエクスポージャーを含む。また、自己資本比率告示

第六十五条第三項及び第六十六条第二項の規定により金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施

行規則（平成十年金融再生委員会規則第二号。以下「金融再生法施行規則」という。）第四条第四項に規定

する三月以上延滞債権に該当する事由が生じた場合に係る基準として、三月以上に代えて九十日超を用い

ている場合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算として九十日以上延滞してい

k イ欄には、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第六十五条第一項に規定する三月

以上延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条第一項に規定するエクスポージャーを含む。ま

た、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第三項の規定により延滞に係る基準として三月以

上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日と

して九十日超延滞している者に係るエクスポージャーをいう。）に該当するエクスポージャーの額を、内

部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本比率告示第二百五条第一項に規定する
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ることを同項に規定する要管理債権に該当するものと査定する事由としたエクスポージャーをいう。）に

該当するエクスポージャーの額を、内部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本

比率告示第二百五条第一項に規定するデフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その

後当該デフォルト事由が解消されていないエクスポージャーの額をそれぞれ記載するとともに、自金融機

関が採用するデフォルト事由の判定基準につき、説明を付すこと（資産区分等により判定基準が異なる場

合には、その全てを記載すること。）。 

デフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その後当該デフォルト事由が解消されてい

ないエクスポージャーの額をそれぞれ記載するとともに、自金融機関が採用するデフォルト事由の判定基

準につき、説明を付すこと（資産区分等により判定基準が異なる場合には、その全てを記載すること。）。 

［l～p 略］ ［l～p 同左］ 

（第五面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ２:デフォルトした貸出金・有価証券等（うち負債性のもの）の残高の変動 

［略］ 
 

（第五面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ２:デフォルトした貸出金・有価証券等（うち負債性のもの）の残高の変動 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リ

スク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算

することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リ

スク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算

することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a この面において「デフォルト状態」とは、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第

六十五条に規定する延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条に規定するエクスポージャーを

含む。また、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第二項の規定により金融再生法施行規則

第四条第四項に規定する三月以上延滞債権に該当する事由が生じた場合に係る基準として、三月以上に代

えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算として九

十日以上延滞していることを同項に規定する要管理債権に該当するものと査定する事由としたエクスポ

ージャーをいう。）に該当する状態を、内部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己

資本比率告示第二百五条第一項に規定するデフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、

その後当該デフォルト事由が解消されていない状態を指すものとする。 

a この面において「デフォルト状態」とは、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第

六十五条第一項に規定する三月以上延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条第一項に規定す

るエクスポージャーを含む。また、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第三項の規定によ

り延滞に係る基準として三月以上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払

が、約定支払日の翌日を起算日として九十日超延滞している者に係るエクスポージャーをいう。）に該当

する状態を、内部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本比率告示第二百五条第

一項に規定するデフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その後当該デフォルト事由

が解消されていない状態を指すものとする。 

［b～i 略］ ［b～i 同左］ 

（第六面） （第六面） 
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（単位：百万円） 

ＣＲ３:信用リスク削減手法 

［略］ 
 

（単位：百万円） 

ＣＲ３:信用リスク削減手法 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リ

スク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算

することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リ

スク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算

することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

［a～d 略］ ［a～d 同左］ 

e 項番５「うちデフォルトしたもの」の項には、項番４「合計（１＋２＋３）」の項に記載されたエクスポ

ージャーのうち、報告基準日時点においてデフォルト状態にある資産を対象として計数を記載すること。

なお、デフォルト状態にある資産とは、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第六十

五条に規定する延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条に規定するエクスポージャーを含

む。また、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第二項の規定により金融再生法施行規則第

四条第四項に規定する三月以上延滞債権に該当する事由が生じた場合に係る基準として、三月以上に代え

て九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算として九十

日以上延滞していることを同項に規定する要管理債権に該当するものと査定する事由としたエクスポー

ジャーをいう。）を、内部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本比率告示第二

百五条第一項に規定するデフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その後当該デフォ

ルト事由が解消されていないエクスポージャーを指すものとする。 

e 項番５「うちデフォルトしたもの」の項には、項番４「合計（１＋２＋３）」の項に記載されたエクスポ

ージャーのうち、報告基準日時点においてデフォルト状態にある資産を対象として計数を記載すること。

なお、デフォルト状態にある資産とは、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第六十

五条第一項に規定する三月以上延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条第一項に規定するエ

クスポージャーを含む。また、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第三項の規定により延

滞に係る基準として三月以上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払が、約

定支払日の翌日を起算日として九十日超延滞している者に係るエクスポージャーをいう。）を、内部格付

手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本比率告示第二百五条第一項に規定するデフォ

ルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その後当該デフォルト事由が解消されていないエ

クスポージャーを指すものとする。 

［f～m 略］ ［f～m 同左］ 

（第七面） 

（単位：百万円、％） 

 ＣＲ４:標準的手法―信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 

 項番   ［略］ 

  資産クラス  

 1a 日本国政府及び日本銀行向け  

（第七面） 

（単位：百万円、％） 

 ＣＲ４:標準的手法―信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 

 項番   ［同

左］   資産クラス  

 １ 現金  
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 1b 外国の中央政府及び中央銀行向け  

 1c 国際決済銀行等向け  

 2a 我が国の地方公共団体向け  

 2b 外国の中央政府等以外の公共部門向け  

 2c 地方公共団体金融機構向け  

 2d 我が国の政府関係機関向け  

 2e 地方三公社向け  

 ３ 国際開発銀行向け  

 ４ 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け  

   うち、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け  

 ５ カバード・ボンド向け  

 ６ 法人等向け（特定貸付債権向けを含む。）  

   うち、特定貸付債権向け  

 7a 劣後債及びその他資本性証券等  

 7b 株式等  

 ８ 中堅中小企業等向け及び個人向け  

 ９ 不動産関連向け  

   うち、自己居住用不動産向け  

   うち、賃貸用不動産向け  

   うち、事業用不動産関連  

   うち、その他不動産関連  

   うち、ＡＤＣ向け  

 10a  延滞等（自己居住用不動産向けエクスポージャーを除く。）  

 10b 自己居住用不動産向けエクスポージャーに係る延滞  

 11a 現金  

 11b 取立未済手形  

 ２ 日本国政府及び日本銀行向け  

 ３ 外国の中央政府及び中央銀行向け  

 ４ 国際決済銀行等向け  

 ５ 我が国の地方公共団体向け  

 ６ 外国の中央政府等以外の公共部門向け  

 ７ 国際開発銀行向け  

 ８ 地方公共団体金融機構向け  

 ９ 我が国の政府関係機関向け  

 10 地方三公社向け  

 11 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け  

 12 法人等向け  

 13 中小企業等向け及び個人向け  

 14 抵当権付住宅ローン  

 15 不動産取得等事業向け  

 16 三月以上延滞等（抵当権付住宅ローンを除く。）  

 17 抵当権付住宅ローンに係る三月以上延滞  

 18 取立未済手形  

 19 信用保証協会等による保証付  

 20 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付  

 21 出資等（重要な出資を除く。）  

 22 合計  
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  信用保証協会等による保証付  

  株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付  

 12 合計  

     
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトの

みなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る

信用リスクは対象外とする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトの

みなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る

信用リスクは対象外とする。 

［a・b 略］ ［a・b 同左］ 

c ロ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想

定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面において同じ。）を適用する前の、オフ・バランス

取引のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バ

ランス取引に係る想定元本額をいう。以下この面において同じ。）を記載すること。また、当該額は信用

リスク削減手法の効果を勘案する前の額とすること。 

c ロ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想

定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面において同じ。）を適用する前の、オフ・バランス

取引のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バ

ランス取引に係る想定元本額）を記載すること。また、当該額は信用リスク削減手法の効果を勘案する前

の額とすること。 

［d～f 略］ ［d～f 同左］ 

g 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条又は第百四十六条の規定によ

り標準的手法を適用する事業単位又は資産区分がある場合及び株式等エクスポージャー（令和四年金融庁

告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己資本告示

第百六十五条第一項各号に掲げる方式により算出されるリスク・ウェイトを用いる株式等エクスポージャ

ーを除く。以下この面において同じ。）を保有する場合には、当該事業単位又は資産区分及び当該株式等

エクスポージャーに係る計数を記載すること（項については統合して開示することができるが、異なる資

産区分は各別に記載すること。また、項番については変更しないこと。）。ただし、当該事業単位又は資産

区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる場合には、項番7b「株式等」の項を除き、

その記載を省略することができる。この場合において、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用

者にとって重要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の

説明及び当該エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の合計額と併せて記載すること。 

g 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条又は第百四十六条の規定によ

り標準的手法を適用する事業単位又は資産区分がある場合には、当該事業単位又は資産区分に係る計数を

記載すること（項については統合して開示することができるが、異なる資産区分は各別に記載すること。）。

ただし、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる場合には、

記載を省略することができる。この場合において、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者に

とって重要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の説明

及び当該エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の合計額と併せて記載すること。 

［削る。］ h 項番１「現金」の項には、現金（外国通貨及び金を含む。）に係る額を記載すること。 

h 項番1a「日本国政府及び日本銀行向け」の項には、日本国政府及び日本銀行向けエクスポージャーに係 i 項番２「日本国政府及び日本銀行向け」の項には、日本国政府及び日本銀行向けエクスポージャーに係
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る額を記載すること。 る額を記載すること。 

i 項番1b「外国の中央政府及び中央銀行向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行向けエクスポージ

ャーに係る額を記載すること。 

j 項番３「外国の中央政府及び中央銀行向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行向けエクスポージ

ャーに係る額を記載すること。 

j 項番1c「国際決済銀行等向け」の項には、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連合、欧

州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

k 項番４「国際決済銀行等向け」の項には、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、欧

州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

k 項番2a「我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の

事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

l 項番５「我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の

事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

l 項番2b「外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部

門（当該国による公共部門の定義によるものとする。）向けエクスポージャー（特定の事業からの収入の

みをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

m 項番６「外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部

門（当該国による公共部門の定義によるものとする。）向けエクスポージャー（特定の事業からの収入の

みをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

［削る。］ n 項番７「国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資

保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州

投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金

融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係

る額を記載すること。 

m 項番2c「地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額

を記載すること。 

o 項番８「地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額

を記載すること。 

n 項番2d「我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人

向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

p 項番９「我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人

向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

o 項番2e「地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクス

ポージャーに係る額を記載すること。 

q 項番10「地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクス

ポージャーに係る額を記載すること。 

p 項番３「国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資

保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州

投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金

融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係

る額を記載すること。 

［加える。］ 

q 項番４「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け」の項には、金融機関向けエクスポージ

ャー（自己資本比率告示第五十七条に規定する金融機関向けエクスポージャーをいう。）、第一種金融商品

取引業者向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条に規定する第一種金融商品取引業者向けエ

［加える。］ 
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クスポージャーをいう。以下この面において同じ。）及び保険会社向けエクスポージャー（自己資本比率

告示第五十八条の二に規定する保険会社向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係

る額を記載すること。 

r 項番４「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け うち、第一種金融商品取引業者及び保

険会社向け」の項には、第一種金融商品取引業者向けエクスポージャー及び保険会社向けエクスポージャ

ーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

s 項番５「カバード・ボンド向け」の項には、自己資本比率告示第五十七条の二第一項に規定するカバー

ド・ボンド向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

［削る。］ r 項番11「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」の項には、金融機関（自己資本比率告示第一条第

七号ロに掲げる者を除く。）、外国銀行、銀行持株会社及び銀行持株会社に準ずる外国の会社並びに第一種

金融商品取引業者向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

t 項番６「法人等向け（特定貸付債権向けを含む。）」の項には、自己資本比率告示第五十九条第一項に規

定する法人等向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十九条第三項の規定により 85 パーセントの

リスク・ウェイトが適用される中堅中小企業等（自己資本比率告示第五十九条第四項に規定するものをい

う。以下この面において同じ。）向けエクスポージャー及び特定貸付債権向けエクスポージャー（自己資

本比率告示第五十九条の二第一項に規定する特定貸付債権向けエクスポージャーをいう。以下この面にお

いて同じ。）を含む。）に係る額を記載すること。ただし、項番８に該当するものは含めないものとする。 

s 項番12「法人等向け」の項には、自己資本比率告示第五十九条第一項に規定する法人等向けエクスポー

ジャーに係る額を記載すること。ただし、項番13に該当するものは含めないものとする。 

u 項番６「法人等向け うち、特定貸付債権向け」の項には、特定貸付債権向けエクスポージャーに係る

額を記載すること。 

［加える。］ 

v 項番 7a「劣後債及びその他資本性証券」の項には、自己資本比率告示第六十九条の二の規定により 150

パーセントのリスク・ウェイトが適用される劣後債権及びその他資本性証券並びに自己資本比率告示第七

十条の四の三第三項の規定により150パーセントのリスク・ウェイトが適用されるその他外部ＴＬＡＣ関

連調達手段に係るエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

w 項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十条第一項の規定により250パーセント又は400パ

ーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの（自己資本比率告示第

七十条第二項各号に掲げるものをいう。）並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

x 項番８「中堅中小企業等向け及び個人向け」の項には、個人向けエクスポージャー及び自己資本比率告

示第六十一条第一項又は第三項の規定により75パーセント又は45パーセントのリスク・ウェイトが適用

される中堅中小企業等向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 
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y 「中堅中小企業等向け及び個人向け うち、トランザクター向け」の項には、自己資本比率告示第六十

一条第三項の規定により 45 パーセントのリスク・ウェイトが適用される個人向けエクスポージャー及び

中堅中小企業等向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

z 項番９「不動産関連向け」の項には、自己居住用不動産向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六

十二条第一項に規定する自己居住用不動産向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）、賃

貸用不動産向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六十三条第一項に規定する賃貸用不動産向けエク

スポージャーをいう。以下この面において同じ。）、事業用不動産関連エクスポージャー（自己資本比率告

示第六十四条第一項に規定する事業用不動産関連エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）、

その他不動産関連エクスポージャー（自己資本比率告示第六十四条の二第一項に規定するその他不動産関

連エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）及びＡＤＣ向けエクスポージャー（自己資本比

率告示第六十四条の三第一項に規定するＡＤＣ向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）

に係る額を記載すること。また、項番９に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

［加える。］ 

aa 項番９「不動産関連向け うち、自己居住用不動産向け」の項には、自己居住用不動産向けエクスポー

ジャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

bb 項番９「不動産関連向け うち、賃貸用不動産向け」の項には、賃貸用不動産向けエクスポージャーに

係る額を記載すること。 

［加える。］ 

cc 項番９「不動産関連向け うち、事業用不動産関連」の項には、事業用不動産関連エクスポージャーに

係る額を記載すること。 

［加える。］ 

dd 項番９「不動産関連向け うち、その他不動産関連」の項には、その他不動産関連エクスポージャーに

係る額を記載すること。 

［加える。］ 

ee 項番９「不動産関連向け うち、ＡＤＣ向け」の項には、ＡＤＣ向けエクスポージャーに係る額を記載

すること。 

［加える。］ 

［削る。］ t 項番13「中小企業等向け及び個人向け」の項には、信用リスク削減手法の効果を勘案する前において、

75パーセントのリスク・ウェイトが適用される中小企業等（自己資本比率告示第六十二条第三項各号に掲

げるものをいう。）向けエクスポージャー及び個人向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［削る。］ u 項番14「抵当権付住宅ローン」の項には、抵当権付住宅ローン（自己資本比率告示第六十三条に規定す

る抵当権付住宅ローンをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。 

［削る。］ v 項番15「不動産取得等事業向け」の項には、不動産の取得又は運用を目的とした事業に対する法人等向

けエクスポージャー、中小企業等向けエクスポージャー又は個人向けエクスポージャーであって、返済が
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専ら当該不動産からの賃料その他の収入に依存しているものに係る額を記載すること。また、項番 15 に

計上するものは、他の項に重複して計上しないこと。 

ff 項番10a「延滞等（自己居住用不動産向けエクスポージャーを除く。）」の項には、延滞エクスポージャ

ー（自己資本比率告示第六十五条に規定する延滞エクスポージャーをいう。ただし、同条第三項の規定に

より金融再生法施行規則第四条第四項に規定する三月以上延滞債権に該当する事由が生じた場合に係る

基準として、三月以上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支

払日の翌日を起算として九十日以上延滞していることを同項に規定する要管理債権に該当するものと査

定する事由としたエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、

項番10aに計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

w 項番16「三月以上延滞等（抵当権付住宅ローンを除く。）」の項には、三月以上延滞エクスポージャー（自

己資本比率告示第六十五条第一項に規定する三月以上延滞エクスポージャーをいう。ただし、同条第三項

の規定により延滞に係る基準として三月以上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利

息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として九十日超延滞している者に係るエクスポージャーをいう。

以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番16に計上しているものは、他の項に重

複して計上しないこと。 

gg 項番10b「自己居住用不動産向けエクスポージャーに係る延滞」の項には、自己居住用不動産向けエク

スポージャーのうち延滞エクスポージャーであるものに係る額を記載すること。また、項番10bに計上し

ているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

x 項番17「抵当権付住宅ローンに係る三月以上延滞」の項には、抵当権付住宅ローンに該当するエクスポ

ージャーのうち三月以上延滞エクスポージャーであるものに係る額を記載すること。また、項番 17 に計

上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

hh 項番11a「現金」の項には、現金（外国通貨及び金を含む。）に係る額を記載すること。 ［加える。］ 

ii 項番11b「取立未済手形」の項には、取立未済手形に係る額を記載すること。また、項番11bに計上し

ているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

y 項番18「取立未済手形」の項には、取立未済手形に係る額を記載すること。また、項番18に計上してい

るものは、他の項に重複して計上しないこと。 

jj 「信用保証協会等による保証付」の項には、信用保証協会等により保証されたエクスポージャーに係る

額を記載すること。また、同項に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

z 項番19「信用保証協会等による保証付」の項には、信用保証協会等により保証されたエクスポージャー

に係る額を記載すること。また、項番19に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

kk 「株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付」の項には、株式会社地域経済活性化支援機構及び

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構により保証されたエクスポージャーに係る額を記載すること。

また、同項に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

aa 項番20「株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付」の項には、株式会社地域経済活性化支援機

構及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構により保証されたエクスポージャーに係る額を記載す

ること。また、項番20に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

［削る。］ bb 項番21「出資等（重要な出資を除く。）」の項には、自己資本比率告示第七十条の規定により100パーセ

ントのリスク・ウェイトが適用される出資等のエクスポージャーに係る額を記載すること。 

ll 項番12「合計」の項ハ欄及びニ欄の合計額は、第八面の二の項番11「合計」の項ニ欄の額と一致する。 cc 項番22「合計」の項ハ欄及びニ欄の合計額は、第八面の項番22「合計」の項ル欄の額と一致する。 

mm 項番12「合計」の項ホ欄の額は、第一面の項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の

額と一致する。 

dd 項番22「合計」の項ホ欄の額は、第一面の項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の

額と一致する。 

nn この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず、「－」を記載

すること。 

ee この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず、「－」を記載

すること。 

oo この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 ff この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

pp この面に記載する比率は、小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 gg この面に記載する比率は、小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 
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［面を削る。］ （第八面） 

 ［別紙１］ 

（第八面） ［面を加える。］ 

［別紙２］  

（第八面の二） ［面を加える。］ 

［別紙３］  

（第九面） 

（単位：百万円、％、千件、年） 

ＣＲ６:内部格付手法―ポートフォリオ及びデフォルト率（ＰＤ）区分別の信用リスク・エクスポージャー 

［略］ 
 

（第九面） 

（単位：百万円、％、千件、年） 

ＣＲ６:内部格付手法―ポートフォリオ及びデフォルト率（ＰＤ）区分別の信用リスク・エクスポージャー 

［同左］ 
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a ［略］ a ［同左］ 

b 内部格付手法が適用されるポートフォリオごとに区分して計数を記載すること（どのポートフォリオに

係る計数を記載しているかが明らかになるよう、適宜項を追加し、ポートフォリオの名称を記載するこ

と。）。ポートフォリオ区分には、少なくとも、⑴ソブリン向けエクスポージャー、⑵金融機関等向けエク

スポージャー、⑶事業法人向けエクスポージャー（中堅中小企業向けエクスポージャー及び特定貸付債権

を除く。）、⑷中堅中小企業向けエクスポージャー、⑸特定貸付債権、⑹株式等エクスポージャー（令和四

年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己

資本比率告示第百六十五条第一項第一号に規定するＰＤ／ＬＧＤ方式が適用されるエクスポージャーに

限る。）、⑺購入債権（事業法人等向け）、⑻購入債権（リテール向け）、⑼適格リボルビング型リテール向

けエクスポージャー、⑽居住用不動産向けエクスポージャー及び⑾その他リテール向けエクスポージャー

を含むものとする。⑴から⑶までのポートフォリオ区分及び⑷から⑾までのうち全体に占める割合が小さ

いポートフォリオ区分又は債務者が特定されることが想定されるポートフォリオ区分については、これら

のポートフォリオ区分のうち任意の二以上のポートフォリオ区分を統合して開示することができる（二以

b 内部格付手法が適用されるポートフォリオごとに区分して計数を記載すること（どのポートフォリオに

係る計数を記載しているかが明らかになるよう、適宜項を追加し、ポートフォリオの名称を記載するこ

と。）。ポートフォリオ区分には、少なくとも、⑴ソブリン向けエクスポージャー、⑵金融機関等向けエク

スポージャー、⑶事業法人向けエクスポージャー（中堅中小企業向けエクスポージャー及び特定貸付債権

を除く。）、⑷中堅中小企業向けエクスポージャー、⑸特定貸付債権、⑹株式等エクスポージャー（ＰＤ／

ＬＧＤ方式が適用されるエクスポージャーに限る。）、⑺購入債権（事業法人等向け）、⑻購入債権（リテー

ル向け）、⑼適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー、⑽居住用不動産向けエクスポージャー及

び⑾その他リテール向けエクスポージャーを含むものとする。⑴から⑶までのポートフォリオ区分及び⑷

から⑾までのうち全体に占める割合が小さいポートフォリオ区分又は債務者が特定されることが想定され

るポートフォリオ区分については、これらのポートフォリオ区分のうち任意の二以上のポートフォリオ区

分を統合して開示することができる（二以上のポートフォリオ区分を統合した場合にはその旨及び理由を

明記すること。）。 
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上のポートフォリオ区分を統合した場合にはその旨及び理由を明記すること。）。  

［c～q 略］ ［c～q 同左］ 

r 「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額並びに第十三面の「ボラティリティの高い事業用不動産

向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け

貸付け（ＨＶＣＲＥ）」の「合計」の項ル欄の額の合計額は、第一面の項番３「信用リスク うち、基礎的

内部格付手法適用分」の項イ欄の額、項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」

の項イ欄及び項番５「信用リスク うち、先進的格付手法適用分」の項イ欄の額の合計額と一致する。 

r 「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額並びに第十三面の「ボラティリティの高い事業用不動産

向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け

貸付け（ＨＶＣＲＥ）」の「合計」の項ル欄の額の合計額は、第一面の項番３「信用リスク うち、内部格

付手法適用分」の項イ欄の額と一致する。 

［s～w 略］ ［s～w 同左］ 

（第十面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ７:内部格付手法―信用リスク削減手法として用いられるクレジット・デリバティブが信用リスク・ア

セットの額に与える影響 

項番 ポートフォリオ 

イ ［略］ 

クレジット・デリ

バティブ勘案前の

信用リスク・アセ

ットの額 

［略］ 

［項を削る。］ 

［項を削る。］ 

12 ［略］  

13 ［略］  

14 ［略］  
 

（第十面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ７:内部格付手法―信用リスク削減手法として用いられるクレジット・デリバティブが信用リスク・ア

セットの額に与える影響 

項番 ポートフォリオ 

イ ［同左］ 

クレジット・デリ

バティブ勘案前の

信用リスク・アセ

ットの額 

［同左］ 

12 株式―ＦＩＲＢ  

13 株式―ＡＩＲＢ  

14 ［同左］  

15 ［同左］  

16 ［同左］  
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 
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a ［略］ a ［同左］ 

b ポートフォリオごとに計数を記載すること。項番１から項番８まで、項番12及び項番13までについて

は、適用手法（基礎的内部格付手法（ＦＩＲＢ）及び先進的内部格付手法（ＡＩＲＢ））別に計数を記載す

ること。 

b ポートフォリオごとに計数を記載すること。項番１から項番８まで及び項番12から項番15までについ

ては、適用手法（基礎的内部格付手法（ＦＩＲＢ）及び先進的内部格付手法（ＡＩＲＢ））別に計数を記載

すること。 

［c～h 略］ ［c～h 同左］ 

（第十一面） ［略］ （第十一面） ［同左］ 

（第十二面） 

（単位：％、件） 

ＣＲ９:内部格付手法―ポートフォリオ別のデフォルト率（ＰＤ）のバック・テスティング 

［略］ 
 

（第十二面） 

（単位：％、件） 

ＣＲ９:内部格付手法―ポートフォリオ別のデフォルト率（ＰＤ）のバック・テスティング 

［同左］ 
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 

［a・b 略］ ［a・b 同左］ 

c イ欄については、どのポートフォリオに係るバック・テスティングの結果を記載しているかが明らかに

なるよう、適宜項を追加し、ポートフォリオの名称を記載すること。ポートフォリオ区分には、少なくと

も、⑴ソブリン向けエクスポージャー、⑵金融機関等向けエクスポージャー、⑶事業法人向けエクスポー

ジャー（特定貸付債権を除く。）、⑷特定貸付債権、⑸株式等エクスポージャー（令和四年金融庁告示第●

●号附則第●条第二項の規定により、令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己資本告示第百六十

五条第一項第一号に規定するＰＤ／ＬＧＤ方式が適用されるエクスポージャーに限る。）、⑹購入債権（事

業法人等向け）、⑺購入債権（リテール向け）、⑻適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー、⑼

居住用不動産向けエクスポージャー及び⑽その他リテール向けエクスポージャーを含むものとする。上記

⑶から⑹まで（同一の内部格付制度を用いている場合に限る。）のポートフォリオ区分並びに⑴、⑵及び

⑺から⑽までのうち全体に占める割合が小さいポートフォリオ区分又は債務者が特定されることが想定

されるポートフォリオ区分については、これらのポートフォリオ区分（⑹のうちトップ・ダウン・アプロ

ーチを採用しているものを除く。）のうち任意の二以上のポートフォリオを統合して開示することができ

c イ欄については、どのポートフォリオに係るバック・テスティングの結果を記載しているかが明らかに

なるよう、適宜項を追加し、ポートフォリオの名称を記載すること。ポートフォリオ区分には、少なくと

も、⑴ソブリン向けエクスポージャー、⑵金融機関等向けエクスポージャー、⑶事業法人向けエクスポー

ジャー（特定貸付債権を除く。）、⑷特定貸付債権、⑸株式等エクスポージャー（ＰＤ／ＬＧＤ方式が適用

されるエクスポージャーに限る。）、⑹購入債権（事業法人等向け）、⑺購入債権（リテール向け）、⑻適格

リボルビング型リテール向けエクスポージャー、⑼居住用不動産向けエクスポージャー及び⑽その他リテ

ール向けエクスポージャーを含むものとする。上記⑶から⑹まで（同一の内部格付制度を用いている場合

に限る。）のポートフォリオ区分並びに⑴、⑵及び⑺から⑽までのうち全体に占める割合が小さいポート

フォリオ区分又は債務者が特定されることが想定されるポートフォリオ区分については、これらのポート

フォリオ区分（⑹のうちトップ・ダウン・アプローチを採用しているものを除く。）のうち任意の二以上

のポートフォリオを統合して開示することができる（二以上のポートフォリオ区分を統合した場合にはそ

の旨及び理由を明記すること。）。 



- 25 - 
 

る（二以上のポートフォリオ区分を統合した場合にはその旨及び理由を明記すること。）。 

［d～r 略］ ［d～r 同左］ 

［削る。］ s この面におけるヘ欄の「前期末」が平成三十年三月三十一日前となる場合には、当該欄は記載すること

を要しない。 

［面を削る。］ （第十三面） 

 ［別紙４］ 

（第十三面） ［面を加える。］ 

［別紙５］  

（第十四面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ１:手法別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー額 

［略］ 
 

（第十四面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ１:手法別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー額 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

a ［略］ a ［同左］ 

［削る。］ b 平成三十年金融庁告示第十三号附則第六条第一項の規定により読み替えて適用する自己資本比率告示第

七十三条第二項の規定に基づきカレント・エクスポージャー方式を用いる場合には、項番１と項番２との

間に「カレント・エクスポージャー方式」との名称の項（項番を付さないこと。）を追加すること。この場

合において、当該項には、自己資本比率告示第七十六条の規定によりカレント・エクスポージャー方式を

用いて算出した額を記載すること。ただし、イ欄については自己資本比率告示第七十六条第二項各号に掲

げる額を、ロ欄については自己資本比率告示第七十六条第三項各号に掲げる額をそれぞれ記載し、ハ欄及

びニ欄については斜線を付すこと。 

b～d ［略］ c～e ［同左］ 

e 項番５「エクスポージャー変動推計モデル」の項には、自己資本比率告示第二百四十三条の規定により

算出した額を記載すること。 

f 項番５「エクスポージャー変動推計モデル」の項には、自己資本比率告示第百七条の規定により算出し

た額を記載すること。 

f 項番６「合計」の項ヘ欄には、項番１から項番５までの項ヘ欄の合計額を記載すること。 g 項番６「合計」の項ヘ欄には、項番１から項番５までの項ヘ欄の合計額を記載すること。ただし、bによ

り項を追加した場合にあっては、当該項のヘ欄の額を当該合計額に加算した額を記載すること。 

g ホ欄には、自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエ h ホ欄には、自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエ
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クスポージャーの額を記載すること。また、自己資本比率告示第七十三条第六項（自己資本比率告示第百

五十六条第七項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定によりＣＶＡの影響を勘

案している場合には、勘案後の金額を記載すること。 

クスポージャーの額を記載すること。ただし、内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告

示第百五十六条第二項第一号に規定する法的に有効な相対ネッティング契約（レポ形式の取引に限る。）

に限り、信用リスク削減手法の効果を勘案した後のＥＡＤを記入すること。また、自己資本比率告示第七

十三条第六項（自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含

む。）の規定によりCVAの影響を勘案している場合には、勘案後の金額を記載すること。 

h 項番６「合計」の項ヘ欄の額並びに第二十一面の項番１「適格中央清算機関へのエクスポージャー（合

計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額の合計

額は、第一面の項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

i 項番６「合計」の項ヘ欄の額、第十五面の項番５「ＣＶＡリスク相当額の対象となるポートフォリオの

合計」の項ロ欄の額並びに第二十一面の項番１「適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項

ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額の合計額は、第

一面の項番４「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

i・j ［略］ j・k ［同左］ 

（第十五面） ［略］ （第十五面） ［同左］ 

（第十六面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ３:業種別及びリスク・ウェイト別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー 

［略］ 
 

（第十六面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ３:業種別及びリスク・ウェイト別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー 

［同左］ 
 

（注）  

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［a～k 略］ ［a～k 同左］ 

l 項番10「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け」の項には、金融機関向けエクスポージ

ャー（自己資本比率告示第五十七条に規定する金融機関向けエクスポージャーをいう。）、第一種金融商品

取引業者向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条に規定する第一種金融商品取引業者向けエ

クスポージャーをいう。）及び保険会社向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条の二に規定

する保険会社向けエクスポージャーをいう。）に係る額を記載すること。 

l 項番10「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」の項には、金融機関（自己資本比率告示第一条第

七号ロに掲げる者を除く。）、外国銀行、銀行持株会社及び銀行持株会社に準ずる外国の会社並びに第一種

金融商品取引業者向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

m ［略］ m ［同左］ 

n 項番12「中小企業等向け及び個人向け」の項には、個人向けエクスポージャー及び自己資本比率告示第

六十一条第一項の規定により 75 パーセントのリスク・ウェイトが適用される中堅中小企業等（自己資本

比率告示第五十九条第四項に規定するものをいう。）向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

n 項番12「中小企業等向け及び個人向け」の項には、75パーセントのリスク・ウェイトが適用される中小

企業等（自己資本比率告示第六十二条第三項各号に掲げるものをいう。）向けエクスポージャー及び個人

向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［o・p 略］ ［o・p 同左］ 
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［（第十七面）～（第十九面） 略］ ［（第十七面）～（第十九面） 同左］ 

（第二十面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ７:期待エクスポージャー方式を用いたカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーのリスク・

アセット変動表 

［略］ 
 

（第二十面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ７:期待エクスポージャー方式を用いたカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーのリスク・

アセット変動表 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［a～g 略］ ［a～g 同左］ 

h 項番９「当期末における信用リスク・アセットの額」の額は、第一面の項番８「カウンターパーティ信用

リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

h 項番９「当期末における信用リスク・アセットの額」の額は、第一面の項番６「カウンターパーティ信用

リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

［i・k 略］ ［i・k 同左］ 

（第二十一面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ８:中央清算機関向けエクスポージャー 

［略］ 
 

（第二十一面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ８:中央清算機関向けエクスポージャー 

［同左］ 
 

（注） 

  この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例に

よるものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［a～h 略］  ［a～h 同左］ 

i 項番１「適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機

関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額並びに第十四面の項番６「合計」の項ヘ欄の額の合計額

は、第一面の項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

i 項番１「適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機

関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額、第十四面の項番６「合計」の項ヘ欄の額並びに第十五面

の項番５「ＣＶＡリスク相当額の対象となるポートフォリオの合計」の項ロ欄の額の合計額は、第一面の

項番４「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

［j・k 略］ ［j・k 同左］ 

［（第二十二面）・（第二十三面） 略］ ［（第二十二面）・（第二十三面） 同左］ 

（第二十四面） 

（単位：百万円） 

（第二十四面） 

（単位：百万円） 
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ＳＥＣ３:信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本

（自金融機関がオリジネーター又はスポンサーである場合） 

項番  

 

イ ［略］ 

合計 

［略］  

 エクスポージャーの額（算出方法別） 

６ 内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ー 

 

７ 外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エ

クスポージャー 

 

［略］  

 信用リスク・アセットの額（算出方法別） 

10 内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセッ

ト 

 

11 外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リ

スク・アセット 

 

［略］  

 所要自己資本の額（算出方法別） 

14 内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ーに係る所要自己資本 

 

15 外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エ

クスポージャーに係る所要自己資本 

 

［略］  
 

ＳＥＣ３:信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本

（自金融機関がオリジネーター又はスポンサーである場合） 

項番  イ ［同左］ 

合計 

［同左］  

 エクスポージャーの額（算出方法別） 

６ 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される

証券化エクスポージャー 

 

７ 外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ー 

 

［同左］  

 信用リスク・アセットの額（算出方法別） 

10 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出し

た信用リスク・アセット 

 

11 外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセッ

ト 

 

［同左］  

 所要自己資本の額（算出方法別） 

14 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される

証券化エクスポージャーに係る所要自己資本 

 

15 外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ーに係る所要自己資本 

 

［同左］  
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 
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［a～f 略］ ［a～f 同左］ 

g 項番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十五面の

項番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面

の項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

g 項番10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額

及び第二十五面の項番 10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセッ

ト」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券

化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

h 項番11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び

第二十五面の項番11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ

欄の額の合計額は、第一面の項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポ

ージャー うち、外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

h 項番11「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十五面の項番

11「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番14

「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付準拠方式

適用分」の項イ欄の額と一致する。  

i 項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十五面の項

番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項

番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手法準

拠方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

i 項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十五面の項

番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項

番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手法準

拠方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

j ［略］ j ［同左］ 

k 項番14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の

額及び第二十五面の項番 14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自

己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている

証券化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

k 項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己

資本」の項イ欄の額及び第二十五面の項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券

化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番13「信用リスク・アセ

ットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方

式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

l 項番15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」

の項イ欄の額及び第二十五面の項番 15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクス

ポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番18「信用リスク・アセットの額

の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」の

項ハ欄の額と一致する。  

l 項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額及

び第二十五面の項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の

項イ欄の額の合計額は、第一面の項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エク

スポージャー うち、外部格付準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

 

m 項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額

及び第二十五面の項番 16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資

本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券

化エクスポージャー うち、標準的手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

m 項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額

及び第二十五面の項番 16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資

本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券

化エクスポージャー うち、標準的手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

［n～p 略］ ［n～p 同左］ 
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（第二十五面） 

（単位：百万円） 

ＳＥＣ４:信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本

（自金融機関が投資家である場合） 

項番  

 

イ ［略］ 

合計 

［略］  

 エクスポージャーの額（算出方法別） 

６ 内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ー 

 

７ 外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エ

クスポージャー 

 

［略］  

 信用リスク・アセットの額（算出方法別） 

10 内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセッ

ト 

 

11 外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リ

スク・アセット 

 

［略］  

 所要自己資本の額（算出方法別） 

14 内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ーに係る所要自己資本 

 

15 外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エ

クスポージャーに係る所要自己資本 

 

［略］  
 

（第二十五面） 

（単位：百万円） 

ＳＥＣ４:信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本

（自金融機関が投資家である場合） 

項番  イ ［同左］ 

合計 

［同左］  

 エクスポージャーの額（算出方法別） 

６ 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される

証券化エクスポージャー 

 

７ 外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ー 

 

［同左］  

 信用リスク・アセットの額（算出方法別） 

10 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出し

た信用リスク・アセット 

 

11 外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセッ

ト 

 

［同左］  

 所要自己資本の額（算出方法別） 

14 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される

証券化エクスポージャーに係る所要自己資本 

 

15 外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ーに係る所要自己資本 

 

［同左］  
 

（注） （注） 
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この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［a～f 略］ ［a～f 同左］ 

g 項番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十四面の

項番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面

の項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

g 項番10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額

及び第二十四面の項番 10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセッ

ト」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券

化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

h 項番11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び

第二十四面の項番11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ

欄の額の合計額は、第一面の項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポ

ージャー うち、外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

h 項番11「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十四面の項番

11「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番14

「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付準拠方式

適用分」の項イ欄の額と一致する。  

i 項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十四面の項

番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項

番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手法準

拠方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

i 項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十四面の項

番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項

番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手法準

拠方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

j ［略］ j ［同左］ 

k 項番14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の

額及び第二十四面の項番 14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自

己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている

証券化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。 

k 項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己

資本」の項イ欄の額及び第二十四面の項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券

化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番13「信用リスク・アセ

ットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方

式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

l 項番15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」

の項イ欄の額及び第二十四面の項番 15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクス

ポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番18「信用リスク・アセットの額

の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」の

項ハ欄の額と一致する。  

l 項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額

及び第二十四面の項番 15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資

本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証

券化エクスポージャー うち、外部格付準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

 

m 項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額

及び第二十四面の項番 16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資

本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券

m 項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額

及び第二十四面の項番 16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資

本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券
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化エクスポージャー うち、標準的手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  化エクスポージャー うち、標準的手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

［n～p 略］ ［n～p 同左］ 

［（第二十六面）～（第三十六面） 略］ ［（第二十六面）～（第三十六面） 同左］ 

（第三十七面） ［面を加える。］ 

［別紙６］   

（第三十八面） ［面を加える。］ 

［別紙７］   
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（別紙様式第七号） （別紙様式第七号） 

（第一面） 

 (単位：百万円)  

 ＯＶ１：リスク・アセットの概要  

 国際様式

の該当番

号 

 イ ロ ハ ニ  

 リスク・アセット 所要自己資本  

 当半期

末 

前半期

末 

当半期

末 

前半期

末 

 

 １ 信用リスク      

 ２  うち、標準的手法適用分      

 ３  うち、基礎的内部格付手法適用分      

 ４  うち、スロッティング・クライテリア適用分      

 ５  うち、先進的内部格付手法適用分      

   うち、重要な出資のエクスポージャー      

   うち、リース取引における見積残存価額の

エクスポージャー 

     

   その他      

 ６ カウンターパーティ信用リスク      

 ７  うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分      

 ８  うち、期待エクスポージャー方式適用分      

   うち、中央清算機関関連エクスポージャー      

 ９  その他      

 10 ＣＶＡリスク       

   うち、ＳＡ－ＣＶＡ適用分      

   うち、完全なＢＡ－ＣＶＡ適用分      

   うち、限定的なＢＡ－ＣＶＡ適用分      

 11 経過措置により適用されるマーケット・ベース方

式に基づく株式等エクスポージャー 

     

（第一面） 

 (単位：百万円)  

 ＯＶ１：リスク・アセットの概要  

 国際様式

の該当番

号 

 イ ロ ハ ニ  

 リスク・アセット 所要自己資本  

 当半期

末 

前半期

末 

当半期

末 

前半期

末 

 

 １ 信用リスク      

 ２  うち、標準的手法適用分      

 ３  うち、内部格付手法適用分      

   うち、重要な出資のエクスポージャー      

   うち、リース取引における見積残存価額の

エクスポージャー 

     

   その他      

 ４ カウンターパーティ信用リスク      

 ５  うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分      

 ６  うち、期待エクスポージャー方式適用分      

   うち、ＣＶＡリスク      

   うち、中央清算機関関連エクスポージャー      

   その他      

 ７ マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポ

ージャー 

     

 ８ リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（ルック・スルー方式） 

     

 ９ リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（マンデート方式） 

     

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア      
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 12 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（ルック・スルー方式） 

     

 13 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（マンデート方式） 

     

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式250％） 

     

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式400％） 

     

 14 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（フォールバック方式1250％） 

     

 15 未決済取引      

 16 信用リスク・アセットの額の算出対象となってい

る証券化エクスポージャー 

     

 17  うち、内部格付手法準拠方式適用分      

 18  うち、外部格付準拠方式適用分又は内部評

価方式適用分 

     

 19  うち、標準的手法準拠方式適用分      

   うち、1250％のリスク・ウェイト適用分      

 20 マーケット・リスク      

 21  うち、標準的方式適用分      

 22  うち、内部モデル方式適用分      

   うち、簡易的方式適用分      

 23 勘定間の振替分      

 24 オペレーショナル・リスク      

 25 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に

係るエクスポージャー 

     

 26 フロア調整      

 27 合計      
 

セットのみなし計算（蓋然性方式250％） 

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式400％） 

     

 10 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（フォールバック方式1250％） 

     

 11 未決済取引      

 12 信用リスク・アセットの額の算出対象となってい

る証券化エクスポージャー 

     

 13  うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価

方式適用分 

     

 14  うち、外部格付準拠方式適用分      

 15  うち、標準的手法準拠方式適用分      

   うち、1250％のリスク・ウェイト適用分      

 16 マーケット・リスク      

 17  うち、標準的方式適用分      

 18  うち、内部モデル方式適用分      

 19 オペレーショナル・リスク      

 20  うち、基礎的手法適用分      

 21  うち、粗利益配分手法適用分      

 22  うち、先進的計測手法適用分      

 23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に

係るエクスポージャー 

     

  経過措置によりリスク・セットの額に算入される

ものの額 

     

 24 フロア調整      

 25 合計      
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（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［削る。］ a 内部格付手法適用分に係る記載について、リスク・アセットの額（イ欄及びロ欄）は1.06を乗じる前の

額を記載し、所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）は 1.06 を乗じて得たリスク・アセットの額に８パーセ

ントを乗じて得た額をそれぞれ記載すること。 

a この面のb以下の記載にかかわらず、国際様式の該当番号（以下この面において「項番」という。）１の

「信用リスク」の項から「信用リスク その他」の項までには、項番６から「信用リスク・アセットの額

の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、1250％のリスク・ウェイト適用分」の項まで及

び項番 25 に該当するものの額は含まれない。また、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の

項、項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付手法適用分」の項及び項番５「信用リスク うち、先進

的内部格付手法適用分」の項には、「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」の項から「信用

リスク その他」の項までに該当するものの額は含まれない。 

b この面のc以下の記載にかかわらず、国際様式の該当番号（以下この面において「項番」という。）１の

「信用リスク」の項から「信用リスク その他」の項までには、項番４から「信用リスク・アセットの額

の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、1250％のリスク・ウェイト適用分」の項まで、

項番 23 及び「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額」の項に該当するものの額は

含まれない。また、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項及び項番３「信用リスク うち、

内部格付手法適用分」の項には、「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」の項から「信用リ

スク その他」の項までに該当するものの額は含まれない。 

b 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項には、自己資本比率告示第四十二条第一項に規定

する信用リスク・アセットの額の合計額及び株式等エクスポージャー（令和四年金融庁告示第●●号附則

第十条第二項又は第●条第二項の規定により同告示による改正前の自己資本比率告示第百六十五条第一

項各号に掲げる方式により算出されるリスク・ウェイトを用いる株式等エクスポージャーを除く。）に係

る信用リスク・アセットの額の合計額の合計（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（リス

クの種類に応じ、リスク・アセットの額の合計額に８パーセントを乗じて得た額又はリスク相当額の合計

額をいう。以下この面において同じ。）（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

c 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項には、自己資本比率告示第四十二条第一項に規定

する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（リスクの種

類に応じ、リスク・アセットの額の合計額に８パーセントを乗じて得た額又はリスク相当額の合計額をい

う。以下この面において同じ。）（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

c 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第五面の開示を行う場

合、同面の項番12「合計」の項ホ欄の額と一致する。 

d 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第五面の開示を行う場

合、同面の項番22「合計」の項ホ欄の額と一致する。 

d 項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付手法適用分」の項には、基礎的内部格付手法を適用し算出

する自己資本比率告示第百五十条第一号イに規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）

及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、自金融機関が基礎

的内部格付手法採用金庫である場合には、内部格付手法を適用し算出する当該信用リスク・アセットの額

の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

e 項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項には、自己資本比率告示第百五十条第四号イに

規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

e 項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付手法適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第七面の開示

を行う場合、基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオに対応した同面の「合計（全てのポートフ

［加える。］ 
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ォリオ）」の項リ欄の額と一致する。ただし、自金融機関が基礎的内部格付手法採用金庫である場合には、

同面の「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額と一致する。 

f 項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項には、自己資本比率告示第百四

十七条に規定するスロッティング・クライテリアを利用し算出する自己資本比率告示第百五十条第一号イ

に規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄

及びニ欄）をそれぞれ記載すること。また、項番４に計上しているものは、他の項に重複して計上しない

こと。 

f 項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第七面及び第九面の

開示を行う場合、第七面の「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額並びに第九面の「ボラティリテ

ィの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの

高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）」の「合計」の項ル欄の額の合計額と一致する。 

g 項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第七

面の開示を行う場合、同面の「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合

計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）」の「合計」の項ル

欄の額の合計額と一致する。 

［加える。］ 

h 項番５「信用リスク うち、先進的内部格付手法適用分」の項には、先進的内部格付手法を適用し算出

する自己資本比率告示第百五十条第一号イに規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）

及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、自金融機関が基礎

的内部格付手法採用金庫である場合には、当該欄は記載することを要しない。 

［加える。］ 

i 項番５「信用リスク うち、先進的内部格付手法適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第七面の開示

を行う場合、先進的内部格付手法が適用されるポートフォリオに対応した、同面の「合計（全てのポート

フォリオ）」の項リ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

j 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額、項番３「信用リスク うち、基礎的内部

格付手法適用分」の項イ欄の額、項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の

項イ欄の額及び項番５「信用リスク うち、先進的内部格付手法適用分」の項イ欄の額の合計額は、当半

期末を四半期末とする四半期に係る別紙様式第八号第六面の開示を行う場合、同面の項番１「信用リスク」

の項ハ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

k～m ［略］ g～i ［同左］ 

n 項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額は、当半期に係る第十面及び第十六面の開示を

行う場合、第十面の項番６「合計」の項ヘ欄の額並びに第十六面の項番１「適格中央清算機関へのエクス

ポージャー（合計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項

ロ欄の額の合計額と一致する。 

j 項番４「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額は、当半期に係る第十面、第十一面及び第十六

面の開示を行う場合、第十面の項番６「合計」の項ヘ欄の額、第十一面の項番５「ＣＶＡリスク相当額の

対象となるポートフォリオの合計」の項ロ欄の額並びに第十六面の項番１「適格中央清算機関へのエクス

ポージャー（合計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項

ロ欄の額の合計額と一致する。 
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o  項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額は、当半期末を四半期末とする四半期に係る別

紙様式第八号第六面の開示を行う場合、同面の項番２「カウンターパーティ信用リスク」の項ハ欄の額と

一致する。 

［加える。］ 

p 項番７「カウンターパーティ信用リスク うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分」の項には、自己資本比率告示第

七十四条（自自己資本比率告示第百五十六条第七項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含

む。）の規定により算出した額に派生商品取引及び長期決済期間取引の相手方に適用されるリスク・ウェ

イトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）並びにこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞ

れ記載すること。 

k 項番５「カウンターパーティ信用リスク うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分」の項には、自己資本比率告示第

七十四条（自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含む。）

の規定により算出した額に派生商品取引及び長期決済期間取引の相手方に適用されるリスク・ウェイトを

乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）並びにこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載

すること。 

［削る。］ l 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当

であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件（平成三十年金融庁告示第十三号。以下この

面及び第十四面において「平成三十年金融庁告示第十三号」という。）附則第六条第一項の規定により読

み替えて適用する自己資本比率告示第七十三条第二項の規定に基づきカレント・エクスポージャー方式を

用いる場合には、項番５と項番６との間に「カウンターパーティ信用リスク うち、カレント・エクスポ

ージャー方式適用分」との名称の項（項番を付さないこと。）を追加すること。この場合において、当該項

には、自己資本比率告示第七十六条（平成三十年金融庁告示第十三号附則第六条第一項の規定により読み

替えて適用する自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において読み替えて準用

する場合を含む。）の規定により算出した額に派生商品取引及び長期決済期間取引の相手方に適用される

リスク・ウェイトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）

をそれぞれ記載すること。 

q 項番８「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項には、自己資

本比率告示第七十五条（自己資本比率告示第百五十六条第七項及び第百六十四条第五項において準用する

場合を含む。）の規定により算出した額に派生商品取引及びレポ形式の取引等の相手方に適用されるリス

ク・ウェイトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）を

それぞれ記載すること。 

m 項番６「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項には、自己資

本比率告示第七十五条（自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において準用する

場合を含む。）の規定により算出した額に派生商品取引及びレポ形式の取引等の相手方に適用されるリス

ク・ウェイトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）を

それぞれ記載すること。 

r 項番８「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額は、

当半期末を四半期末とする四半期に係る別紙様式第八号第三面の開示を行う場合、同面の項番９「当四半

期末時点における信用リスク・アセットの額」の項の額と一致する。 

n 項番６「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額は、

当半期末を四半期末とする四半期に係る別紙様式第八号第三面の開示を行う場合、同面の項番９「当四半

期末時点における信用リスク・アセットの額」の項の額と一致する。 

［削る。］ o 「カウンターパーティ信用リスク うち、ＣＶＡリスク」の項には、自己資本比率告示第八章の二の規

定又は持株自己資本比率告示第六章の二の規定により算出したＣＶＡリスク相当額の合計額を８パーセ
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ントで除して得た額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載

すること。 

s ［略］ p ［同左］ 

t 項番10「ＣＶＡリスク」の項には、自己資本比率告示第八章の二の規定により算出したＣＶＡリスク相

当額の合計額を８パーセントで除して得た額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

u 項番10「ＣＶＡリスク」の項イ欄の額は、当半期末を四半期末とする四半期に係る別紙様式第八号第六

面の開示を行う場合、同面の項番３「ＣＶＡリスク」の項ハ欄の額と一致する。 

v 「ＣＶＡリスク うち、ＳＡ－ＣＶＡ適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第十一面の三及び第十一

面の四の開示を行う場合、第十一面の三の項番７「合計」の項イ欄の額及び第十一面の四の項番２「当四

半期末」の項イ欄の額と一致する。 

w 「ＣＶＡリスク うち、完全なＢＡ－ＣＶＡ適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第十一面の二の開

示を行う場合、第十一面の二の項番３「合計」の項イ欄の額と一致する。 

x 「ＣＶＡリスク うち、限定的なＢＡ－ＣＶＡ適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第十一面の開示

を行う場合、第十一面の項番３「合計」の項ロ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

 

 

［加える。］ 

 

［加える。］ 

 

 

［加える。］ 

 

［加える。］ 

y 項番11「経過措置により適用されるマーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項に

は、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示による改正前の自己

資本比率告示第百六十五条第一項第一号に掲げるマーケット・ベース方式により算出した信用リスク・ア

セットの額（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載するこ

と。なお、令和四年金融庁告示附則第●条第二項の規定により、令和四年金融庁告示第●●号告示による

改正前の自己資本比率告示第百六十五条第一項第二号に掲げるＰＤ／ＬＧＤ方式により算出した信用リ

スク・アセットの額及びこれに係る所要自己資本の額については、項番３「信用リスク うち、基礎的内

部格付手法適用分」の項に含めることとし、これら以外の株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ

トの額及びこれに係る所要自己資本の額については、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の

項に含めることとする。 

［加える。］ 

［削る。］ q 項番７「マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項には、自己資本比率告示第百

六十五条第一項第一号に掲げるマーケット・ベース方式により算出した信用リスク・アセットの額及び同

項ただし書の規定により100パーセントのリスク・ウェイトを適用して算出した信用リスク・アセットの

額の合計額（イ欄及びロ欄）並びにこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載する
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こと。なお、同条第一項第二号に掲げるＰＤ／ＬＧＤ方式により算出した信用リスク・アセットの額及び

これに係る所要自己資本の額については、項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項に含め

ることとする。さらに、株式等エクスポージャーに標準的手法を適用して算出した信用リスク・アセット

の額及びこれに係る所要自己資本の額については、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項

に含めることとする。 

［削る。］ r 項番７「マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額は、当期に係る第九

面の開示を行う場合、同面の「マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー」の「合計」

の項ル欄の額及び「100％のリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー」の項ル欄の額の合

計額と一致する。 

z 項番12「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ルック・スルー方式）」

の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第二項の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第二項の規定を適用するエクスポージャ

ーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

s 項番８「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ルック・スルー方式）」

の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第二項の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第二項の規定を適用するエクスポージャ

ーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三十一年三月三十一日前

となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

aa 項番13「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデート方式）」

の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第六項の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第七項の規定を適用するエクスポージャ

ーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

t 項番９「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデート方式）」の

項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第六項の規定、内部格付手

法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第七項の規定を適用するエクスポージャー

に係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及び

ニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三十一年三月三十一日前と

なる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

bb 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式250％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第一号の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第一号の規定を適用するエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

u 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式250％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第一号の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第一号の規定を適用するエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三十一年三月三十一

日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

cc 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式400％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第二号の規定、内部格付

v 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式400％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第二号の規定、内部格付
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手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第二号の規定を適用するエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第二号の規定を適用するエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三十一年三月三十一

日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

dd 項番14「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（フォールバック方式

1250％）」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第十項の規定、

内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十一項の規定を適用するエク

スポージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の

額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

w 項番10「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（フォールバック方式

1250％）」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第十項の規定、

内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十一項の規定を適用するエク

スポージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の

額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三十一年三月

三十一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

ee 項番15「未決済取引」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十七条に

規定する信用リスク・アセットの額、内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百七十

七条に規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

x 項番11「未決済取引」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十七条に

規定する信用リスク・アセットの額、内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百七十

七条に規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

ff 項番16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の欄には、自己

資本比率告示第八章の規定により算出した証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの合計額（イ

欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

y 「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の欄には、自己資本比

率告示第八章の規定により算出した証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの合計額（イ欄及び

ロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

gg 項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額

は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面の項番10から項番13までの項

イ欄の合計額と一致する。 

z 項番12「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額は、

当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面の項番10から項番13までの項イ欄

の合計額と一致する。 

hh 項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額

は、当半期末を四半期末とする四半期に係る別紙様式第八号第六面の開示を行う場合、同面の項番４「信

用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

ii 項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額

は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面の項番14から項番17までの項

イ欄の合計額と一致する。 

aa 項番 12「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額

は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面の項番14から項番17までの項

イ欄の合計額と一致する。 

jj 項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれ

の面の項番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致す

bb 項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行

う場合、それぞれの面の項番10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・ア
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る。 セット」の項イ欄の合計額と一致する。 

kk 項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれ

の面の項番14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ

欄の合計額と一致する。 

㏄ 項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項ハ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行

う場合、それぞれの面の項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポー

ジャーに係る所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。なお、ロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三

十一年三月三十一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

ll 項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場

合、それぞれの面の項番11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」

の項イ欄の合計額と一致する。 

dd 項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面

の項番11「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致する。 

mm 項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式又は内部評価方式適用分」の項ハ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場

合、それぞれの面の項番15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに

係る所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。 

ee 項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面

の項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の合計

額と一致する。なお、ロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三十一年三月三十一日前となる場合には、当該

欄は記載することを要しない。 

nn 項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの

面の項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致する。 

ff 項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの

面の項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致する。 

oo 項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの

面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の

合計額と一致する。 

gg 項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当半期に係る第十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの

面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の

合計額と一致する。なお、ロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三十一年三月三十一日前となる場合には、

当該欄は記載することを要しない。 

pp～vv ［略］ hh～nn ［同左］ 

［削る。］ oo 「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額」の項には、銀行法第十四条の二の規定

に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するた

めの基準等の一部を改正する件（平成二十五年金融庁告示第六号）附則第八条第八項に規定する調整項目

に係る経過措置により調整項目の額に算入されなかったものについて、同告示による改正前の自己資本比

率告示の規定によるリスク・アセットの額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本額（ハ欄及びニ
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欄）をそれぞれ記載すること。 

ww 項番26「フロア調整」の項には、自己資本比率告示第三十条又は第四十一条の規定により自己資本比率

告示第十九条各号及び第十九条の二第一項又は第三十一条各号及び第三十一条の二第一項の算式の分母

に加えるべき額（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載す

ること。 

pp 項番24「フロア調整」の項には、自己資本比率告示第三十条又は第四十一条の規定により自己資本比率

告示第十九条各号及び第十九条の二第一項又は第三十一条各号及び第三十一条の二第一項の算式の分母

に加えるべき額（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載す

ること。 

xx 「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」のイ欄の額、「信用リスク うち、リース取引に

おける見積残存価格のエクスポージャー」のイ欄の額、「信用リスク うち、その他」のイ欄の額、項番７

「経過措置により算入されるマーケット・べース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額、

項番12「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ルック・スルー方式）」

の項イ欄の額、項番13「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデ

ート方式）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋

然性方式250％）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計

算（蓋然性方式400％）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみ

なし計算（フォールバック方式1250％）」の項イ欄の額、項番23「勘定間の振替分」の項イ欄の額及び項

番 25「特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー」の項イ欄の額の合計額

は、当半期末を四半期末とする四半期に係る別紙様式第八号第六面の開示を行う場合、同面の項番７「そ

の他リスク・アセット」の項ロ欄及びハ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

yy・zz ［略］ qq・rr ［同左］ 

aaa この面におけるロ欄及びニ欄の「前半期末」が令和五年三月三十一日前となる場合には、当該欄は記

載することを要しない。 

ss この面におけるロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三十年三月三十一日前となる場合には、当該欄は記

載することを要しない。 

［削る。］ tt 項番８から項番10までの項及び項番13から項番15までの項のロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三

十一年三月三十一日前となる場合には、項番10と項番11との間に「複数の資産及び取引を裏付けとする

エクスポージャー」及び「信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー」との名称

の項を、項番15と「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、

1250％のリスク・ウェイト適用分」の項との間に「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証

券化エクスポージャー うち、内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」、「信用

リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付手法における指

定関数方式適用分」及び「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー う

ち、標準的手法適用分」との名称の項を、それぞれ追加すること（いずれも項番を付さないこと。）。この
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場合においては、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充

実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件（平成三十一年金融庁告示第

七号）第七条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、

自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の規定にかかわらず、追加するこれらの項

のロ欄及びニ欄の「前半期末」の記載は、なお従前の例によること（なお、イ欄及びハ欄は、記載するこ

とを要しない。）。 

（第二面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ１:資産の信用の質 

［略］ 
 

（第二面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ１:資産の信用の質 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リ

スク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十七条の規定により信用リスク・アセットの額を計算

することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リ

スク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十七条の規定により信用リスク・アセットの額を計算

することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

［a～j 略］ ［a～j 同左］ 

k イ欄には、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第六十五条に規定する延滞エクス

ポージャー（自己資本比率告示第六十六条に規定するエクスポージャーを含む。また、自己資本比率告示

第六十五条第三項及び第六十六条第二項の規定により金融再生法施行規則第四条第四項に規定する三月

以上延滞債権に該当する事由が生じた場合に係る基準として、三月以上に代えて九十日超を用いている場

合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算として九十日以上延滞していることを

同項に規定する要管理債権に該当するものと査定する事由としたエクスポージャーをいう。）に該当する

エクスポージャーの額を、内部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本比率告示

第二百五条第一項に規定するデフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その後当該デ

フォルト事由が解消されていないエクスポージャーの額をそれぞれ記載するとともに、自金融機関が採用

するデフォルト事由の判定基準につき、説明を付すこと（資産区分等により判定基準が異なる場合には、

その全てを記載すること。）。 

k イ欄には、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第六十五条第一項に規定する三月

以上延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条第一項に規定するエクスポージャーを含む。ま

た、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第三項の規定により延滞に係る基準として三月以

上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日と

して九十日超延滞している者に係るエクスポージャーをいう。）に該当するエクスポージャーの額を、内

部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本比率告示第二百五条第一項に規定する

デフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その後当該デフォルト事由が解消されてい

ないエクスポージャーの額をそれぞれ記載するとともに、自金融機関が採用するデフォルト事由の判定基

準につき、説明を付すこと（資産区分等により判定基準が異なる場合には、その全てを記載すること。）。 
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［l～p 略］ ［l～p 同左］ 

（第三面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ２:デフォルトした貸出金・有価証券等（うち負債性のもの）の残高の変動 

［略］ 
 

（第三面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ２:デフォルトした貸出金・有価証券等（うち負債性のもの）の残高の変動 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リ

スク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算

することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみな

し計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リス

ク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算す

ることをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a この面において「デフォルト状態」とは、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第

六十五条に規定する延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条に規定するエクスポージャーを

含む。また、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第二項の規定により金融再生法施行規則

第四条第四項に規定する三月以上延滞債権に該当する事由が生じた場合に係る基準として、三月以上に代

えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算として九

十日以上延滞していることを同項に規定する要管理債権に該当するものと査定する事由としたエクスポ

ージャーをいう。）に該当する状態を、内部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己

資本比率告示第二百五条第一項に規定するデフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、

その後当該デフォルト事由が解消されていない状態を指すものとする。 

a この面において「デフォルト状態」とは、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第

六十五条第一項に規定する三月以上延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条第一項に規定す

るエクスポージャーを含む。また、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第三項の規定によ

り延滞に係る基準として三月以上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払

が、約定支払日の翌日を起算日として九十日超延滞している者に係るエクスポージャーをいう。）に該当

する状態を、内部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本比率告示第二百五条第

一項に規定するデフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その後当該デフォルト事由

が解消されていない状態を指すものとする。 

［b～i 略］ ［b～i 同左］ 

（第四面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ３:信用リスク削減手法 

［略］ 
 

（第四面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ３:信用リスク削減手法 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 
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 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみ

なし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リ

スク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算

することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク、リスク・ウェイトのみな

し計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）及び信用リス

ク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算す

ることをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

［a～d 略］ ［a～d 同左］ 

e 項番５「うちデフォルトしたもの」の項には、項番４「合計（１＋２＋３）」の項に記載されたエクスポ

ージャーのうち、報告基準日時点においてデフォルト状態にある資産を対象として計数を記載すること。

なお、デフォルト状態にある資産とは、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第六十

五条に規定する延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条に規定するエクスポージャーを含

む。また、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第二項の規定により金融再生法施行規則第

四条第四項に規定する三月以上延滞債権に該当する事由が生じた場合に係る基準として、三月以上に代え

て九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算として九十

日以上延滞していることを同項に規定する要管理債権に該当するものと査定する事由としたエクスポー

ジャーをいう。）を、内部格付手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本比率告示第二

百五条第一項に規定するデフォルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その後当該デフォ

ルト事由が解消されていないエクスポージャーを指すものとする。 

e 項番５「うちデフォルトしたもの」の項には、項番４「合計（１＋２＋３）」の項に記載されたエクスポ

ージャーのうち、報告基準日時点においてデフォルト状態にある資産を対象として計数を記載すること。

なお、デフォルト状態にある資産とは、標準的手法が適用される資産においては自己資本比率告示第六十

五条第一項に規定する三月以上延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十六条第一項に規定するエ

クスポージャーを含む。また、自己資本比率告示第六十五条第三項及び第六十六条第三項の規定により延

滞に係る基準として三月以上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払が、約

定支払日の翌日を起算日として九十日超延滞している者に係るエクスポージャーをいう。）を、内部格付

手法が適用される資産においてはデフォルト事由（自己資本比率告示第二百五条第一項に規定するデフォ

ルト事由をいう。以下この面において同じ。）が生じ、その後当該デフォルト事由が解消されていないエ

クスポージャーを指すものとする。 

［f～m 略］ ［f～m 同左］ 

（第五面） 

（単位：百万円、％） 

 ＣＲ４:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 

 項番   ［略］ 

  資産クラス  

 1a 日本国政府及び日本銀行向け  

 1b 外国の中央政府及び中央銀行向け  

 1c 国際決済銀行等向け  

 2a 我が国の地方公共団体向け  

 2b 外国の中央政府等以外の公共部門向け  

 2c 地方公共団体金融機構向け  

（第五面） 

（単位：百万円、％） 

 ＣＲ４:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 

 項番   ［同

左］   資産クラス  

 １ 現金  

 ２ 日本国政府及び日本銀行向け  

 ３ 外国の中央政府及び中央銀行向け  

 ４ 国際決済銀行等向け  

 ５ 我が国の地方公共団体向け  

 ６ 外国の中央政府等以外の公共部門向け  
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 2d 我が国の政府関係機関向け  

 2e 地方三公社向け  

 ３ 国際開発銀行向け  

 ４ 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け  

   うち、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け  

 ５ カバード・ボンド向け  

 ６ 法人等向け（特定貸付債権向けを含む。）  

   うち、特定貸付債権向け  

 7a 劣後債及びその他資本性証券等  

 7b 株式等  

 ８ 中堅中小企業等向け及び個人向け  

 ９ 不動産関連向け  

   うち、自己居住用不動産向け  

   うち、賃貸用不動産向け  

   うち、事業用不動産関連  

   うち、その他不動産関連  

   うち、ＡＤＣ向け  

 10a  延滞等（自己居住用不動産向けエクスポージャーを除く。）  

 10b 自己居住用不動産向けエクスポージャーに係る延滞  

 11a 現金  

 11b 取立未済手形  

  信用保証協会等による保証付  

  株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付  

 12 合計  

 

 ７ 国際開発銀行向け  

 ８ 地方公共団体金融機構向け  

 ９ 我が国の政府関係機関向け  

 10 地方三公社向け  

 11 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け  

 12 法人等向け  

 13 中小企業等向け及び個人向け  

 14 抵当権付住宅ローン  

 15 不動産取得等事業向け  

 16 三月以上延滞等（抵当権付住宅ローンを除く。）  

 17 抵当権付住宅ローンに係る三月以上延滞  

 18 取立未済手形  

 19 信用保証協会等による保証付  

 20 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付  

 21 出資等（重要な出資を除く。）  

 22 合計  

 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ
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るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトの

みなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る

信用リスクは対象外とする。 

るものとする。 

 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトの

みなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る

信用リスクは対象外とする。 

［a・b 略］ ［a・b 同左］ 

c ロ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想

定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面において同じ。）を適用する前の、オフ・バランス

取引のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バ

ランス取引に係る想定元本額をいう。以下この面において同じ。）を記載すること。また、当該額は信用

リスク削減手法の効果を勘案する前の額とすること。 

c ロ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想

定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面において同じ。）を適用する前の、オフ・バランス

取引のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バ

ランス取引に係る想定元本額）を記載すること。また、当該額は信用リスク削減手法の効果を勘案する前

の額とすること。 

［d～f 略］ ［d～f 同左］ 

g 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条又は第百四十六条の規定によ

り標準的手法を適用する事業単位又は資産区分がある場合及び株式等エクスポージャー（令和四年金融庁

告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己資本告示

第百六十五条第一項各号に掲げる方式により算出されるリスク・ウェイトを用いる株式等エクスポージャ

ーを除く。以下この面において同じ。）を保有する場合には、当該事業単位又は資産区分及び当該株式等

エクスポージャーに係る計数を記載すること（項については統合して開示することができるが、異なる資

産区分は各別に記載すること。また、項番については変更しないこと。）。ただし、当該事業単位又は資産

区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる場合には、項番7b「株式等」の項を除き、

その記載を省略することができる。この場合において、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用

者にとって重要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の

説明及び当該エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の合計額と併せて記載すること。 

g 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条又は第百四十六条の規定によ

り標準的手法を適用する事業単位又は資産区分があるときは、当該事業単位又は資産区分に係る計数を記

載すること（項については統合して開示することができるが、異なる資産区分は各別に記載すること。）。

ただし、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる場合には、

記載を省略することができる。この場合において、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者に

とって重要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の説明

及び当該エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の合計額と併せて記載すること。 

［削る。］ h 項番１「現金」の項には、現金（外国通貨及び金を含む。）に係る額を記載すること。 

h 項番1a「日本国政府及び日本銀行向け」の項には、日本国政府及び日本銀行向けエクスポージャーに係

る額を記載すること。 

i 項番２「日本国政府及び日本銀行向け」の項には、日本国政府及び日本銀行向けエクスポージャーに係

る額を記載すること。 

i 項番1b「外国の中央政府及び中央銀行向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行向けエクスポージ

ャーに係る額を記載すること。 

j 項番３「外国の中央政府及び中央銀行向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行向けエクスポージ

ャーに係る額を記載すること。 

j 項番1c「国際決済銀行等向け」の項には、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連合、欧

州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

k 項番４「国際決済銀行等向け」の項には、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、欧

州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 
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k 項番2a「我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の

事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

l 項番５「我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の

事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

l 項番2b「外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部

門（当該国による公共部門の定義によるものとする。）向けエクスポージャー（特定の事業からの収入の

みをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

m 項番６「外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部

門（当該国による公共部門の定義によるものとする。）向けエクスポージャー（特定の事業からの収入の

みをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

［削る。］ n 項番７「国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資

保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州

投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金

融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係

る額を記載すること。 

m 項番2c「地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額

を記載すること。 

o 項番８「地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額

を記載すること。 

n 項番2d「我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人

向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

p 項番９「我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人

向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

o 項番2e「地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクス

ポージャーに係る額を記載すること。 

q 項番10「地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクス

ポージャーに係る額を記載すること。 

p 項番３「国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資

保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州

投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金

融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係

る額を記載すること。 

［加える。］ 

q 項番４「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け」の項には、金融機関向けエクスポージ

ャー（自己資本比率告示第五十七条に規定する金融機関向けエクスポージャーをいう。）、第一種金融商品

取引業者向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条に規定する第一種金融商品取引業者向けエ

クスポージャーをいう。以下この面において同じ。）及び保険会社向けエクスポージャー（自己資本比率

告示第五十八条の二に規定する保険会社向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係

る額を記載すること。 

［加える。］ 

r 項番４「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け うち、第一種金融商品取引業者及び保

険会社向け」の項には、第一種金融商品取引業者向けエクスポージャー及び保険会社向けエクスポージャ

［加える。］ 



- 49 - 
 

ーに係る額を記載すること。 

s 項番５「カバード・ボンド向け」の項には、自己資本比率告示第五十七条の二第一項に規定するカバー

ド・ボンド向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

［削る。］ r 項番11「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」の項には、金融機関（自己資本比率告示第一条第

七号ロに掲げる者を除く。）、外国銀行、銀行持株会社及び銀行持株会社に準ずる外国の会社並びに第一種

金融商品取引業者向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

t 項番６「法人等向け（特定貸付債権向けを含む。）」の項には、自己資本比率告示第五十九条第一項に規

定する法人等向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十九条第三項の規定により 85 パーセントの

リスク・ウェイトが適用される中堅中小企業等（自己資本比率告示第五十九条第四項に規定するものをい

う。以下この面において同じ。）向けエクスポージャー及び特定貸付債権向けエクスポージャー（自己資

本比率告示第五十九条の二第一項に規定する特定貸付債権向けエクスポージャーをいう。以下この面にお

いて同じ。）を含む。）に係る額を記載すること。ただし、項番８に該当するものは含めないものとする。 

s 項番12「法人等向け」の項には、自己資本比率告示第五十九条第一項に規定する法人等向けエクスポー

ジャーに係る額を記載すること。ただし、項番13に該当するものは含めないものとする。 

u 項番６「法人等向け うち、特定貸付債権向け」の項には、特定貸付債権向けエクスポージャーに係る

額を記載すること。 

［加える。］ 

v 項番 7a「劣後債及びその他資本性証券」の項には、自己資本比率告示第六十九条の二の規定により 150

パーセントのリスク・ウェイトが適用される劣後債権及びその他資本性証券並びに自己資本比率告示第七

十条の四の三第三項の規定により150パーセントのリスク・ウェイトが適用されるその他外部ＴＬＡＣ関

連調達手段に係るエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

w 項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十条第一項の規定により250パーセント又は400パ

ーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの（自己資本比率告示第

七十条第二項各号に掲げるものをいう。）並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

x 項番８「中堅中小企業等向け及び個人向け」の項には、個人向けエクスポージャー及び自己資本比率告

示第六十一条第一項又は第三項の規定により75パーセント又は45パーセントのリスク・ウェイトが適用

される中堅中小企業等向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

y 「中堅中小企業等向け及び個人向け うち、トランザクター向け」の項には、自己資本比率告示第六十

一条第三項の規定により 45 パーセントのリスク・ウェイトが適用される個人向けエクスポージャー及び

中堅中小企業等向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

z 項番９「不動産関連向け」の項には、自己居住用不動産向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六

十二条第一項に規定する自己居住用不動産向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）、賃

［加える。］ 
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貸用不動産向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六十三条第一項に規定する賃貸用不動産向けエク

スポージャーをいう。以下この面において同じ。）、事業用不動産関連エクスポージャー（自己資本比率告

示第六十四条第一項に規定する事業用不動産関連エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）、

その他不動産関連エクスポージャー（自己資本比率告示第六十四条の二第一項に規定するその他不動産関

連エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）及びＡＤＣ向けエクスポージャー（自己資本比

率告示第六十四条の三第一項に規定するＡＤＣ向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）

に係る額を記載すること。また、項番９に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

aa 項番９「不動産関連向け うち、自己居住用不動産向け」の項には、自己居住用不動産向けエクスポー

ジャーに係る額を記載すること。 

［加える。］ 

bb 項番９「不動産関連向け うち、賃貸用不動産向け」の項には、賃貸用不動産向けエクスポージャーに

係る額を記載すること。 

［加える。］ 

cc 項番９「不動産関連向け うち、事業用不動産関連」の項には、事業用不動産関連エクスポージャーに

係る額を記載すること。 

［加える。］ 

dd 項番９「不動産関連向け うち、その他不動産関連」の項には、その他不動産関連エクスポージャーに

係る額を記載すること。 

［加える。］ 

ee 項番９「不動産関連向け うち、ＡＤＣ向け」の項には、ＡＤＣ向けエクスポージャーに係る額を記載

すること。 

［加える。］ 

［削る。］ t 項番13「中小企業等向け及び個人向け」の項には、信用リスク削減手法の効果を勘案する前において、

75パーセントのリスク・ウェイトが適用される中小企業等（自己資本比率告示第六十二条第三項各号に掲

げるものをいう。）向けエクスポージャー及び個人向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［削る。］ u 項番14「抵当権付住宅ローン」の項には、抵当権付住宅ローン（自己資本比率告示第六十三条に規定す

る抵当権付住宅ローンをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。 

［削る。］ v 項番15「不動産取得等事業向け」の項には、不動産の取得又は運用を目的とした事業に対する法人等向

けエクスポージャー、中小企業等向けエクスポージャー又は個人向けエクスポージャーであって、返済が

専ら当該不動産からの賃料その他の収入に依存しているものに係る額を記載すること。また、項番 15 に

計上するものは、他の項に重複して計上しないこと。 

ff 項番10a「延滞等（自己居住用不動産向けエクスポージャーを除く。）」の項には、延滞エクスポージャ

ー（自己資本比率告示第六十五条に規定する延滞エクスポージャーをいう。ただし、同条第三項の規定に

より金融再生法施行規則第四条第四項に規定する三月以上延滞債権に該当する事由が生じた場合に係る

w 項番16「三月以上延滞等（抵当権付住宅ローンを除く。）」の項には、三月以上延滞エクスポージャー（自

己資本比率告示第六十五条第一項に規定する三月以上延滞エクスポージャーをいう。ただし、同条第三項

の規定により延滞に係る基準として三月以上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利
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基準として、三月以上に代えて九十日超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支

払日の翌日を起算として九十日以上延滞していることを同項に規定する要管理債権に該当するものと査

定する事由としたエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、

項番10aに計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として九十日超延滞している者に係るエクスポージャーをいう。

以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番16に計上しているものは、他の項に重

複して計上しないこと。 

gg 項番10b「自己居住用不動産向けエクスポージャーに係る延滞」の項には、自己居住用不動産向けエク

スポージャーのうち延滞エクスポージャーであるものに係る額を記載すること。また、項番10bに計上し

ているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

x 項番17「抵当権付住宅ローンに係る三月以上延滞」の項には、抵当権付住宅ローンに該当するエクスポ

ージャーのうち三月以上延滞エクスポージャーであるものに係る額を記載すること。また、項番 17 に計

上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

hh 項番11a「現金」の項には、現金（外国通貨及び金を含む。）に係る額を記載すること。 ［加える。］ 

ii 項番11b「取立未済手形」の項には、取立未済手形に係る額を記載すること。また、項番11bに計上し

ているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

y 項番18「取立未済手形」の項には、取立未済手形に係る額を記載すること。また、項番18に計上してい

るものは、他の項に重複して計上しないこと。 

jj 「信用保証協会等による保証付」の項には、信用保証協会等により保証されたエクスポージャーに係る

額を記載すること。また、同項に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

z 項番19「信用保証協会等による保証付」の項には、信用保証協会等により保証されたエクスポージャー

に係る額を記載すること。また、項番19に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

kk 「株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付」の項には、株式会社地域経済活性化支援機構及び

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構により保証されたエクスポージャーに係る額を記載すること。

また、同項に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

aa 項番20「株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付」の項には、株式会社地域経済活性化支援機

構及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構により保証されたエクスポージャーに係る額を記載す

ること。また、項番20に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

［削る。］ bb 項番21「出資等（重要な出資を除く。）」の項には、自己資本比率告示第七十条の規定により100パーセ

ントのリスク・ウェイトが適用される出資等のエクスポージャーに係る額を記載すること。 

ll 項番12「合計」の項ハ欄及びニ欄の合計額は、第六面の二の項番11「合計」の項ニ欄の額と一致する。 cc 項番22「合計」の項ハ欄及びニ欄の合計額は、第六面の項番22「合計」の項ル欄の額と一致する。 

mm 項番12「合計」の項ホ欄の額は、第一面の項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の

額と一致する。 

dd 項番22「合計」の項ホ欄の額は、第一面の項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の

額と一致する。 

nn この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず、「－」を記載

すること。 

ee この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず、「－」を記載

すること。 

oo この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 ff この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

pp この面に記載する比率は、小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 gg この面に記載する比率は、小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 

［面を削る。］ （第六面） 

  

 ［別紙８］ 

（第六面） ［面を加える。］ 

［別紙９］  
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（第六面の二） ［面を加える。］ 

［別紙10］  

（第七面） 

（単位：百万円、％、千件、年） 

ＣＲ６:内部格付手法―ポートフォリオ及びデフォルト率（ＰＤ）区分別の信用リスク・エクスポージャー 

［略］ 
 

（第七面） 

（単位：百万円、％、千件、年） 

ＣＲ６:内部格付手法―ポートフォリオ及びデフォルト率（ＰＤ）区分別の信用リスク・エクスポージャー 

［同左］ 
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a ［略］ a ［同左］ 

b 内部格付手法が適用されるポートフォリオごとに区分して計数を記載すること（どのポートフォリオに

係る計数を記載しているかが明らかになるよう、適宜項を追加し、ポートフォリオの名称を記載するこ

と。）。ポートフォリオ区分には、少なくとも、⑴ソブリン向けエクスポージャー、⑵金融機関等向けエク

スポージャー、⑶事業法人向けエクスポージャー（中堅中小企業向けエクスポージャー及び特定貸付債権

を除く。）、⑷中堅中小企業向けエクスポージャー、⑸特定貸付債権、⑹株式等エクスポージャー（令和四

年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己

資本比率告示第百六十五条第一項第一号に規定するＰＤ／ＬＧＤ方式が適用されるエクスポージャーに

限る。）、⑺購入債権（事業法人等向け）、⑻購入債権（リテール向け）、⑼適格リボルビング型リテール向

けエクスポージャー、⑽居住用不動産向けエクスポージャー及び⑾その他リテール向けエクスポージャー

を含むものとする。⑴から⑶までのポートフォリオ区分及び⑷から⑾までのうち全体に占める割合が小さ

いポートフォリオ区分又は債務者が特定されることが想定されるポートフォリオ区分については、これら

のポートフォリオ区分のうち任意の二以上のポートフォリオ区分を統合して開示することができる（二以

上のポートフォリオ区分を統合した場合にはその旨及び理由を明記すること。）。 

b 内部格付手法が適用されるポートフォリオごとに区分して計数を記載すること（どのポートフォリオに

係る計数を記載しているかが明らかになるよう、適宜項を追加し、ポートフォリオの名称を記載するこ

と。）。ポートフォリオ区分には、少なくとも、⑴ソブリン向けエクスポージャー、⑵金融機関等向けエク

スポージャー、⑶事業法人向けエクスポージャー（中堅中小企業向けエクスポージャー及び特定貸付債権

を除く。）、⑷中堅中小企業向けエクスポージャー、⑸特定貸付債権、⑹株式等エクスポージャー（ＰＤ／

ＬＧＤ方式が適用されるエクスポージャーに限る。）、⑺購入債権（事業法人等向け）、⑻購入債権（リテー

ル向け）、⑼適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー、⑽居住用不動産向けエクスポージャー及

び⑾その他リテール向けエクスポージャーを含むものとする。⑴から⑶までのポートフォリオ区分及び⑷

から⑾までのうち全体に占める割合が小さいポートフォリオ区分又は債務者が特定されることが想定され

るポートフォリオ区分については、これらのポートフォリオ区分のうち任意の二以上のポートフォリオ区

分を統合して開示することができる（二以上のポートフォリオ区分を統合した場合にはその旨及び理由を

明記すること。）。 

 

［c～q 略］ ［c～q 同左］ 

r 「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額並びに第九面の「ボラティリティの高い事業用不動産向

け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸

r 「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額並びに第九面の「ボラティリティの高い事業用不動産向

け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸
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付け（ＨＶＣＲＥ）」の「合計」の項ル欄の額の合計額は、第一面の項番３「信用リスク うち、基礎的内

部格付手法適用分」の項イ欄の額、項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」

の項イ欄及び項番５「信用リスク うち、先進的格付手法適用分」の項イ欄の額の合計額と一致する。 

付け（ＨＶＣＲＥ」」の「合計」の項ル欄の額の合計額は、第一面の項番３「信用リスク うち、内部格付

手法適用分」の項イ欄の額と一致する。 

［s～w 略］ ［s～w 同左］ 

（第八面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ７:内部格付手法―信用リスク削減手法として用いられるクレジット・デリバティブが信用リスク・ア

セットの額に与える影響 

項番 ポートフォリオ 

イ ［略］ 

クレジット・デリ

バティブ勘案前の

信用リスク・アセ

ットの額 

［略］ 

［項を削る。］ 

［項を削る。］ 

12 ［略］  

13 ［略］  

14 ［略］  
 

（第八面） 

（単位：百万円） 

ＣＲ７:内部格付手法―信用リスク削減手法として用いられるクレジット・デリバティブが信用リスク・ア

セットの額に与える影響 

項番 ポートフォリオ 

イ ［同左］ 

クレジット・デリ

バティブ勘案前の

信用リスク・アセ

ットの額 

［同左］ 

12 株式―ＦＩＲＢ  

13 株式―ＡＩＲＢ  

14 ［同左］  

15 ［同左］  

16 ［同左］  
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセッ

トのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定により信用リスク・アセットの額を計算することをい

う。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a ［略］ a ［同左］ 

b ポートフォリオごとに計数を記載すること。項番１から項番８まで、項番12及び項番13までについて

は、適用手法（基礎的内部格付手法（ＦＩＲＢ）及び先進的内部格付手法（ＡＩＲＢ））別に計数を記載す

ること。 

b ポートフォリオごとに計数を記載すること。項番１から項番８まで及び項番12から項番15までについ

ては、適用手法（基礎的内部格付手法（ＦＩＲＢ）及び先進的内部格付手法（ＡＩＲＢ））別に計数を記載

すること。 
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［c～h 略］ ［c～ｈ 同左］ 

［面を削る。］ （第九面） 

  

 ［別紙11］ 

（第九面） ［面を削る。］ 

［別紙12］  

（第十面） 

（単位：百万円） 

ＣＣＲ１:手法別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー額 

［略］ 
 

（第十面） 

（単位：百万円） 

ＣＣＲ１:手法別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー額 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

a ［略］ a ［同左］ 

［削る。］ b 平成三十年金融庁告示第十三号附則第六条第一項の規定により読み替えて適用する自己資本比率告示第

七十三条第二項の規定に基づきカレント・エクスポージャー方式を用いる場合には、項番１と項番２との

間に「カレント・エクスポージャー方式」との名称の項（項番を付さないこと。）を追加すること。この場

合において、当該項には、自己資本比率告示第七十六条の規定によりカレント・エクスポージャー方式を

用いて算出した額を記載すること。ただし、イ欄については自己資本比率告示第七十六条第二項各号に掲

げる額を、ロ欄については自己資本比率告示第七十六条第三項各号に掲げる額をそれぞれ記載し、ハ欄及

びニ欄については斜線を付すこと。 

b～d ［略］ c～e ［同左］ 

e 項番５「エクスポージャー変動推計モデル」の項には、自己資本比率告示第二百四十三条の規定により

算出した額を記載すること。 

f 項番５「エクスポージャー変動推計モデル」の項には、自己資本比率告示第百七条の規定により算出し

た額を記載すること。 

f 項番６「合計」の項ヘ欄には、項番１から項番５までの項ヘ欄の合計額を記載すること。 g 項番６「合計」の項ヘ欄には、項番１から項番５までの項ヘ欄の合計額を記載すること。ただし、bによ

り項を追加した場合にあっては、当該項のヘ欄の額を当該合計額に加算した額を記載すること。 

g ホ欄には、自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエ

クスポージャーの額を記載すること。また、自己資本比率告示第七十三条第六項（自己資本比率告示第百

五十六条第七項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定によりＣＶＡの影響を勘

h ホ欄には、自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエ

クスポージャーの額を記載すること。ただし、内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告

示第百五十六条第二項第一号に規定する法的に有効な相対ネッティング契約（レポ形式の取引に限る。）
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案している場合には、勘案後の金額を記載すること。 に限り、信用リスク削減手法の効果を勘案した後のＥＡＤを記入すること。また、自己資本比率告示第七

十三条第六項（自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含

む。）の規定によりＣＶＡの影響を勘案している場合には、勘案後の金額を記載すること。 

h 項番６「合計」の項ヘ欄の額並びに第十六面の項番１「適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」

の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額の合計額は、

第一面の項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

i 項番６「合計」の項ヘ欄の額、第十一面の項番５「ＣＶＡリスク相当額の対象となるポートフォリオの

合計」の項ロ欄の額並びに第十六面の項番１「適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ

欄の額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額の合計額は、第一

面の項番４「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

i・j ［略］ j・k ［同左］ 

（第十一面） ［略］ （第十一面） ［同左］ 

（第十二面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ３:業種別及びリスク・ウェイト別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー 

［略］ 
 

（第十二面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ３:業種別及びリスク・ウェイト別のカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［a～k 略］ ［a～k 同左］ 

l 項番10「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け」の項には、金融機関向けエクスポージ

ャー（自己資本比率告示第五十七条に規定する金融機関向けエクスポージャーをいう。）、第一種金融商品

取引業者向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条に規定する第一種金融商品取引業者向けエ

クスポージャーをいう。）及び保険会社向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条の二に規定

する保険会社向けエクスポージャーをいう。）に係る額を記載すること。 

l 項番10「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」の項には、金融機関（自己資本比率告示第一条第

七号ロに掲げる者を除く。）、外国銀行、銀行持株会社及び銀行持株会社に準ずる外国の会社並びに第一種

金融商品取引業者向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

m ［略］ m ［同左］ 

n 項番12「中小企業等向け及び個人向け」の項には、個人向けエクスポージャー及び自己資本比率告示第

六十一条第一項の規定により 75 パーセントのリスク・ウェイトが適用される中堅中小企業等（自己自己

資本比率告示第五十九条第四項に規定するものをいう。）向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

n 項番12「中小企業等向け及び個人向け」の項には、75パーセントのリスク・ウェイトが適用される中小

企業等（自己資本比率告示第六十二条第三項各号に掲げるものをいう。）向けエクスポージャー及び個人

向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

［o・p 略］ ［o・p 同左］ 

［（第十三面）～（第十五面） 略］ ［（第十三面）～（第十五面） 同左］ 

（第十六面） （第十六面） 
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 （単位：百万円） 

ＣＣＲ８:中央清算機関向けエクスポージャー 

［略］ 
 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ８:中央清算機関向けエクスポージャー 

［同左］ 
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［a～h 略］ ［a～h 同左］ 

i 項番１「適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機

関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額並びに第十面の項番６「合計」の項ヘ欄の額の合計額は、

第一面の項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

i 項番１「適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機

関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額、第十面の項番６「合計」の項ヘ欄の額並びに第十一面の

項番５「ＣＶＡリスク相当額の対象となるポートフォリオの合計」の項ロ欄の額の合計額は、第一面の項

番４「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

［j・k 略］ ［j・k 同左］ 

［（第十七面）・（第十八面） 略］ ［（第十七面）・（第十八面） 同左］ 

（第十九面） 

（単位：百万円） 

ＳＥＣ３:信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本

（自金融機関がオリジネーター又はスポンサーである場合） 

項番  

 

イ ［略］ 

合計 

［略］  

 エクスポージャーの額（算出方法別） 

６ 内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ー 

 

７ 外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エ

クスポージャー 

 

［略］  

（第十九面） 

（単位：百万円） 

ＳＥＣ３:信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本

（自金融機関がオリジネーター又はスポンサーである場合） 

項番  イ ［同左］ 

合計 

［同左］  

 エクスポージャーの額（算出方法別） 

６ 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される

証券化エクスポージャー 

 

７ 外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ー 

 

［同左］  
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 信用リスク・アセットの額（算出方法別） 

10 内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセッ

ト 

 

11 外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リ

スク・アセット 

 

［略］  

 所要自己資本の額（算出方法別） 

14 内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ーに係る所要自己資本 

 

15 外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エ

クスポージャーに係る所要自己資本 

 

［略］  
 

 信用リスク・アセットの額（算出方法別） 

10 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出し

た信用リスク・アセット 

 

11 外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセッ

ト 

 

［同左］  

 所要自己資本の額（算出方法別） 

14 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される

証券化エクスポージャーに係る所要自己資本 

 

15 外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ーに係る所要自己資本 

 

［同左］  
 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［a～f 略］ ［a～f 同左］ 

g 項番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十面の項

番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の

項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付手

法準拠方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

g 項番10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額

及び第二十面の項番10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」

の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エ

クスポージャー うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

h 項番11「外部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額

及び第二十面の項番11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項

イ欄の額の合計額は、第一面の項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクス

ポージャー うち、外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

h 項番11「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十面の項

番11「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番

14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付準拠方

式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

i 項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十面の項番

12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番

19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手法準拠

方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

i 項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第二十面の項番

12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番

15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手法準拠

方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  

j ［略］ j ［同左］ 
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k 項番14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の

額及び第二十面の項番 14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己

資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証

券化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。 

k 項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己

資本」の項イ欄の額及び第二十面の項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化

エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番13「信用リスク・アセッ

トの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式

適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

l 項番15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」

の項イ欄の額及び第二十面の項番 15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポ

ージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番18「信用リスク・アセットの額の

算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」の項

ハ欄の額と一致する。 

l 項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額及

び第二十面の項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項

イ欄の額の合計額は、第一面の項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクス

ポージャー うち、外部格付準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

m 項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額

及び第二十面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」

の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エ

クスポージャー うち、標準的手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。 

m 項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額

及び第二十面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」

の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エ

クスポージャー うち、標準的手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

［n～p 略］ ［n～p 同左］ 

（第二十面） 

（単位：百万円） 

ＳＥＣ４:信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本

（自金融機関が投資家である場合） 

項番  

 

イ ［略］ 

合計 

［略］  

 エクスポージャーの額（算出方法別） 

６ 内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ー 

 

７ 外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エ

クスポージャー 

 

（第二十面） 

（単位：百万円） 

ＳＥＣ４:信用リスク・アセットの額の算出対象となる証券化エクスポージャー及び関連する所要自己資本

（自金融機関が投資家である場合） 

項番  イ ［同左］ 

合計 

［同左］  

 エクスポージャーの額（算出方法別） 

６ 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される

証券化エクスポージャー 

 

７ 外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ー 
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［略］  

 信用リスク・アセットの額（算出方法別） 

10 内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセッ

ト 

 

11 外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リ

スク・アセット 

 

［略］  

 所要自己資本の額（算出方法別） 

14 内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ーに係る所要自己資本 

 

15 外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エ

クスポージャーに係る所要自己資本 

 

［略］  
 

［同左］  

 信用リスク・アセットの額（算出方法別） 

10 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出し

た信用リスク・アセット 

 

11 外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセッ

ト 

 

［同左］  

 所要自己資本の額（算出方法別） 

14 内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される

証券化エクスポージャーに係る所要自己資本 

 

15 外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ーに係る所要自己資本 

 

［同左］  
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［a～f 略］ ［a～f 同左］ 

g 項番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第十九面の項

番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の

項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付手

法準拠方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

g 項番10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額

及び第十九面の項番10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」

の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エ

クスポージャー うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

h 項番11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び

第十九面の項番11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄

の額の合計額は、第一面の項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポー

ジャー うち、外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

h 項番11「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第十九面の項番11

「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番 14

「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付準拠方式

適用分」の項イ欄の額と一致する。  

i 項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第十九面の項番

12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番

19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手法準拠

方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

i 項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額及び第十九面の項番

12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番

15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手法準拠

方式適用分」の項イ欄の額と一致する。  



- 60 - 
 

j ［略］ j ［同左］ 

k 項番14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の

額及び第十九面の項番 14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己

資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証

券化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。 

k 項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己

資本」の項イ欄の額及び第十九面の項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化

エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番13「信用リスク・アセッ

トの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価方式

適用分」の項ハ欄の額と一致する。 

l 項番15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」

の項イ欄の額及び第十九面の項番 15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用される証券化エクスポ

ージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番18「信用リスク・アセットの額の

算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」の項

ハ欄の額と一致する。 

l 項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額及

び第十九面の項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項

イ欄の額の合計額は、第一面の項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクス

ポージャー うち、外部格付準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

m 項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額

及び第十九面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」

の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エ

クスポージャー うち、標準的手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。 

m 項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の額

及び第十九面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」

の項イ欄の額の合計額は、第一面の項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エ

クスポージャー うち、標準的手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額と一致する。  

［n～p 略］ ［n～p 同左］ 

［（第二十一面）～（第二十九面） 略］ ［（第二十一面）～（第二十九面） 略］ 

（第三十面） ［面を加える。］ 

［別紙13］   
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（別紙様式第九号） （別紙様式第九号） 

（第一面） 

 (単位：百万円)  

 ＯＶ１：リスク・アセットの概要  

 国際様式

の該当番

号 

 イ ロ ハ ニ  

 リスク・アセット 所要自己資本  

 当四半

期末 

前四半

期末 

当四半

期末 

前四半

期末 

 

 １ 信用リスク      

 ２  うち、標準的手法適用分      

 ３  うち、基礎的内部格付手法適用分      

 ４  うち、スロッティング・クライテリア適用分      

 ５  うち、先進的内部格付手法適用分      

   うち、重要な出資のエクスポージャー      

   うち、リース取引における見積残存価額の

エクスポージャー 

     

   その他      

 ６ カウンターパーティ信用リスク      

 ７  うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分      

 ８  うち、期待エクスポージャー方式適用分      

   うち、中央清算機関関連エクスポージャー      

 ９  その他      

 10 ＣＶＡリスク       

   うち、ＳＡ－ＣＶＡ適用分      

   うち、完全なＢＡ－ＣＶＡ適用分      

   うち、限定的なＢＡ－ＣＶＡ適用分      

 11 経過措置により適用されるマーケット・ベース方

式に基づく株式等エクスポージャー 

     

（第一面） 

 (単位：百万円)  

 ＯＶ１：リスク・アセットの概要  

 国際様式

の該当番

号 

 イ ロ ハ ニ  

 リスク・アセット 所要自己資本  

 当四半

期末 

前四半

期末 

当四半

期末 

前四半

期末 

 

 １ 信用リスク      

 ２  うち、標準的手法適用分      

 ３  うち、内部格付手法適用分      

   うち、重要な出資のエクスポージャー      

   うち、リース取引における見積残存価額の

エクスポージャー 

     

   その他      

 ４ カウンターパーティ信用リスク      

 ５  うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分      

 ６  うち、期待エクスポージャー方式適用分      

   うち、ＣＶＡリスク      

   うち、中央清算機関関連エクスポージャー      

   その他      

 ７ マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポ

ージャー 

     

 ８ リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（ルック・スルー方式） 

     

 ９ リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（マンデート方式） 

     

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア      
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 12 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（ルック・スルー方式） 

     

 13 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（マンデート方式） 

     

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式250％） 

     

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式400％） 

     

 14 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（フォールバック方式1250％） 

     

 15 未決済取引      

 16 信用リスク・アセットの額の算出対象となってい

る証券化エクスポージャー 

     

 17  うち、内部格付手法準拠方式適用分      

 18  うち、外部格付準拠方式適用分又は内部評

価方式適用分 

     

 19  うち、標準的手法準拠方式適用分      

   うち、1250％のリスク・ウェイト適用分      

 20 マーケット・リスク      

 21  うち、標準的方式適用分      

 22  うち、内部モデル方式適用分      

   うち、簡易的方式適用分      

 23 勘定間の振替分      

 24 オペレーショナル・リスク      

 25 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に

係るエクスポージャー 

     

 26 フロア調整      

 27 合計      
 

セットのみなし計算（蓋然性方式250％） 

  リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（蓋然性方式400％） 

     

 10 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（フォールバック方式1250％） 

     

 11 未決済取引      

 12 信用リスク・アセットの額の算出対象となってい

る証券化エクスポージャー 

     

 13  うち、内部格付手法準拠方式又は内部評価

方式適用分 

     

 14  うち、外部格付準拠方式適用分      

 15  うち、標準的手法準拠方式適用分      

   うち、1250％のリスク・ウェイト適用分      

 16 マーケット・リスク      

 17  うち、標準的方式適用分      

 18  うち、内部モデル方式適用分      

 19 オペレーショナル・リスク      

 20  うち、基礎的手法適用分      

 21  うち、粗利益配分手法適用分      

 22  うち、先進的計測手法適用分      

 23 特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に

係るエクスポージャー 

     

  経過措置によりリスク・セットの額に算入される

ものの額 

     

 24 フロア調整      

 25 合計      
 

（注） （注） 
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 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［削る。］ a 内部格付手法適用分に係る記載について、リスク・アセットの額（イ欄及びロ欄）は1.06を乗じる前の

額を記載し、所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）は 1.06 を乗じて得たリスク・アセットの額に８パーセ

ントを乗じて得た額をそれぞれ記載すること。 

a この面のb以下の記載にかかわらず、国際様式の該当番号（以下この面において「項番」という。）１の

「信用リスク」の項から「信用リスク その他」の項までには、項番６から「信用リスク・アセットの額

の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、1250％のリスク・ウェイト適用分」の項まで及

び項番 25 に該当するものの額は含まれない。また、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の

項、項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付手法適用分」の項及び項番５「信用リスク うち、先進

的内部格付手法適用分」の項には、「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」の項から「信用

リスク その他」の項までに該当するものの額は含まれない。 

b この面のc以下の記載にかかわらず、国際様式の該当番号（以下この面において「項番」という。）１の

「信用リスク」の項から「信用リスク その他」の項までには、項番４から「信用リスク・アセットの額

の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、1250％のリスク・ウェイト適用分」の項まで、

項番 23 及び「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額」の項に該当するものの額は

含まれない。また、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項及び項番３「信用リスク うち、

内部格付手法適用分」の項には、「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」の項から「信用リ

スク その他」の項までに該当するものの額は含まれない。 

b 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項には、自己資本比率告示第四十二条第一項に規定

する信用リスク・アセットの額の合計額及び株式等エクスポージャー（令和四年金融庁告示第●●号附則

第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己資本比率告示第百六十五条

第一項各号に掲げる方式により算出されるリスク・ウェイトを用いる株式等エクスポージャーを除く。）

に係る信用リスク・アセットの額の合計額の合計（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（リ

スクの種類に応じ、リスク・アセットの額の合計額に８パーセントを乗じて得た額又はリスク相当額の合

計額をいう。以下この面において同じ。）（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

c 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項には、自己資本比率告示第四十二条第一項に規定

する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（リスクの種

類に応じ、リスク・アセットの額の合計額に８パーセントを乗じて得た額又はリスク相当額の合計額をい

う。以下この面において同じ。）（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

c 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に

係る別紙様式第四号第七面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第五面の開

示を行う場合、それぞれの面の項番12「合計」の項ホ欄の額と一致する。 

d 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に

係る別紙様式第四号第七面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第五面の開

示を行う場合、それぞれの面の項番22「合計」の項ホ欄の額と一致する。 

d 項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付手法適用分」の項には、基礎的内部格付手法を適用し算出

する、自己資本比率告示第百五十条第一号イに規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ

欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、自金融機関が

基礎的内部格付手法採用金庫である場合には、内部格付手法を適用し算出する、当該信用リスク・アセッ

トの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載する

こと。 

e 項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項には、自己資本比率告示第百五十条第四号イに

規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

e 項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付手法適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事 ［加える。］ 
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業年度に係る別紙様式第四号第九面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第

七面の開示を行う場合、基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオに対応した同面の「合計（全て

のポートフォリオ）」の項リ欄の額と一致する。ただし、自金融機関が基礎的内部格付手法採用金庫であ

る場合には、同面の「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額と一致する。 

f 項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項には、自己資本比率告示第百四

十七条に規定するスロッティング・クライテリアを利用し算出する、自己資本比率告示第百五十条第一号

イに規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。また、項番４に計上しているものは、他の項に重複して計上しな

いこと。 

f 項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度

に係る別紙様式第四号第九面及び第十三面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第

七号第七面及び第九面の開示を行う場合、別紙様式第四号第九面又は別紙様式第七号第七面の「合計（全

てのポートフォリオ）」の項リ欄の額並びに別紙様式第四号第十三面又は別紙様式第七号第九面の「ボラ

ティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティ

リティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）」の「合計」の項ル欄の額の合計額と一致する。 

g 項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末

とする事業年度に係る別紙様式第四号第十三面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様

式第七号第九面の開示を行う場合、別紙様式第四号第十三面又は別紙様式第七号第九面の「ボラティリテ

ィの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの

高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）」の「合計」の項ル欄の額の合計額と一致する。 

［加える。］ 

h 項番５「信用リスク うち、先進的内部格付手法適用分」の項には、先進的内部格付手法を適用し算出

する自己資本比率告示第百五十条第一号イに規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）

及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、自金融機関が基礎

的内部格付手法採用金庫である場合には、当該欄は記載することを要しない。 

［加える。］ 

i 項番５「信用リスク うち、先進的内部格付手法適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事

業年度に係る別紙様式第四号第九面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第

七面の開示を行う場合、先進的内部格付手法が適用されるポートフォリオに対応した同面の「合計（全て

のポートフォリオ）」の項リ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

j 項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額、項番３「信用リスク うち、基礎的内部

格付手法適用分」の項イ欄の額、項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の

項イ欄の額及び項番５「信用リスク うち、先進的内部格付手法適用分」の項イ欄の額の合計額は、当四

半期に係る第六面の開示を行う場合、同面の項番１「信用リスク」の項ハ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

k～m ［略］ g～i ［同左］ 

n 項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別 j 項番４「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別
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紙様式第四号第十四面及び第二十一面の開示並びに当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七

号第十面及び第十六面の開示を行う場合、別紙様式第四号第十四面又は別紙様式第七号第十面の項番６

「合計」の項ヘ欄の額並びに別紙様式第四号第二十一面又は別紙様式第七号第十六面の項番１「適格中央

清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポー

ジャー（合計）」の項ロ欄の額の合計額と一致する。 

紙様式第四号第十四面、第十五面及び第二十一面の開示並びに当四半期末を半期末とする半期に係る別紙

様式第七号第十面、第十一面及び第十六面の開示を行う場合、別紙様式第四号第十四面又は別紙様式第七

号第十面の項番６「合計」の項ヘ欄の額、別紙様式第四号第十五面又は別紙様式第七号第十一面の項番５

「ＣＶＡリスク相当額の対象となるポートフォリオの合計」の項ロ欄の額並びに別紙様式第四号第二十一

面又は別紙様式第七号第十六面の項番１「適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の

額及び項番11「非適格中央清算機関へのエクスポージャー（合計）」の項ロ欄の額の合計額と一致する。 

o  項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額は、当四半期に係る第六面の開示を行う場合、

同面の項番２「カウンターパーティ信用リスク」の項ハ欄の額と一致する。 

［加える。］ 

p 項番７「カウンターパーティ信用リスク うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分」の項には、自己資本比率告示第

七十四条（自己資本比率告示第百五十六条第七項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含む。）

の規定により算出した額に派生商品取引及び長期決済期間取引の相手方に適用されるリスク・ウェイトを

乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）並びにこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載

すること。 

k 項番５「カウンターパーティ信用リスク うち、ＳＡ－ＣＣＲ適用分」の項には、自己資本比率告示第

七十四条（自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において準用する場合を含む。）

の規定により算出した額に派生商品取引及び長期決済期間取引の相手方に適用されるリスク・ウェイトを

乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）並びにこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載

すること。 

［削る。］ l 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当

であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件（平成三十年金融庁告示第十三号。以下この

面において「平成三十年金融庁告示第十三号」という。）附則第六条第一項の規定により読み替えて適用

する自己資本比率告示第七十三条第二項の規定に基づきカレント・エクスポージャー方式を用いる場合に

は、項番５と項番６との間に「カウンターパーティ信用リスク うち、カレント・エクスポージャー方式

適用分」との名称の項（項番を付さないこと。）を追加すること。この場合において、当該項には、自己資

本比率告示第七十六条（平成三十年金融庁告示第十三号附則第六条第一項の規定により読み替えて適用す

る自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により算出した額に派生商品取引及び長期決済期間取引の相手方に適用されるリスク・ウェ

イトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ

記載すること。 

q 項番８「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項には、自己資

本比率告示第七十五条（自己資本比率告示第百五十六条第七項及び第百六十四条第五項において準用する

場合を含む。）の規定により算出した額に派生商品取引及びレポ形式の取引等の相手方に適用されるリス

ク・ウェイトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）を

それぞれ記載すること。 

m 項番６「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項には、自己資

本比率告示第七十五条（自己資本比率告示第百五十六条第五項及び第百六十四条第五項において準用する

場合を含む。）の規定により算出した額に派生商品取引及びレポ形式の取引等の相手方に適用されるリス

ク・ウェイトを乗じた額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）を

それぞれ記載すること。 
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r 項番８「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額は、

当四半期に係る第三面の開示を行う場合、同面の項番９「当四半期末時点における信用リスク・アセット

の額」の項の額と一致する。 

n 項番６「カウンターパーティ信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額は、

当四半期に係る第三面の開示を行う場合、同面の項番９「当四半期末時点における信用リスク・アセット

の額」の項の額と一致する。 

［削る。］ o 「カウンターパーティ信用リスク うち、ＣＶＡリスク」の項には、自己資本比率告示第八章の二の規

定又は持株自己資本比率告示第六章の二の規定により算出したＣＶＡリスク相当額の合計額を８パーセ

ントで除して得た額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載

すること。 

s ［略］ p ［同左］ 

t 項番10「ＣＶＡリスク」の項には、自己資本比率告示第八章の二の規定により算出したＣＶＡリスク相

当額の合計額を８パーセントで除して得た額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

u 項番10「ＣＶＡリスク」の項イ欄の額は、当四半期に係る第六面の開示を行う場合、同面の項番３「Ｃ

ＶＡリスク」の項ハ欄の額と一致する。 

v 「ＣＶＡリスク うち、ＳＡ－ＣＶＡ適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係

る別紙様式第四号第十五面の開示、当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十一面の開示

を行う場合又は別紙様式第九号第五面の開示を行う場合、第四号第十五面の三の項番７「合計」の項イ欄

の額及び第四号第十五面の四の項番２「当四半期末」の額、第七号第十一面の三の項番７「合計」の項イ

欄の額及び第七号第十一面の四の項番２「当四半期末」の項イ欄の額並びに第九号第五面の項番２「当四

半期末」の額と一致する。 

［加える。］ 

 

 

［加える。］ 

 

［加える。］ 

 

w 項番11「経過措置により適用されるマーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項に

は、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正

前の自己資本比率告示第百六十五条第一項第一号に掲げるマーケット・ベース方式により算出した信用リ

スク・アセットの額（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記

載すること。なお、令和四年金融庁告示附則第●条第二項の規定により、令和四年金融庁告示第●●号告

示による改正前の自己資本比率告示第百六十五条第一項第二号に掲げるＰＤ／ＬＧＤ方式により算出し

た信用リスク・アセットの額及びこれに係る所要自己資本の額については、項番３「信用リスク うち、

基礎的内部格付手法適用分」の項に含めることとし、これら以外の株式等エクスポージャーの信用リスク・

アセットの額及びこれに係る所要自己資本の額については、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用

分」の項に含めることとする。 

［加える。］ 
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［削る。］ q 項番７「マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項には、自己資本比率告示第百

六十五条第一項第一号に掲げるマーケット・ベース方式により算出した信用リスク・アセットの額及び同

項ただし書の規定により100パーセントのリスク・ウェイトを適用して算出した信用リスク・アセットの

額の合計額（イ欄及びロ欄）並びにこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載する

こと。なお、同条第一項第二号に掲げるＰＤ／ＬＧＤ方式により算出した信用リスク・アセットの額及び

これに係る所要自己資本の額については、項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項に含め

ることとする。さらに、株式等エクスポージャーに標準的手法を適用して算出した信用リスク・アセット

の額及びこれに係る所要自己資本の額については、項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項

に含めることとする。 

［削る。］ r 項番７「マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額は、当四半期末を期

末とする事業年度に係る別紙様式第四号第十三面の開示又は当四半期を半期末とする半期に係る別紙様

式第七号第九面の開示を行う場合、それぞれの面の「マーケット・ベース方式が適用される株式等エクス

ポージャー」の「合計」の項ル欄の額及び「100％のリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャ

ー」の項ル欄の額の合計額と一致する。 

x 項番12「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ルック・スルー方式）」

の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第二項の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第二項の規定を適用するエクスポージャ

ーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

s 項番８「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ルック・スルー方式）」

の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第二項の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第二項の規定を適用するエクスポージャ

ーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及

びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前四半期末」が平成三十一年三月三十一日

前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

y 項番13「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデート方式）」の

項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第六項の規定、内部格付手

法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第七項の規定を適用するエクスポージャー

に係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及び

ニ欄）をそれぞれ記載すること。 

t 項番９「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデート方式）」の

項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第六項の規定、内部格付手

法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第七項の規定を適用するエクスポージャー

に係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及び

ニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前四半期末」が平成三十一年三月三十一日前

となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

z 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式250％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第一号の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第一号の規定を適用するエクスポ

u 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式250％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第一号の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第一号の規定を適用するエクスポ
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ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前四半期末」が平成三十一年三月三十

一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

aa 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式400％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第二号の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第二号の規定を適用するエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

v 「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式400％）」の項に

は、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第九項第二号の規定、内部格付

手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十項第二号の規定を適用するエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前四半期末」が平成三十一年三月三十

一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

bb 項番14「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（フォールバック方式

1250％）」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第十項の規定、

内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十一項の規定を適用するエク

スポージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の

額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

w 項番10「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（フォールバック方式

1250％）」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十条の五第十項の規定、

内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百六十六条第十一項の規定を適用するエク

スポージャーに係る信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の

額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。ただし、ロ欄及びニ欄の「前四半期末」が平成三十一年三

月三十一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

cc 項番15「未決済取引」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十七条に

規定する信用リスク・アセットの額、内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百七十

七条に規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

x 項番11「未決済取引」の項には、標準的手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第七十七条に

規定する信用リスク・アセットの額、内部格付手法を採用した場合にあっては自己資本比率告示第百七十

七条に規定する信用リスク・アセットの額の合計額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ

欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

dd 項番16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の欄には、自己

資本比率告示第八章の規定により算出した証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの合計額（イ

欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

y 「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の欄には、自己資本比

率告示第八章の規定により算出した証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの合計額（イ欄及び

ロ欄）及びこれに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載すること。 

ee 項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額

は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面及び第二十五面の開示又は当四半

期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面の開示を行う場合、別紙様式第四号

第二十四面又は別紙様式第七号第十九面及び別紙様式第四号第二十五面又は別紙様式第七号第二十面の

項番10から項番13までの項イ欄の合計額と一致する。 

z 項番12「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額は、

当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面及び第二十五面の開示又は当四半期

末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面の開示を行う場合、別紙様式第四号第

二十四面又は別紙様式第七号第十九面及び別紙様式第四号第二十五面又は別紙様式第七号第二十面の項

番10から項番13までの項イ欄の合計額と一致する。 

ff 項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額

は、当四半期に係る第六面の開示を行う場合、同面の項番４「信用リスク・アセットの額の算出対象とな

［加える。］ 
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っている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額と一致する。 

gg 項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額

は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面及び第二十五面の開示又は当四半

期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面の開示を行う場合、別紙様式第四号

第二十四面又は別紙様式第七号第十九面及び別紙様式第四号第二十五面又は別紙様式第七号第二十面の

項番14から項番17までの項イ欄の合計額と一致する。 

aa 項番 12「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額

は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面及び第二十五面の開示又は当四半

期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面の開示を行う場合、別紙様式第四号

第二十四面又は別紙様式第七号第十九面及び別紙様式第四号第二十五面又は別紙様式第七号第二十面の

項番14から項番17までの項イ欄の合計額と一致する。 

hh 項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四

面及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十

面の開示を行う場合、それぞれの面の項番10「内部格付手法準拠方式により算出した信用リスク・アセッ

ト」の項イ欄の合計額と一致する。 

bb 項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様

式第四号第二十四面及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第

十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面の項番10「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式

により算出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致する。 

ii 項番17「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四

面及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十

面の開示を行う場合、それぞれの面の項番14「内部格付手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャ

ーに係る所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。 

㏄ 項番13「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付

手法準拠方式又は内部評価方式適用分」の項ハ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様

式第四号第二十四面及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第

十九面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面の項番14「内部格付手法準拠方式又は内部評価方式

が適用される証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。なお、ロ欄及

びニ欄の「前四半期末」が平成三十一年三月三十一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しな

い。 

jj 項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式又は内部評価方式適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第

四号第二十四面及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九

面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面の項番11「外部格付準拠方式又は内部評価方式により算

出した信用リスク・アセット」の項イ欄の合計額と一致する。 

dd 項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面及

び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面の

開示を行う場合、それぞれの面の項番11「外部格付準拠方式により算出した信用リスク・アセット」の項

イ欄の合計額と一致する。 

kk 項番18「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式又は内部評価方式適用分」の項ハ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第

四号第二十四面及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九

面及び第二十面の開示を行う場合、それぞれの面の項番15「外部格付準拠方式又は内部評価方式が適用さ

れる証券化エクスポージャーに係る所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。 

ee 項番14「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、外部格付

準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面及

び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面の

開示を行う場合、それぞれの面の項番15「外部格付準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに係る

所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。なお、ロ欄及びニ欄の「前半期末」が平成三十一年三月三

十一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 
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ll 項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面

及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面

の開示を行う場合、それぞれの面の項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」

の項イ欄の合計額と一致する。 

ff 項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項イ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面

及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面

の開示を行う場合、それぞれの面の項番12「標準的手法準拠方式により算出した信用リスク・アセット」

の項イ欄の合計額と一致する。 

mm 項番19「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面

及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面

の開示を行う場合、それぞれの面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに

係る所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。 

gg 項番15「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、標準的手

法準拠方式適用分」の項ハ欄の額は、当四半期末を期末とする事業年度に係る別紙様式第四号第二十四面

及び第二十五面の開示又は当四半期末を半期末とする半期に係る別紙様式第七号第十九面及び第二十面

の開示を行う場合、それぞれの面の項番16「標準的手法準拠方式が適用される証券化エクスポージャーに

係る所要自己資本」の項イ欄の合計額と一致する。なお、ロ欄及びニ欄の「前四半期末」が平成三十一年

三月三十一日前となる場合には、当該欄は記載することを要しない。 

nn～tt ［略］ hh～nn ［同左］ 

［削る。］ oo 「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額」の項には、銀行法第十四条の二の規定

に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するた

めの基準等の一部を改正する件（平成二十五年金融庁告示第六号）附則第八条第八項に規定する調整項目

に係る経過措置により調整項目の額に算入されなかったものについて、同告示による改正前の自己資本比

率告示の規定によるリスク・アセットの額（イ欄及びロ欄）及びこれに係る所要自己資本額（ハ欄及びニ

欄）をそれぞれ記載すること。 

uu 項番26「フロア調整」の項には、自己資本比率告示第三十条又は第四十一条の規定により自己資本比率

告示第十九条各号及び第十九条の二第一項又は第三十一条各号及び第三十一条の二第一項の算式の分母

に加えるべき額（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載す

ること。 

pp 項番24「フロア調整」の項には、自己資本比率告示第三十条又は第四十一条の規定により自己資本比率

告示第十九条各号及び第十九条の二第一項又は第三十一条各号及び第三十一条の二第一項の算式の分母

に加えるべき額（イ欄及びロ欄）及びこれらに係る所要自己資本の額（ハ欄及びニ欄）をそれぞれ記載す

ること。 

vv 「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」のイ欄の額、「信用リスク うち、リース取引に

おける見積残存価格のエクスポージャー」のイ欄の額、「信用リスク うち、その他」のイ欄の額、項番７

「経過措置により算入されるマーケット・べース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額、

項番12「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ルック・スルー方式）」

の項イ欄の額、項番13「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデ

ート方式）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋

然性方式250％）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計

［加える。］ 
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算（蓋然性方式400％）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみ

なし計算（フォールバック方式1250％）」の項イ欄の額、項番23「勘定間の振替分」の項イ欄の額及び項

番 25「特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー」の項イ欄の額の合計額

は、当四半期に係る第六面の開示を行う場合、同面の項番７「その他リスク・アセット」の項ロ欄及びハ

欄の額と一致する。 

ww・xx ［略］ qq・rr ［同左］ 

yyy この面におけるロ欄及びニ欄の「前四半期末」が令和五年三月三十一日前となる場合には、当該欄は

記載することを要しない。 

ss この面におけるロ欄及びニ欄の「前四半期末」が平成三十年三月三十一日前となる場合には、当該欄は

記載することを要しない。 

［削る。］ tt 項番８から項番10までの項及び項番13から項番15までの項のロ欄及びニ欄の「前四半期末」が平成

三十一年三月三十一日前となる場合には、項番10と項番11との間に「複数の資産及び取引を裏付けとす

るエクスポージャー」及び「信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー」との名

称の項を、項番 15 と「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー う

ち、1250％のリスク・ウェイト適用分」の項との間に「信用リスク・アセットの額の算出対象となってい

る証券化エクスポージャー うち、内部格付手法における外部格付準拠方式又は内部評価方式適用分」、

「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー うち、内部格付手法にお

ける指定関数方式適用分」及び「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージ

ャー うち、標準的手法適用分」との名称の項を、それぞれ追加すること（いずれも項番を付さないこと。）。

この場合においては、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本

の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件（平成三十一年金融庁告

示第七号）第七条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づ

き、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の規定にかかわらず、追加するこれら

の項のロ欄及びニ欄の「前四半期末」の記載は、なお従前の例によること（なお、イ欄及びハ欄は、記載

することを要しない。）。 

（第二面） ［略］ （第二面） ［同左］ 

（第三面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ７:期待エクスポージャー方式を用いたカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーのリスク・

アセット変動表 

［略］ 
 

（第三面） 

 （単位：百万円） 

ＣＣＲ７:期待エクスポージャー方式を用いたカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーのリスク・

アセット変動表 

［同左］ 
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（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

（注） 

 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によ

るものとする。 

［a～g 略］ ［a～g 同左］ 

h 項番９「当四半期末における信用リスク・アセットの額」の額は、第一面の項番８「カウンターパーティ

信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

h 項番９「当四半期末における信用リスク・アセットの額」の額は、第一面の項番６「カウンターパーティ

信用リスク うち、期待エクスポージャー方式適用分」の項イ欄の額と一致する。 

［i～k 略］ ［i～k 同左］ 

［（第四面）・（第五面） 略］ ［（第四面）・（第五面） 同左］ 

（第六面） ［面を加える。］ 

［別紙14］   

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 を 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 

 



（第八面） 

［別紙１］ 

 （単位：百万円） 

ＣＲ５:標準的手法―資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャー 

項番 

 イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ ヌ ル 

信用リスク・エクスポージャーの額（ＣＣＦ・信用リスク削減手法適用後） 

リスク・ウェイト 

 

資産クラス 

0％ 10％ 20％ 35％ 50％ 75％ 100％ 150％ 250％ 1250％ 合計 

１ 現金            

２ 日本国政府及び日本銀行向け            

３ 外国の中央政府及び中央銀行向け            

４ 国際決済銀行等向け            

５ 我が国の地方公共団体向け            

６ 外国の中央政府等以外の公共部門向け            

７ 国際開発銀行向け            

８ 地方公共団体金融機構向け            

９ 我が国の政府関係機関向け            

10 地方三公社向け            

11 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け            

12 法人等向け            

13 中小企業等向け及び個人向け            

14 抵当権付住宅ローン            



 
 
 
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトのみなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定に

よりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a イ欄からル欄までには、自己資本比率告示第六章に定める信用リスクの標準的手法の計算対象となる資産（オフ・バランス取引も含む。）であって、ＣＣＦ（自

己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。）の適用後かつ信用リスク削減手法（自

己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面において同じ。）の効果の勘案後のエクスポージャーの額とすること。 

b 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条又は第百四十六条の規定により標準的手法を適用する事業単位又は資産区分がある

場合には、当該事業単位又は資産区分に係る計数を記載すること（項については統合して開示することができるが、異なる資産区分は各別に記載すること。）。た

だし、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる場合には、記載を省略することができる。この場合において、当該事

業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の説明及び当

該エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の合計額と併せて記載すること。 

c 項番１「現金」の項には、現金（外国通貨及び金を含む。）に係る額を記載すること。 

d 項番２「日本国政府及び日本銀行向け」の項には、日本国政府及び日本銀行向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

e 項番３「外国の中央政府及び中央銀行向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

15 不動産取得等事業向け            

16 三月以上延滞等（抵当権付住宅ローンを除く。）            

17 抵当権付住宅ローンに係る三月以上延滞            

18 取立未済手形            

19 信用保証協会等による保証付            

20 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付            

21 出資等 (重要な出資を除く。)            

22 合計            



 
 
 
 

f 項番４「国際決済銀行等向け」の項には、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ向け

エクスポージャーに係る額を記載すること。 

g 項番５「我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなってい

るものを除く。）に係る額を記載すること。 

h 項番６「外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部門（当該国による公共部門の定義によるものとする。）

向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

i 項番７「国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ

開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金融フ

ァシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

j 項番８「地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

k 項番９「我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

l 項番 10「地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

m 項番 11「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」の項には、金融機関（自己資本比率告示第一条第七号ロに掲げる者を除く。）、外国銀行、銀行持株会社

及び銀行持株会社に準ずる外国の会社並びに第一種金融商品取引業者向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

n 項番 12「法人等向け」の項には、自己資本比率告示第五十九条第一項に規定する法人等向けエクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、項番 13 に該

当するものは含めないものとする。 

o 項番 13「中小企業等向け及び個人向け」の項には、信用リスク削減手法の効果を勘案する前において、75 パーセントのリスク・ウェイトが適用される中小企

業等（自己資本比率告示第六十二条第三項各号に掲げるものをいう。）向けエクスポージャー及び個人向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

p 項番 14「抵当権付住宅ローン」の項には、抵当権付住宅ローンに係る額を記載すること。 

q 項番 15「不動産取得等事業向け」の項には、不動産の取得又は運用を目的とした事業に対する法人等向けエクスポージャー、中小企業等向けエクスポージャ

ー又は個人向けエクスポージャーであって、返済が専ら当該不動産からの賃料その他の収入に依存しているものに係る額を記載すること。また、項番 15 に計上

するものは、他の項に重複して計上しないこと。 

r 項番16「三月以上延滞等（抵当権付住宅ローンを除く。）」の項には、三月以上延滞エクスポージャーに係る額を記載すること。また、項番16に計上している



 
 
 
 

ものは、他の項に重複して計上しないこと。 

s 項番 17「抵当権付住宅ローンに係る三月以上延滞」の項には、抵当権付住宅ローンに該当するエクスポージャーのうち三月以上延滞エクスポージャーである

ものに係る額を記載すること。また、項番 17 に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

t 項番 18「取立未済手形」の項には、取立未済手形に係る額を記載すること。また、項番 18 に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

u 項番 19「信用保証協会等による保証付」の項には、信用保証協会等により保証されたエクスポージャーに係る額を記載すること。また、項番 19 に計上してい

るものは、他の項に重複して計上しないこと。 

v 項番 20「株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付」の項には、株式会社地域経済活性化支援機構及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構によ

り保証されたエクスポージャーに係る額を記載すること。また、項番 20 に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

w 項番 21「出資等（重要な出資を除く。）」の項には、自己資本比率告示第七十条の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される出資等のエクスポ

ージャーに係る額を記載すること。 

x 項番 22「合計」の項ル欄の額は、第七面の項番 22「合計」の項ハ欄及びニ欄の合計額と一致する。 

y この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

z この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 



（第八面） 

［別紙２］ 

（単位：百万円） 

ＣＲ５a:標準的手法―資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャー 

項番 

 信用リスク・エクスポージャーの額（ＣＣＦ・信用リスク削減手法適用後） 

リスク・ウェイト 

資産クラス 
0％ 20％ 50％ 100％ 150％ その他 合計 

1a 日本国政府及び日本銀行向け        

1b 外国の中央政府及び中央銀行向け        

1c 国際決済銀行等向け        

 

  0％ 10％ 20％ 50％ 100％ 150％ その他 合計 

2a 我が国の地方公共団体向け         

2b 外国の中央政府等以外の公共部門向け         

2c 地方公共団体金融機構向け         

2d 我が国の政府関係機関向け         

2e 地方三公社向け         

             

  0％ 20％ 30％ 50％ 100％ 150％ その他 合計 

３ 国際開発銀行向け         

          

  20％ 30％ 40％ 50％ 75％ 100％ 150％ その他  

４ 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保

険会社向け 

         



 
 

 
 

うち、第一種金融商品取引業者及び保険

会社向け 

         

          

  10％ 15％ 20％ 25％ 35％ 50％ 100％ その他 合計 

５ カバード・ボンド          

          

  20％ 50％ 75％ 80％ 85％ 100％ 130％ 150％ その他 合計 

６ 法人等向け（特定貸付債権向けを含む。）           

  うち、特定貸付債権向け           

          

  100％ 150％ 250％ 400％ その他 合計 

7a 劣後債及びその他資本性証券等       

7b 株式等       

          

  45％ 75％ 100％ その他 合計 

８ 中堅中小企業等向け及び個人向け      

      

  20％ 25％ 30％ 40％ 50％ 70％ 75％ その他 合計 

9a 不動産関連向け うち、自己居住用不動産向

け 

         

   20％ 31.25％ 37.5％ 50％ 62.5％   その他 合計 

 
 

うち、抵当権が第二順位で適格要件をみ

たすもの 

         



 
 

          

  30％ 35％ 45％ 60％ 75％ 105％ 150％ その他 合計 

9b 不動産関連向け うち、賃貸用不動産向け          

   30％ 43.75％ 56.25％ 75％ 93.75％   その他 合計 

  
うち、抵当権が第二順位で適格要件をみ

たすもの 

         

      

  70％ 90％ 110％ 150％ その他 合計 

9c 不動産関連向け うち、事業用不動産関連       

   70％ 112.5％   その他 合計 

  
うち、抵当権が第二順位で適格要件をみ

たすもの 

      

   

  60％ その他 合計 

9d 不動産関連向けうち、その他不動産関連    

   60％ その他 合計 

  
うち、抵当権が第二順位で適格要件をみ

たすもの 

   

   

  100％ 150％ その他 合計 

9e 不動産関連向けうち、ＡＤＣ向け     

          

  50％ 100％ 150％ その他 合計 



 
 

10a 延滞等（自己居住用不動産向けエクスポー

ジャーを除く。） 

     

10b 自己居住用不動産向けエクスポージャーに

係る延滞 

     

          

  0％ 10％ 20％ その他 合計 

11a 現金      

11b 取立未済手形      

 信用保証協会等による保証付      

 株式会社地域経済活性化支援機構等による 

保証付 

     

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトのみなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定に

よりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a この面には、自己資本比率告示第六章に定める信用リスクの標準的手法の計算対象となる資産（オフ・バランス取引も含む。）であって、ＣＣＦ（自己資本比

率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。）の適用後かつ信用リスク削減手法（自己資本

比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面において同じ。）の効果の勘案後のエクスポージャーの額を記載すること。 

b 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条又は第百四十六条の規定により標準的手法を適用する事業単位又は資産区分がある

場合及び株式等エクスポージャー（令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己資本比率告示

第百六十五条第一項各号に掲げる方式により算出されるリスク・ウェイトを用いる株式等エクスポージャーを除く。以下この面において同じ。）を保有する場合

には、当該事業単位又は資産区分及び当該株式等エクスポージャーに係る計数を記載すること（項については統合して開示することができるが、異なる資産区

分は各別に記載すること。また、項番については変更しないこと。）。ただし、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられ



 
 

る場合には、項番 7b「株式等」の項を除き、記載を省略することができる。この場合において、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとって重

要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の説明及び当該エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の合計

額と併せて記載すること。 

c 項番 1a「日本国政府及び日本銀行向け」の項には、日本国政府及び日本銀行向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

d 項番 1b「外国の中央政府及び中央銀行向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

e 項番 1c「国際決済銀行等向け」の項には、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連合、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ向け

エクスポージャーに係る額を記載すること。 

f 項番 2a「我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなって

いるものを除く。）に係る額を記載すること。 

g 項番 2b「外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部門（当該国による公共部門の定義によるものとする。）

向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

h 項番 2c「地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

i 項番 2d「我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

j 項番 2e「地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

m 項番３「国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ

開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金融フ

ァシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

n 項番４「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け」の項には、金融機関向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十七条に規定する金融機関

向けエクスポージャーをいう。）、第一種金融商品取引業者向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条に規定する第一種金融商品取引業者向けエクス

ポージャーをいう。以下この面において同じ。）並びに保険会社向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条の二に規定する保険会社向けエクスポージ

ャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。 

o 項番４「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け うち、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け」の項には、第一種金融商品取引業者向けエ

クスポージャー及び保険会社向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 



 
 

p 項番５「カバード・ボンド向け」の項には、自己資本比率告示第五十七条の二第一項に規定するカバード・ボンド向けエクスポージャーに係る額を記載するこ

と。 

q 項番６「法人等向け（特定貸付債権向けを含む。）」の項には、自己資本比率告示第五十九条第一項に規定する法人等向けエクスポージャー（同条第三項の規定

により 85 パーセントのリスク・ウェイトが適用される中堅中小企業等（同条第四項に規定するものをいう。以下この面において同じ。）向けエクスポージャー

及び特定貸付債権向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十九条の二第一項に規定する特定貸付債権向けエクスポージャーをいう。以下この面において

同じ。）を含む。）に係る額を記載すること。ただし、項番８に該当するものは含めないものとする。 

r 項番６「法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） うち、特定貸付債権向け」の項には、特定貸付債権向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

s 項番 7a「劣後債及びその他資本性証券等」の項には、自己資本比率告示第六十九条の二の規定により 150 パーセントのリスク・ウェイトが適用される劣後債

券及びその他資本性証券並びに自己資本比率告示第七十条の四の三第三項の規定により 150 パーセントのリスク・ウェイトが適用されるその他外部ＴＬＡＣ関

連調達手段に係るエクスポージャーに係る額を記載すること。 

t 項番 7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十条第一項の規定により 250 パーセント又は 400 パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株

式と同等の性質を有するもの（同条第二項各号に掲げるものをいう。）及び株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和四年金融庁告示第●

●号附則第●条各号に掲げるリスク・ウェイトを用いる場合は、投機的な非上場株式に対する投資であれば 400％の欄に、それ以外の投資であれば 250％の欄に、

それぞれに係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。 

u 項番８「中堅中小企業等向け及び個人向け」の項には、個人向けエクスポージャー及び自己資本比率告示第六十一条第一項又は第三項の規定により 75 パーセ

ント又は 45 パーセントのリスク・ウェイトが適用される中堅中小企業等向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

v 項番 9a「不動産関連向けうち、自己居住用不動産向け」の項には、自己居住用不動産向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六十二条第一項に規定する

自己居住用不動産向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 9a に計上しているものは、他の項に重複して

計上しないこと。 

w 「不動産関連向けうち、自己居住用不動産向け うち、抵当権が第二順位で適格要件をみたすもの」の項には、自己資本比率告示第六十二条第三項に規定する

適格要件の全てを満たし、かつ、抵当権が第二順位である自己居住用不動産向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

x 項番 9b「不動産関連向けうち、賃貸用不動産向け」の項には、賃貸用不動産向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六十三条第一項に規定する賃貸用不

動産向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 9b に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこ



 
 

と。 

y 「不動産関連向けうち、賃貸用不動産向け うち、抵当権が第二順位で適格要件をみたすもの」の項には、自己資本比率告示第六十三条第三項に規定する適格

要件の全てを満たし、かつ、抵当権が第二順位である賃貸用不動産向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

z 項番 9c「不動産関連向けうち、事業用不動産関連」の項には、事業用不動産関連エクスポージャー（自己資本比率告示第六十四条第一項に規定する事業用不

動産関連エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 9c に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこ

と。 

aa 「不動産関連向けうち、事業用不動産関連 うち、抵当権が第二順位で適格要件をみたすもの」の項には、自己資本比率告示第六十四条第三項において読み

替えて準用する第六十三条第三項に規定する適格要件の全てを満たし、かつ、抵当権が第二順位である事業用不動産関連エクスポージャーに係る額を記載する

こと。 

bb 項番 9d「不動産関連向けうち、その他不動産関連」の項には、その他不動産関連エクスポージャー（自己資本比率告示第六十四条の二第一項に規定するその

他不動産関連エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 9d に計上しているものは、他の項に重複して計上しな

いこと。 

cc 「不動産関連向けうち、その他不動産関連 うち、抵当権が第二順位で適格要件をみたすもの」の項には、抵当権が第二順位である事業用不動産関連エクス

ポージャーに係る額を記載すること。 

dd 項番 9e「不動産関連向けうち、ＡＤＣ向け」の項には、ＡＤＣ向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六十四条の三第一項に規定するＡＤＣ向けエクス

ポージャーをいう。）に係る額を記載すること。また、項番 9e に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

ee 項番 10a「延滞等（自己居住用不動産向けエクスポージャーを除く。）」の項には、延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十五条に規定する延滞エク

スポージャーをいう。ただし、同条第三項により金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則（平成十年金融再生委員会規則第二号。以下この面にお

いて「金融再生法施行規則」という。）第四条第四項に規定する「三月以上延滞債権」に該当する事由が生じた場合に係る基準として、三月以上に代えて九十日

超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算として九十日以上延滞していることを同項に規定する「要管理債権」に該当

するものと査定する事由としたエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 10a に計上しているものは、他の項

に重複して計上しないこと。 

ff 項番 10b「自己居住用不動産向けエクスポージャーに係る延滞」の項には、自己居住用不動産向けエクスポージャーのうち延滞エクスポージャーであるもの



 
 

に係る額を記載すること。また、項番 10b に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと 

gg 項番 11a「現金」の項には、現金（外国通貨及び金を含む。）に係る額を記載すること。 

hh 項番 11b「取立未済手形」の項には、取立未済手形に係る額を記載すること。また、項番 11b に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

ii 「信用保証協会等による保証付」の項には、信用保証協会等により保証されたエクスポージャーに係る額を記載すること。また、同項に計上しているものは、

他の項に重複して計上しないこと。 

jj 「株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付」の項には、株式会社地域経済活性化支援機構及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構により保証

されたエクスポージャーに係る額を記載すること。また、同項に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

kk この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

ll この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 



（第八面の二） 

［別紙３］ 

（単位：百万円） 

ＣＲ５b:標準的手法―リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとＣＣＦ 

項番 リスク・ウェイト 

イ ロ ハ ニ 

オン・バランスシートのエク

スポージャーの額 

オフ・バランスシートのエク

スポージャーの額 

ＣＣＦの加重平均値 信用リスク・エクスポージャ

ーの額（ＣＣＦ・信用リスク

削減手法適用後） 

１ 40％未満     

２ 40％―70％     

３ 75％     

４ 85％     

５ 90％―100％     

６ 105％―130％      

７ 150％     

８ 250％     

９ 400％     

10 1250％     

11 合計     

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトのみなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定に

よりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a イ欄、ロ欄及びニ欄には、標準的手法において認識されるエクスポージャーの額（自己資本比率告示に基づき信用リスク・アセットの額の算出に用いられてい



 
 

る引当金（一般貸倒引当金を除く。）の控除後かつ部分直接償却後の額）を記載すること。 

b イ欄には、信用リスク削減手法（自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面において同じ。）の効果を勘案する前

の、オン・バランスシートのエクスポージャー（オフ・バランス取引を除く自己資本比率告示第六章に規定する信用リスクの標準的手法の計算対象となる資産の

エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）の額を記載すること。 

c ロ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面に

おいて同じ。）を適用する前の、オフ・バランス取引のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バランス

取引に係る想定元本額をいう。以下この面において同じ。）を記載すること。また、当該額は信用リスク削減手法の効果を勘案する前の額とすること。 

d ハ欄には、ＣＣＦを適用し、信用リスク削減手法の効果を勘案する前の、オフ・バランス取引のエクスポージャーの額をロ欄の額で除して得た比率を記載する

こと。 

e ニ欄には、信用リスク削減手法の効果を勘案した後のオン・バランスシートのエクスポージャーの額及びＣＣＦを適用し、かつ信用リスク削減手法の効果を

勘案した後の、オフ・バランス取引のエクスポージャーの額の合計額を記載すること。 

f 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条又は第百四十六条の規定により標準的手法を適用する事業単位又は資産区分がある

場合及び株式等エクスポージャー（令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己資本比率告示

第百六十五条第一項各号に掲げる方式により算出されるリスク・ウェイトを用いる株式等エクスポージャーを除く。以下この面において同じ。）を保有する場合

には、当該事業単位又は資産区分及び当該株式等エクスポージャーに係る計数を記載すること。ただし、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者に

とって重要でないと考えられる場合には、当該株式等エクスポージャーに係る係数を除き、記載を省略することができる。この場合において、当該事業単位又は

資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の説明及び当該エクスポ

ージャーの信用リスク・アセットの額の合計額と併せて記載すること。 

g 項番１「40％未満」の項には、40 パーセント未満のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

h 項番２「40％―70％」の項には、40 パーセント以上 70 パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

i 項番３「75％」の項には、75 パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

j 項番４「80％」の項には、80 パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

k 項番５「90％―100％」の項には、90 パーセント以上 100 パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 



 
 

l 項番６「105％―130％」の項には、105 パーセント以上 130 パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

m 項番７「150％」の項には、150 パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

n 項番８「250％」の項には、投機的な非上場株式に対する投資（自己資本比率告示第七十条第一項第一号に掲げる投機的な非上場株式に対する投資をいう。以

下この面において同じ。）に該当しない投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの（同条第二項各号に掲げるものをいう。以下この面において同じ。）並

びに株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第一項第一号に掲げるリスク・ウェイトを用いる場合

は、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。 

o 項番９「400％」の項には、投機的な非上場株式に対する投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載す

ること。ただし、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第一項第二号に掲げるリスク・ウェイトを用いる場合は、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを

実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。 

p 項番 10「1250％」の項には、1,250 パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

q 項番 11「合計」の項ニ欄の額は、第七面の項番 12「合計」の項ハ欄及びニ欄の合計額と一致する。 

r この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

s この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること 



（第十三面） 

［別紙４］ 

（単位：百万円、％） 

ＣＲ10:内部格付手法-特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式）と株式等エクスポージャー（マーケット・ベース方式等） 

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ ヌ ル ヲ 

特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式） 

ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外 

規制上の区分 残存期間 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 

エクスポージャーの額（ＥＡＤ） 
信用リス

ク・アセ 

ットの額 

期待損失 

ＰＦ ＯＦ ＣＦ ＩＰＲＥ 合計 

優（Strong） 2.5 年未満   50％        

2.5 年以上   70％        

良（Good） 2.5 年未満   70％        

2.5 年以上   90％        

可（Satisfactory）    115％        

弱い（Weak）    250％        

デフォルト（Default）    ―        

合計    ―        

ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ） 

規制上の区分 残存期間 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 
 

エクスポ

ージャー

の額（Ｅ

ＡＤ） 

信用リス

ク・アセ

ットの額 

期待損失 

優（Strong） 2.5 年未満   70％     

2.5 年以上   95％    

良（Good） 2.5 年未満   95％    



 
 
 
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定によ

り信用リスク・アセットの額を計算することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

2.5 年以上   120％    

可（Satisfactory）    140％    

弱い（Weak）    250％    

デフォルト（Default）    ―    

合計    ―    

株式等エクスポージャー（マーケット・ベース方式等） 

マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー 

カテゴリー 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 
 

エクスポ

ージャー

の額（Ｅ

ＡＤ） 

信用リス

ク・アセ

ットの額 

 

簡易手法―上場株式   300％     

簡易手法―非上場株式   400％   

内部モデル手法      

合計   ―   

100％のリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー 

自己資本比率告示第百六十五条第一項ただ

し書の定めるところにより 100％のリスク・

ウェイトが適用される株式等エクスポージ

ャー 

  100％     



 
 
 
 

a この面においては、自己資本比率規制上の連結の範囲に含まれ、かつ内部格付手法において認識される⑴特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式を使用す

る資産に限る。）及び⑵株式等エクスポージャー（マーケット・ベース方式を使用する株式等エクスポージャー及び自己資本比率告示第百六十五条第一項ただし書の規

定により 100 パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャーに限る。）に係る計数を記載すること。 

b ハ欄には、引当金（一般貸倒引当金を除く。）の控除後かつ自己資本比率告示に基づき信用リスク・アセットの額の算出に用いられている償却額の償却後のオン・バ

ランス資産項目のエクスポージャーの額を記載すること。 

c ニ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス資産項目に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面にお

いて同じ。）を適用する前のオフ・バランス資産項目のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バランス資産項

目に係る想定元本額）を記載すること。また、当該額は信用リスク削減手法（自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面に

おいて同じ。）の効果を勘案する前の額とすること。 

d ホ欄のうち、「マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー」の「内部モデル手法」の項においては、リスク・ウェイトをＣＣＦ適用後かつ信用リ

スク削減手法の効果を勘案した後のＥＡＤにより加重平均した値を記載すること。 

e ヘ欄からヌ欄までには、ＣＣＦ適用後かつ信用リスク削減手法の効果の勘案後のエクスポージャーの額（ＥＡＤ）を記載すること。ヘ欄にはプロジェクト・ファイナ

ンス、ト欄にはオブジェクト・ファイナンス、チ欄にはコモディティ・ファイナンス、リ欄には事業用不動産向け貸付けに係る額をそれぞれ記載すること。 

f 「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）」

の「合計」の項ル欄の額並びに第九面の「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額の合計額は、第一面の項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項

イ欄の額と一致する。 

g 「マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー」の「合計」の項ル欄の額及び「100％のリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー」

の項ル欄の額の合計額は、第一面の項番７「マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額と一致する。 

h この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

i この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

j この面に記載する比率は、小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 

k この面は、自金融機関が標準的手法を採用した場合にあっては、作成することを要しない。 



（第十三面） 

［別紙５］ 

（単位：百万円、％） 

ＣＲ10:内部格付手法―特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式） 

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ ヌ ル ヲ 

特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式） 

ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外 

規制上の区分 残存期間 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 

エクスポージャーの額（ＥＡＤ） 
信用リス

ク・アセ 

ットの額 

期待損失 

ＰＦ ＯＦ ＣＦ ＩＰＲＥ 合計 

優（Strong） 2.5 年未満   50％        

2.5 年以上   70％        

良（Good） 2.5 年未満   70％        

2.5 年以上   90％        

可（Satisfactory）    115％        

弱い（Weak）    250％        

デフォルト（Default）    ―        

合計    ―        

ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ） 

規制上の区分 残存期間 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 
 

エクスポ

ージャー

の額（Ｅ

ＡＤ） 

信用リス

ク・アセ

ットの額 

期待損失 

優（Strong） 2.5 年未満   70％     



 
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規

定により信用リスク・アセットの額を計算することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a この面においては、自己資本比率規制上の連結の範囲に含まれ、かつ内部格付手法において認識される特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式を使

用する資産に限る。）に係る計数を記載すること。 

b ハ欄には、引当金（一般貸倒引当金を除く。）の控除後かつ自己資本比率告示に基づき信用リスク・アセットの額の算出に用いられている償却額の償却後のオ

ン・バランス資産項目のエクスポージャーの額を記載すること。 

c ニ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス資産項目に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この

面において同じ。）を適用する前のオフ・バランス資産項目のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バ

ランス資産項目に係る想定元本額）を記載すること。また、当該額は信用リスク削減手法（自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法を

いう。以下この面において同じ。）の効果を勘案する前の額とすること。 

d ヘ欄からヌ欄までには、ＣＣＦ適用後かつ信用リスク削減手法の効果の勘案後のエクスポージャーの額（ＥＡＤ）を記載すること。ヘ欄にはプロジェクト・フ

ァイナンス、ト欄にはオブジェクト・ファイナンス、チ欄にはコモディティ・ファイナンス、リ欄には事業用不動産向け貸付けに係る額をそれぞれ記載するこ

と。 

e 「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣ

2.5 年以上   95％    

良（Good） 2.5 年未満   95％    

2.5 年以上   120％    

可（Satisfactory）    140％    

弱い（Weak）    250％    

デフォルト（Default）    ―    

合計    ―    



 
 

ＲＥ）」の「合計」の項ル欄の額の合計額は、第一面の項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項イ欄の額と一致する。 

f この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

g この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

h この面に記載する比率は、小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 

i この面は、自金融機関が標準的手法を採用した場合にあっては、作成することを要しない。 



（第三十七面） 

 
 

［別紙６］ 

（単位：百万円） 

ＣＭＳ１:内部モデルを用いた手法と標準的手法のリスク・アセットの比較 

項番 

 イ ロ ハ ニ 

リスク・アセットの額 

内部モデルを用いて算出し

たリスク・アセットの額 

標準的な手法適用分のリス

ク・アセットの額 

リスク・アセットの額 資本フロア計算に用いられ

る、標準的な手法により算

出したリスク・アセットの

額（フロア掛け目前） 

１ 信用リスク     

２ カウンターパーティ信用リスク     

３ ＣＶＡリスク     

４ 信用リスク・アセットの額の算出対

象となっている証券化エクスポー

ジャー 

    

５ マーケット・リスク     

６ オペレーショナル・リスク     

７ その他リスク・アセット     

８ 合計     

 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

a イ欄には、内部モデルを用いた手法（内部格付手法、内部モデル手法、期待エクスポージャー方式、エクスポージャー変動額推計モデル及び内部評価方式をい



う。以下この面において同じ。）のうち、承認を受けた手法により算出したリスク・アセットの額を記載すること。 

b ロ欄には、承認を受けた内部モデルを用いた手法以外の手法により算出したリスク・アセットの額を記載すること。 

c ハ欄には、イ欄及びロ欄に計上される額の合計額を記載すること。 

d 二欄には、ハ欄に計上されるリスク・アセットの額について、内部モデルを用いた手法の承認を得ていないものとみなして算出したリスク・アセットの額を記

載すること。 

e 項番１「信用リスク」の項ハ欄の額は、第一面の項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額、項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付

手法適用分」の項イ欄の額、項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項イ欄の額及び項番５「信用リスク うち、先進的格付手法

適用分」の項イ欄の額の合計額と一致する。 

f 項番２「カウンターパーティ信用リスク」の項ハ欄の額は、第一面の項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

g 項番３「ＣＶＡリスク」の項ロ欄、ハ欄及びニ欄の額は、第一面の項番 10「ＣＶＡリスク」の項イ欄の額と一致する。 

h 項番４「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額は、第一面の項番 16「信用リスク・アセットの額の算出対

象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額と一致する。 

i 項番５「マーケット・リスク」の項ハ欄の額は、第一面の項番 20「マーケット・リスク」の項イ欄の額と一致する。 

j 項番６「オペレーショナル・リスク」の項ロ欄、ハ欄及びニ欄の額は、第一面の項番 24「オペレーショナル・リスク」の項イ欄の額と一致する。 

k 項番７「その他リスク・アセットの額」の項ロ欄及びハ欄の額は、第一面の「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」のイ欄の額、同面の「信用

リスク うち、リース取引における見積残存価格のエクスポージャー」のイ欄の額、同面の「信用リスク うち、その他」のイ欄の額、同面の項番７「経過措置

により算入されるマーケット・べース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額、同面の項番 12「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・ア

セットのみなし計算（ルック・スルー方式）」の項イ欄の額、同面の項番 13「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデー

ト方式）」の項イ欄の額、同面「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式 250％）」の項イ欄の額、同面「リスク・ウ

ェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式 400％）」の項イ欄の額、同面の項番 14「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リス

ク・アセットのみなし計算（フォールバック方式 1250％）」の項イ欄の額、同面の項番 23「勘定間の振替分」の項イ欄の額及び同面の項番 25「特定項目のうち、

調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー」の項イ欄の額の合計額と一致する。 

l この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 



m この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

n この面は、自金融機関が内部モデルを用いた手法のうちいずれの承認も受けていない場合には、作成することを要しない。



（第三十八面） 

 
 

［別紙７］ 

（単位：百万円） 

ＣＭＳ２:ポートフォリオ別の内部格付手法と標準的手法の信用リスク・アセットの比較 

項番 

 イ ロ ハ ニ 

信用リスク・アセットの額 

内部格付手法適用分の信

用リスク・アセットの額 

イ欄の内部格付手法適用

分の信用リスク・アセッ

トの額について、標準的

手法により算出した信用

リスク・アセットの額 

信用リスク・アセットの

額 

資本フロア計算に用いら

れる、標準的手法により

算出した信用リスク・ア

セットの額（フロア掛け

目前） 

１ ソブリン向けエクスポージャー     

  うち、我が国の地方公共団体向け     

  うち、外国の中央政府等以外の公共部門

向け 

    

  うち、国際開発銀行向け     

  うち、地方公共団体金融機構向け     

  うち、我が国の政府関係機関向け     

  うち、地方三公社向け     

２ 金融機関等向けエクスポージャー     

３ 株式等向けエクスポージャー     

４ 購入債権     

５ 事業法人向けエクスポージャー（中堅中小

企業向けエクスポージャー及び特定貸付債

    



 
 

権を除く） 

  うち、基礎的内部格付手法適用分     

  うち、先進的内部格付手法適用分     

６ 中堅中小企業向けエクスポージャー     

  うち、基礎的内部格付手法適用分     

  うち、先進的内部格付手法適用分     

７ 居住用不動産向けエクスポージャー     

８ 適格リボルビング型リテール向けエクスポ

ージャー 

    

９ その他リテール向けエクスポージャー     

10 特定貸付債権     

  うち、事業用不動産向け貸付け及びボラ

ティリティの高い事業用不動産向け貸付

け 

    

11 合計     

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトのみなし計算（自己資本比率告示第七十条の五及び百六

十六条の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a イ欄には、自己資本比率規制上の連結の範囲に含まれかつ内部格付手法において認識されるＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオ

フ・バランス取引に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面において同じ。）適用後かつ信用リスク削減手法（自己資本比率告示第七十八条

第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面において同じ。）の効果を勘案した信用リスク・アセットの額を記載すること。 

b ロ欄には、自己資本比率規制上の連結の範囲に含まれ、かつ内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、標準的手法により算出したＣＣＦ適用後かつ



 
 

信用リスク削減手法の効果を勘案した信用リスク・アセットの額を記載すること。 

c ハ欄には、内部格付手法におけるポートフォリオごとに区分して、ＣＣＦ適用後かつ信用リスク削減手法の効果を勘案した信用リスク・アセットの額を記載す

ること。 

d ニ欄には、内部格付手法におけるポートフォリオごとに区分して、標準的手法により算出した、ＣＣＦ適用後かつ信用リスク削減手法の効果を勘案した信用リ

スク・アセットの額を記載すること。また、当該額は資本フロアに係る掛け目を勘案する前の額とすること。 

e 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の事業からの収入

のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。  

f 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部門（当該国によ

る公共部門の定義によるものとする。）向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載す

ること。 

g 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国

際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム

開発銀行、予防接種のための国際金融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

h 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

i 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人向けのエクスポ

ージャーに係る額を記載すること。 

j 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクスポージャーに係

る額を記載すること。 

k 項番３「株式等エクスポージャー」の項には、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己資

本比率告示第百六十五条第一項第一号に掲げるマーケット・ベース方式により信用リスク・アセットの額を算出する株式等エクスポージャーに係る額は含めない

こととする。また、令和十年三月三十一日以降、自金融機関の保有する株式及び株式と同等の性質を有するもの（自己資本比率告示第七十条第二項各号に掲げる

ものをいう。）並びに株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額はイ欄及びロ欄には記載せず、これらの信用リスク・アセットの額の合計額をハ

欄及びニ欄に記載すること。 



 
 

l 項番４「購入債権」の項には、購入債権に係る額を記載すること。また、希薄化リスク相当部分の信用リスク・アセットの額を算出している場合には、その額

を記載すること（ローン・パーティシペーションのポートフォリオを保有し、セラーのデフォルト・リスクに係る信用リスク・アセットの額を算出している場合

も同様とする。）。 

m 項番 11「合計」の項イ欄の額は、第三十七面の項番 1「信用リスク」の項イ欄の額と一致する。  

n 項番 11「合計」の項ハ欄の額は、第三十七面の項番 1「信用リスク」の項ハ欄の額と一致する。 

o 項番 11「合計」の項ニ欄の額は、第三十七面の項番 1「信用リスク」の項ニ欄の額と一致する。 

p この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

q この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

r この面は、自金融機関が標準的手法を採用した場合にあっては、作成することを要しない。  

 



（第六面） 

［別紙８］ 

 （単位：百万円） 

ＣＲ５:標準的手法―資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャー 

項番 

 イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ ヌ ル 

信用リスク・エクスポージャーの額（ＣＣＦ・信用リスク削減手法適用後） 

リスク・ウェイト 

 

資産クラス 

0％ 10％ 20％ 35％ 50％ 75％ 100％ 150％ 250％ 125％ 合計 

１ 現金            

２ 日本国政府及び日本銀行向け            

３ 外国の中央政府及び中央銀行向け            

４ 国際決済銀行等向け            

５ 我が国の地方公共団体向け            

６ 外国の中央政府等以外の公共部門向け            

７ 国際開発銀行向け            

８ 地方公共団体金融機構向け            

９ 我が国の政府関係機関向け            

10 地方三公社向け            

11 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け            

12 法人等向け            

13 中小企業等向け及び個人向け            

14 抵当権付住宅ローン            



 
 
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトのみなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定に

よりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a イ欄からル欄までには、自己資本比率告示第六章に定める信用リスクの標準的手法の計算対象となる資産（オフ・バランス取引も含む。）であって、ＣＣＦ（自

己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。）の適用後かつ信用リスク削減手法（自

己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面において同じ。）の効果の勘案後のエクスポージャーの額とすること。 

b 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条又は第百四十六条の規定により標準的手法を適用する事業単位又は資産区分がある

場合には、当該事業単位又は資産区分に係る計数を記載すること（項については統合して開示することができるが、異なる資産区分は各別に記載すること。）。た

だし、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる場合には、記載を省略することができる。この場合において、当該事

業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の説明及び当

該エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の合計額と併せて記載すること。 

c 項番１「現金」の項には、現金（外国通貨及び金を含む。）に係る額を記載すること。 

d 項番２「日本国政府及び日本銀行向け」の項には、日本国政府及び日本銀行向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

e 項番３「外国の中央政府及び中央銀行向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

15 不動産取得等事業向け            

16 三月以上延滞等（抵当権付住宅ローンを除く。）            

17 抵当権付住宅ローンに係る三月以上延滞            

18 取立未済手形            

19 信用保証協会等による保証付            

20 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付            

21 出資等 (重要な出資を除く。)            

22 合計            



 
 
 

f 項番４「国際決済銀行等向け」の項には、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ向け

エクスポージャーに係る額を記載すること。 

g 項番５「我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなってい

るものを除く。）に係る額を記載すること。 

h 項番６「外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部門（当該国による公共部門の定義によるものとする。）

向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

i 項番７「国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ

開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金融フ

ァシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

j 項番８「地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

k 項番９「我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

l 項番 10「地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

m 項番 11「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」の項には、金融機関（自己資本比率告示第一条第七号ロに掲げる者を除く。）、外国銀行、銀行持株会社

及び銀行持株会社に準ずる外国の会社並びに第一種金融商品取引業者向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

n 項番 12「法人等向け」の項には、自己資本比率告示第五十九条第一項に規定する法人等向けエクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、項番 13 に該

当するものは含めないものとする。 

o 項番 13「中小企業等向け及び個人向け」の項には、信用リスク削減手法の効果を勘案する前において、75 パーセントのリスク・ウェイトが適用される中小企

業等（自己資本比率告示第六十二条第三項各号に掲げるものをいう。）向けエクスポージャー及び個人向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

p 項番 14「抵当権付住宅ローン」の項には、抵当権付住宅ローンに係る額を記載すること。 

q 項番 15「不動産取得等事業向け」の項には、不動産の取得又は運用を目的とした事業に対する法人等向けエクスポージャー、中小企業等向けエクスポージャ

ー又は個人向けエクスポージャーであって、返済が専ら当該不動産からの賃料その他の収入に依存しているものに係る額を記載すること。また、項番 15 に計上

するものは、他の項に重複して計上しないこと。 

r 項番16「三月以上延滞等（抵当権付住宅ローンを除く。）」の項には、三月以上延滞エクスポージャーに係る額を記載すること。また、項番16に計上している



 
 
 

ものは、他の項に重複して計上しないこと。 

s 項番 17「抵当権付住宅ローンに係る三月以上延滞」の項には、抵当権付住宅ローンに該当するエクスポージャーのうち三月以上延滞エクスポージャーである

ものに係る額を記載すること。また、項番 17 に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

t 項番 18「取立未済手形」の項には、取立未済手形に係る額を記載すること。また、項番 18 に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

u 項番 19「信用保証協会等による保証付」の項には、信用保証協会等により保証されたエクスポージャーに係る額を記載すること。また、項番 19 に計上してい

るものは、他の項に重複して計上しないこと。 

v 項番 20「株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付」の項には、株式会社地域経済活性化支援機構及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構によ

り保証されたエクスポージャーに係る額を記載すること。また、項番 20 に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

w 項番 21「出資等（重要な出資を除く。）」の項には、自己資本比率告示第七十条の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される出資等のエクスポ

ージャーに係る額を記載すること。 

x 項番 22「合計」の項ル欄の額は、第五面の項番 22「合計」の項ハ欄及びニ欄の合計額と一致する。 

y この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

z この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 



（第六面） 

［別紙９］ 

（単位：百万円） 

ＣＲ５a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャー 

項番 

 信用リスク・エクスポージャーの額（ＣＣＦ・信用リスク削減手法適用後） 

リスク・ウェイト 

資産クラス 
0％ 20％ 50％ 100％ 150％ その他 合計 

1a 日本国政府及び日本銀行向け        

1b 外国の中央政府及び中央銀行向け        

1c 国際決済銀行等向け        

 

  0％ 10％ 20％ 50％ 100％ 150％ その他 合計 

2a 我が国の地方公共団体向け         

2b 外国の中央政府等以外の公共部門向け         

2c 地方公共団体金融機構向け         

2d 我が国の政府関係機関向け         

2e 地方三公社向け         

             

  0％ 20％ 30％ 50％ 100％ 150％ その他 合計 

３ 国際開発銀行向け         

          

  20％ 30％ 40％ 50％ 75％ 100％ 150％ その他  

４ 金融機関、第一種金融商品取引業者及び保

険会社向け 

         



 
 

うち、第一種金融商品取引業者及び保険

会社向け 

         

          

  10％ 15％ 20％ 25％ 35％ 50％ 100％ その他 合計 

５ カバード・ボンド          

          

  20％ 50％ 75％ 80％ 85％ 100％ 130％ 150％ その他 合計 

６ 法人等向け（特定貸付債権向けを含む。）           

  うち、特定貸付債権向け           

          

  100％ 150％ 250％ 400％ その他 合計 

7a 劣後債及びその他資本性証券等       

7b 株式等       

          

  45％ 75% 100％ その他 合計 

８ 中堅中小企業等向け及び個人向け      

      

  20％ 25％ 30％ 40％ 50％ 70％ 75％ その他 合計 

9a 不動産関連向け うち、自己居住用不動産向

け 

         

   20％ 31.25％ 37.5％ 50％ 62.5％   その他 合計 

 
 

うち、抵当権が第二順位で適格要件をみ

たすもの 

         



          

  30％ 35％ 45％ 60％ 75％ 105％ 150％ その他 合計 

9b 不動産関連向け うち、賃貸用不動産向け          

   30％ 43.75％ 56.25％ 75％ 93.75％   その他 合計 

  
うち、抵当権が第二順位で適格要件をみ

たすもの 

         

      

  70％ 90％ 110％ 150％ その他 合計 

9c 不動産関連向け うち、事業用不動産関連       

   70％ 112.5％   その他 合計 

  
うち、抵当権が第二順位で適格要件をみ

たすもの 

      

   

  60％ その他 合計 

9d 不動産関連向け うち、その他不動産関連    

   60％ その他 合計 

  
うち、抵当権が第二順位で適格要件をみ

たすもの 

   

   

  100％ 150％ その他 合計 

9e 不動産関連向け うち、ＡＤＣ向け     

          

  50% 100% 150% その他 合計 



10a 延滞等（自己居住用不動産向けエクスポー

ジャーを除く。） 

     

10b 自己居住用不動産向けエクスポージャーに

係る延滞 

     

          

  0% 10% 20% その他 合計 

11a 現金      

11b 取立未済手形      

 信用保証協会等による保証付      

 株式会社地域経済活性化支援機構等による 

保証付 

     

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトのみなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定に

よりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a この面には、自己資本比率告示第六章に定める信用リスクの標準的手法の計算対象となる資産（オフ・バランス取引も含む。）であって、CCF（自己資本比率告

示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。）の適用後かつ信用リスク削減手法（自己資本比率

告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面において同じ。）の効果の勘案後のエクスポージャーの額を記載すること。 

b 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条若しくは第百四十六条の規定により標準的手法を適用する事業単位又は資産区分が

ある場合及び株式等エクスポージャー（令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改定前の自己資本比率

告示第百六十五条第一項各号に掲げる方式により算出されるリスク・ウェイトを用いる株式等エクスポージャーを除く。以下この面において同じ。）を保有する

場合には、当該事業単位又は資産区分及び当該株式等エクスポージャーに係る計数を記載すること（項については統合して開示することができるが、異なる資

産区分は各別に記載すること。また、項番については変更しないこと。）。ただし、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考え



られる場合には、項番 7b「株式等」の項を除き、記載を省略することができる。この場合において、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者にとっ

て重要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の説明及び当該エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の

合計額と併せて記載すること。 

c 項番 1a「日本国政府及び日本銀行向け」の項には、日本国政府及び日本銀行向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

d 項番 1b「外国の中央政府及び中央銀行向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

e 項番 1c「国際決済銀行等向け」の項には、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連合、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ向け

エクスポージャーに係る額を記載すること。 

f 項番 2a「我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなって

いるものを除く。）に係る額を記載すること。 

g 項番 2b「外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部門（当該国による公共部門の定義によるものとする。）

向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。 

h 項番 2c「地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

i 項番 2d「我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

j 項番 2e「地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクスポージャーに係る額を記載すること。 

m 項番３「国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ

開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム開発銀行、予防接種のための国際金融フ

ァシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

n 項番４「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け」の項には、金融機関向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十七条に規定する金融機関

向けエクスポージャーをいう。）、第一種金融商品取引業者向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条に規定する第一種金融商品取引業者向けエクス

ポージャーをいう。以下この面において同じ。）並びに保険会社向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十八条の二に規定する保険会社向けエクスポージ

ャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。 

o 項番４「金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け うち、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け」の項には、第一種金融商品取引業者向けエ

クスポージャー及び保険会社向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 



p 項番５「カバード・ボンド向け」の項には、自己資本比率告示第五十七条の二第一項に規定するカバード・ボンド向けエクスポージャーに係る額を記載するこ

と。 

q 項番６「法人等向け（特定貸付債権向けを含む。）」の項には、自己資本比率告示第五十九条第一項に規定する法人等向けエクスポージャー（同条第三項の規定

により 85 パーセントのリスク・ウェイトが適用される中堅中小企業等（同条第四項に規定するものをいう。以下この面において同じ。）向けエクスポージャー

及び特定貸付債権向けエクスポージャー（自己資本比率告示第五十九条の二第一項に規定する特定貸付債権向けエクスポージャーをいう。以下この面において

同じ。）を含む。）に係る額を記載すること。ただし、項番８に該当するものは含めないものとする。 

r 項番６「法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） うち、特定貸付債権向け」の項には、特定貸付債権向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

s 項番 7a「劣後債及びその他資本性証券等」の項には、自己資本比率告示第六十九条の二の規定の規定により 150 パーセントのリスク・ウェイトが適用される

劣後債券及びその他資本性証券並びに自己資本比率告示第七十条の四の三第三項の規定の規定により 150 パーセントのリスク・ウェイトが適用されるその他外

部ＴＬＡＣ関連調達手段に係るエクスポージャーに係る額を記載すること。 

t 項番 7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十条第一項の規定により 250 パーセント又は 400 パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株

式と同等の性質を有するもの（同条第二項各号に掲げるものをいう。）及び株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和四年金融庁告示第●

●号附則第●条各号に掲げるリスク・ウェイトを用いる場合は、投機的な非上場株式に対する投資であれば 400％の欄に、それ以外の投資であれば 250％の欄に、

それぞれに係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。 

u 項番８「中堅中小企業等向け及び個人向け」の項には、個人向けエクスポージャー及び自己資本比率告示第六十一条第一項又は第三項の規定の規定により 75

パーセント又は 45 パーセントのリスク・ウェイトが適用される中堅中小企業等向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

v 項番 9a「不動産関連向け うち、自己居住用不動産向け」の項には、自己居住用不動産向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六十二条第一項に規定す

る自己居住用不動産向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 9a に計上しているものは、他の項に重複し

て計上しないこと。 

w 「不動産関連向け うち、自己居住用不動産向け うち、抵当権が第二順位で適格要件をみたすもの」の項には、自己資本比率告示第六十二条第三項に規定す

る適格要件の全てを満たし、かつ、抵当権が第二順位である自己居住用不動産向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

x 項番 9b「不動産関連向け うち、賃貸用不動産向け」の項には、賃貸用不動産向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六十三条第一項に規定する賃貸用不

動産向けエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 9b に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこ



と。 

y 「不動産関連向け うち、賃貸用不動産向け うち、抵当権が第二順位で適格要件をみたすもの」の項には、自己資本比率告示第六十三条第三項に規定する適

格要件の全てを満たし、かつ、抵当権が第二順位である賃貸用不動産向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

z 項番 9c「不動産関連向け うち、事業用不動産関連」の項には、事業用不動産関連エクスポージャー（自己資本比率告示第六十四条第一項に規定する事業用不

動産関連エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 9c に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこ

と。 

aa 「不動産関連向け うち、事業用不動産関連 うち、抵当権が第二順位で適格要件をみたすもの」の項には、自己資本比率告示第六十四条第三項において読み

替えて準用する第六十三条第三項に規定する適格要件の全てを満たし、かつ、抵当権が第二順位である事業用不動産関連エクスポージャーに係る額を記載する

こと。 

bb 項番 9d「不動産関連向け うち、その他不動産関連」の項には、その他不動産関連エクスポージャー（自己資本比率告示第六十四条の二第一項に規定するそ

の他不動産関連エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 9d に計上しているものは、他の項に重複して計上し

ないこと。 

cc 「不動産関連向け うち、その他不動産関連 うち、抵当権が第二順位で適格要件をみたすもの」の項には、抵当権が第二順位である事業用不動産関連エクス

ポージャーに係る額を記載すること。 

dd 項番 9e「不動産関連向け うち、ＡＤＣ向け」の項には、ＡＤＣ向けエクスポージャー（自己資本比率告示第六十四条の三第一項に規定するＡＤＣ向けエク

スポージャーをいう。）に係る額を記載すること。また、項番 9e に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

ee 項番 10a「延滞等（自己居住用不動産向けエクスポージャーを除く。）」の項には、延滞エクスポージャー（自己資本比率告示第六十五条に規定する延滞エク

スポージャーをいう。ただし、同条第三項により金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則（平成十年金融再生委員会規則第二号。以下この面にお

いて「金融再生法施行規則」という。）第四条第四項に規定する「三月以上延滞債権」に該当する事由が生じた場合に係る基準として、三月以上に代えて九十日

超を用いている場合にあっては、元金又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算として九十日以上延滞していることを同項に規定する「要管理債権」に該当

するものと査定する事由としたエクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）に係る額を記載すること。また、項番 10a に計上しているものは、他の項

に重複して計上しないこと。 

ff 項番 10b「自己居住用不動産向けエクスポージャーに係る延滞」の項には、自己居住用不動産向けエクスポージャーのうち延滞エクスポージャーであるもの



に係る額を記載すること。また、項番 10b に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと 

gg 項番 11a「現金」の項には、現金（外国通貨及び金を含む。）に係る額を記載すること。 

hh 項番 11b「取立未済手形」の項には、取立未済手形に係る額を記載すること。また、項番 11b に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

ii 「信用保証協会等による保証付」の項には、信用保証協会等により保証されたエクスポージャーに係る額を記載すること。また、同項に計上しているものは、

他の項に重複して計上しないこと。 

jj 「株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付」の項には、株式会社地域経済活性化支援機構及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構により保証

されたエクスポージャーに係る額を記載すること。また、同項に計上しているものは、他の項に重複して計上しないこと。 

kk この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

ll この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 



（第六面の二） 

［別紙 10］ 

（単位：百万円） 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトのみなし計算（自己資本比率告示第七十条の五の規定に

よりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

ＣＲ５b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとＣＣＦ 

項番 リスク・ウェイト 

イ ロ ハ ニ 

オン・バランスシートのエク

スポージャーの額 

オフ・バランスシートのエク

スポージャーの額 

ＣＣＦの加重平均値 信用リスク・エクスポージャ

ーの額（ＣＣＦ・信用リスク

削減手法適用後） 

１ 40％未満     

２ 40％―70％     

３ 75％     

４ 85％     

５ 90％―100％     

６ 105％―130％      

７ 150％     

８ 250％     

９ 400％     

10 1250％     

11 合計     



a イ欄、ロ欄及びニ欄には、標準的手法において認識されるエクスポージャーの額（自己資本比率告示に基づき信用リスク・アセットの額の算出に用いられてい

る引当金（一般貸倒引当金を除く。）の控除後かつ部分直接償却後の額）を記載すること。 

b イ欄には、信用リスク削減手法（自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面において同じ。）の効果を勘案する前

の、オン・バランスシートのエクスポージャー（オフ・バランス取引を除く自己資本比率告示第六章に規定する信用リスクの標準的手法の計算対象となる資産の

エクスポージャーをいう。以下この面において同じ。）の額を記載すること。 

c ロ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面に

おいて同じ。）を適用する前の、オフ・バランス取引のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バランス

取引に係る想定元本額をいう。以下この面において同じ。）を記載すること。また、当該額は信用リスク削減手法の効果を勘案する前の額とすること。 

d ハ欄には、ＣＣＦを適用し、信用リスク削減手法の効果を勘案する前の、オフ・バランス取引のエクスポージャーの額をロ欄の額で除して得た比率を記載する

こと。 

e ニ欄には、信用リスク削減手法の効果を勘案した後のオン・バランスシートのエクスポージャーの額及びＣＣＦを適用し、かつ信用リスク削減手法の効果を

勘案した後の、オフ・バランス取引のエクスポージャーの額の合計額を記載すること。 

f 内部格付手法を採用した場合にあっては、自己資本比率告示第百四十四条又は第百四十六条の規定により標準的手法を適用する事業単位又は資産区分がある

場合及び株式等エクスポージャー（令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により令和四年金融庁告示第●●号による改正前の自己資本比率告示

第百六十五条第一項各号に掲げる方式により算出されるリスク・ウェイトを用いる株式等エクスポージャーを除く。以下この面において同じ。）を保有する場合

には、当該事業単位又は資産区分及び当該株式等エクスポージャーに係る計数を記載すること。ただし、当該事業単位又は資産区分に係る開示情報が利用者に

とって重要でないと考えられる場合には、当該株式等エクスポージャーに係る係数を除き、記載を省略することができる。この場合において、当該事業単位又は

資産区分に係る開示情報が利用者にとって重要でないと考えられる理由を、当該事業単位又は資産区分に係るエクスポージャーの内容の説明及び当該エクスポ

ージャーの信用リスク・アセットの額の合計額と併せて記載すること。 

g 項番１「40％未満」の項には、40 パーセント未満のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

h 項番２「40％―70％」の項には、40 パーセント以上 70 パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

i 項番３「75％」の項には、75 パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

j 項番４「80％」の項には、80 パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 



k 項番５「90％―100％」の項には、90 パーセント以上 100 パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

l 項番６「105％―130％」の項には、105 パーセント以上 130 パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

m 項番７「150％」の項には、150 パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

n 項番８「250％」の項には、投機的な非上場株式に対する投資（自己資本比率告示第七十条第一項第一号に掲げる投機的な非上場株式に対する投資をいう。以

下この面において同じ。）に該当しない投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの（同条第二項各号に掲げるものをいう。以下この面において同じ。）並

びに株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第一項第一号に掲げるリスク・ウェイトを用いる場合

は、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。 

o 項番９「400％」の項には、投機的な非上場株式に対する投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載す

ること。ただし、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第一項第二号に掲げるリスク・ウェイトを用いる場合、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実

際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。 

p 項番 10「1250％」の項には、1,250 パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。 

q 項番 11「合計」の項ニ欄の額は、第五面の項番 12「合計」の項ハ欄及びニ欄の合計額と一致する。 

r この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

s この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること 



（第九面） 
［別紙 11］ 

（単位：百万円、％） 

ＣＲ10:内部格付手法―特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式）と株式等エクスポージャー（マーケット・ベース方式等） 

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ ヌ ル ヲ 

特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式） 

ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外 

規制上の区分 残存期間 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 

エクスポージャーの額（ＥＡＤ） 
信用リス

ク・アセ 

ットの額 

期待損失 

ＰＦ ＯＦ ＣＦ ＩＰＲＥ 合計 

優（Strong） 2.5 年未満   50％        

2.5 年以上   70％        

良（Good） 2.5 年未満   70％        

2.5 年以上   90％        

可（Satisfactory）    115％        

弱い（Weak）    250％        

デフォルト（Default）    -        

合計    -        

ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ） 

規制上の区分 残存期間 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 
 

エクスポ

ージャー

の額（Ｅ

ＡＤ） 

信用リス

ク・アセ

ットの額 

期待損失 

優（Strong） 2.5 年未満   70％     

2.5 年以上   95％    



 
 
 

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規定によ

り信用リスク・アセットの額を計算することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

良（Good） 2.5 年未満   95％    

2.5 年以上   120％    

可（Satisfactory）    140％    

弱い（Weak）    250％    

デフォルト（Default）    -    

合計    -    

株式等エクスポージャー（マーケット・ベース方式等） 

マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー 

カテゴリー 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 
 

エクスポ

ージャー

の額（Ｅ

ＡＤ） 

信用リス

ク・アセ

ットの額 

 

簡易手法―上場株式   300％     

簡易手法―非上場株式   400％   

内部モデル手法      

合計   -   

100％のリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー 

自己資本比率告示第百六十五条第一項

ただし書の定めるところにより 100％

のリスク・ウェイトが適用される株式等

エクスポージャー 

  100％     



 
 
 

a この面においては、自己資本比率規制上の連結の範囲に含まれ、かつ内部格付手法において認識される⑴特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式を使用す

る資産に限る。）及び⑵株式等エクスポージャー（マーケット・ベース方式を使用する株式等エクスポージャー及び自己資本比率告示第百六十五条第一項ただし書の規

定により 100 パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャーに限る。）に係る計数を記載すること。 

b ハ欄には、引当金（一般貸倒引当金を除く。）の控除後かつ自己資本比率告示に基づき信用リスク・アセットの額の算出に用いられている償却額の償却後のオン・バ

ランス資産項目のエクスポージャーの額を記載すること。 

c ニ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス資産項目に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面にお

いて同じ。）を適用する前のオフ・バランス資産項目のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バランス資産項

目に係る想定元本額）を記載すること。また、当該額は信用リスク削減手法（自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面に

おいて同じ。）の効果を勘案する前の額とすること。 

d ホ欄のうち、「マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー」の「内部モデル手法」の項においては、リスク・ウェイトをＣＣＦ適用後かつ信用リ

スク削減手法の効果を勘案した後のＥＡＤにより加重平均した値を記載すること。 

e ヘ欄からヌ欄までには、ＣＣＦ適用後かつ信用リスク削減手法の効果の勘案後のエクスポージャーの額（ＥＡＤ）を記載すること。ヘ欄にはプロジェクト・ファイナ

ンス、ト欄にはオブジェクト・ファイナンス、チ欄にはコモディティ・ファイナンス、リ欄には事業用不動産向け貸付けに係る額をそれぞれ記載すること。 

f 「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）」

の「合計」の項ル欄の額並びに第七面の「合計（全てのポートフォリオ）」の項リ欄の額の合計額は、第一面の項番３「信用リスク うち、内部格付手法適用分」の項

イ欄の額と一致する。 

g 「マーケット・ベース方式が適用される株式等エクスポージャー」の「合計」の項ル欄の額及び「100％のリスク・ウェイトが適用される株式等エクスポージャー」

の項ル欄の額の合計額は、第一面の項番７「マーケット・ベース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額と一致する。 

h この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

i この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

j この面に記載する比率は、小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 

k この面は、自金融機関が標準的手法を採用した場合にあっては、作成することを要しない。 

 

 



（第九面） 

［別紙 12］ 

（単位：百万円、％） 

ＣＲ10:内部格付手法―特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式） 

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ ヌ ル ヲ 

特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式） 

ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外 

規制上の区分 残存期間 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 

エクスポージャーの額（ＥＡＤ） 
信用リス

ク・アセ 

ットの額 

期待損失 

ＰＦ ＯＦ ＣＦ ＩＰＲＥ 合計 

優（Strong） 2.5 年未満   50％        

2.5 年以上   70％        

良（Good） 2.5 年未満   70％        

2.5 年以上   90％        

可（Satisfactory）    115％        

弱い（Weak）    250％        

デフォルト（Default）    ―        

合計    ―        

ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ） 

規制上の区分 残存期間 

オン・バ

ランスシ

ートの額 

オフ・バ

ランスシ

ートの額 

リスク・

ウェイト 
 

エクスポ

ージャー

の額（Ｅ

ＡＤ） 

信用リス

ク・アセ

ットの額 

期待損失 

優（Strong） 2.5 年未満   70％     



（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及び信用リスク・アセットのみなし計算（自己資本比率告示第百六十六条の規

定により信用リスク・アセットの額を計算することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a この面においては、自己資本比率規制上の連結の範囲に含まれ、かつ内部格付手法において認識される特定貸付債権（スロッティング・クライテリア方式を使

用する資産に限る。）に係る計数を記載すること。 

b ハ欄には、引当金（一般貸倒引当金を除く。）の控除後かつ自己資本比率告示に基づき信用リスク・アセットの額の算出に用いられている償却額の償却後のオ

ン・バランス資産項目のエクスポージャーの額を記載すること。 

c ニ欄には、ＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス資産項目に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この

面において同じ。）を適用する前のオフ・バランス資産項目のエクスポージャーの額（ＣＣＦを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バ

ランス資産項目に係る想定元本額）を記載すること。また、当該額は信用リスク削減手法（自己資本比率告示第七十八条第一項に規定する信用リスク削減手法を

いう。以下この面において同じ。）の効果を勘案する前の額とすること。 

d ヘ欄からヌ欄までには、ＣＣＦ適用後かつ信用リスク削減手法の効果の勘案後のエクスポージャーの額（ＥＡＤ）を記載すること。ヘ欄にはプロジェクト・フ

ァイナンス、ト欄にはオブジェクト・ファイナンス、チ欄にはコモディティ・ファイナンス、リ欄には事業用不動産向け貸付けに係る額をそれぞれ記載するこ

と。 

e 「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣＲＥ）以外」の「合計」の項ル欄の額及び「ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け（ＨＶＣ

2.5 年以上   95％    

良（Good） 2.5 年未満   95％    

2.5 年以上   120％    

可（Satisfactory）    140％    

弱い（Weak）    250％    

デフォルト（Default）    ―    

合計    ―    



ＲＥ）」の「合計」の項ル欄の額の合計額は、第一面の項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項イ欄の額と一致する。 

f この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額等がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

g この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

h この面に記載する比率は、小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 

i この面は、自金融機関が標準的手法を採用した場合にあっては、作成することを要しない。 



（第三十面） 

［別紙 13］ 

（単位：百万円） 

ＣＭＳ２:ポートフォリオ別の内部格付手法と標準的手法の信用リスク・アセットの比較 

項

番 

 イ ロ ハ ニ 

信用リスク・アセットの額 

内部格付手法適用分の信

用リスク・アセットの額 

イ欄の内部格付手法適用

分の信用リスク・アセッ

トの額について、標準的

手法により算出した信用

リスク・アセットの額 

信用リスク・アセットの

額 

資本フロア計算に用いら

れる、標準的手法により

算出した信用リスク・ア

セットの額（フロア掛け

目前） 

１ ソブリン向けエクスポージャー     

  うち、我が国の地方公共団体向け     

  うち、外国の中央政府等以外の公共部門

向け 

    

  うち、国際開発銀行向け     

  うち、地方公共団体金融機構向け     

  うち、我が国の政府関係機関向け     

  うち、地方三公社向け     

２ 金融機関等向けエクスポージャー     

３ 株式等向けエクスポージャー     

４ 購入債権     

５ 事業法人向けエクスポージャー（中堅中小企     



業向けエクスポージャー及び特定貸付債権を

除く） 

  うち、基礎的内部格付手法適用分     

  うち、先進的内部格付手法適用分     

６ 中堅中小企業向けエクスポージャー     

  うち、基礎的内部格付手法適用分     

  うち、先進的内部格付手法適用分     

７ 居住用不動産向けエクスポージャー     

８ 適格リボルビング型リテール向けエクスポー

ジャー 

    

９ その他リテール向けエクスポージャー     

10 特定貸付債権     

  うち、事業用不動産向け貸付け及びボラ

ティリティの高い事業用不動産向け貸

付け 

    

11 合計     

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ウェイトのみなし計算（自己資本比率告示第七十条の五及び百六

十六条の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。）に係る信用リスクは対象外とする。 

a イ欄には、自己資本比率規制上の連結の範囲に含まれかつ内部格付手法において認識されるＣＣＦ（自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオ

フ・バランス取引に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この面において同じ。）適用後かつ信用リスク削減手法（自己資本比率告示第七十八条

第一項に規定する信用リスク削減手法をいう。以下この面において同じ。）の効果を勘案した信用リスク・アセットの額を記載すること。 



b ロ欄には、自己資本比率規制上の連結の範囲に含まれ、かつ内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、標準的手法により算出したＣＣＦ適用後か

つ信用リスク削減手法の効果を勘案した信用リスク・アセットの額を記載すること。 

c ハ欄には、内部格付手法におけるポートフォリオごとに区分して、ＣＣＦ適用後かつ信用リスク削減手法の効果を勘案した信用リスク・アセットの額を記載

すること。 

d ニ欄には、内部格付手法におけるポートフォリオごとに区分して、標準的手法により算出した、ＣＣＦ適用後かつ信用リスク削減手法の効果を勘案した信用

リスク・アセットの額を記載すること。また、当該額は資本フロアに係る掛け目を勘案する前の額とすること。 

e 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、我が国の地方公共団体向け」の項には、我が国の地方公共団体向けエクスポージャー（特定の事業からの収入

のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載すること。  

f 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、外国の中央政府等以外の公共部門向け」の項には、外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部門（当該国によ

る公共部門の定義によるものとする。）向けエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）に係る額を記載

すること。 

g 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、国際開発銀行向け」の項には、国際開発銀行（国際復興開発銀行、国際金融公社、多数国間投資保証機関、国

際開発協会、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イスラム

開発銀行、予防接種のための国際金融ファシリティ、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行を含む。）向けエクスポージャーに係る額を記載すること。 

h 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、地方公共団体金融機構向け」の項には、地方公共団体金融機構向けエクスポージャーに係る額を記載するこ

と。 

i 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、我が国の政府関係機関向け」の項には、自己資本比率告示第五十五条第一項各号に掲げる法人向けのエクスポ

ージャーに係る額を記載すること。 

j 項番１「ソブリン向けエクスポージャー うち、地方三公社向け」の項には、土地開発公社、地方住宅供給公社及び地方道路公社向けのエクスポージャーに係

る額を記載すること。 

k 項番３「株式等エクスポージャー」の項には、令和四年金融庁告示第●●号附則第●条第二項の規定により、令和四年金融庁告示による改正前の自己資本比率

告示第百六十五条第一項第一号に掲げるマーケット・ベース方式により信用リスク・アセットの額を算出する株式等エクスポージャーに係る額は含めないこと

とする。また、令和十年三月三十一日以降、自金融機関の保有する株式及び株式と同等の性質を有するもの（自己資本比率告示第七十条第二項各号に掲げるもの



をいう。）並びに株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額はイ欄及びロ欄には記載せず、これらの信用リスク・アセットの額の合計額をハ欄及

び二欄に記載すること。 

l 項番４「購入債権」の項には、購入債権に係る額を記載すること。また、希薄化リスク相当部分の信用リスク・アセットの額を算出している場合には、その額

を記載すること（ローン・パーティシペーションのポートフォリオを保有し、セラーのデフォルト・リスクに係る信用リスク・アセットの額を算出している場合

も同様とする。）。 

m 項番 11「合計」の項イ欄の額は、当中間期末を四半期末とする四半期に係る別紙様式第八号第六面の開示を行う場合、同面の項番 1「信用リスク」の項イ欄の

額と一致する。  

n 項番 11「合計」の項ハ欄の額は、当中間期末を四半期末とする四半期に係る別紙様式第八号第六面の開示を行う場合、同面の項番 1「信用リスク」の項ハ欄の

額と一致する。 

o 項番 11「合計」の項ニ欄の額は、当中間期末を四半期末とする四半期に係る別紙様式第八号第六面の開示を行う場合、同面の項番 1「信用リスク」の項ニ欄の

額と一致する。 

p この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

q この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 

r この面は、自金融機関が標準的手法を採用した場合にあっては、作成することを要しない。 

 

 



（第六面） 

［別紙 14］ 

（単位：百万円） 

ＣＭＳ１:内部モデルを用いた手法と標準的手法のリスク・アセットの比較 

項番 

 イ ロ ハ ニ 

リスク・アセットの額 

内部モデルを用いて算出

したリスク・アセットの

額 

標準的な手法適用分のリ

スク・アセットの額 

リスク・アセットの額 資本フロア計算に用いら

れる、標準的な手法によ

り算出したリスク・アセ

ットの額（フロア掛け目

前） 

１ 信用リスク     

２ カウンターパーティ信用リスク     

３ ＣＶＡリスク     

４ 信用リスク・アセットの額の算出対象とな

っている証券化エクスポージャー 

    

５ マーケット・リスク     

６ オペレーショナル・リスク     

７ その他リスク・アセット     

８ 合計     

（注） 

この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する用語の例によるものとする。 

a イ欄には、内部モデルを用いた手法（内部格付手法、内部モデル手法、期待エクスポージャー方式、エクスポージャー変動額推計モデル及び内部評価方式をい

う。以下この面において同じ。）のうち、承認を受けた手法により算出したリスク・アセットの額を記載すること。 



b ロ欄には、承認を受けた内部モデルを用いた手法以外の手法により算出したリスク・アセットの額を記載すること。 

c ハ欄には、イ欄及びロ欄に計上される額の合計額を記載すること。 

d 二欄には、ハ欄に計上されるリスク・アセットの額について、内部モデルを用いた手法の承認を得ていないものとみなして算出したリスク・アセットの額を記

載すること。 

e 項番１「信用リスク」の項ハ欄の額は、第一面の項番２「信用リスク うち、標準的手法適用分」の項イ欄の額、項番３「信用リスク うち、基礎的内部格付

手法適用分」の項イ欄の額、項番４「信用リスク うち、スロッティング・クライテリア適用分」の項イ欄の額及び項番５「信用リスク うち、先進的格付手法

適用分」の項イ欄の額の合計額と一致する。 

f 項番２「カウンターパーティ信用リスク」の項ハ欄の額は、第一面の項番６「カウンターパーティ信用リスク」の項イ欄の額と一致する。 

g 項番３「ＣＶＡリスク」の項ロ欄、ハ欄及びニ欄の額は、第一面の項番 10「ＣＶＡリスク」の項イ欄の額と一致する。 

h 項番４「信用リスク・アセットの額の算出対象となっている証券化エクスポージャー」の項ハ欄の額は、第一面の項番 16「信用リスク・アセットの額の算出

対象となっている証券化エクスポージャー」の項イ欄の額と一致する。 

i 項番５「マーケット・リスク」の項ハ欄の額は、第一面の項番 20「マーケット・リスク」の項イ欄の額と一致する。 

j 項番６「オペレーショナル・リスク」の項ロ欄、ハ欄及びニ欄の額は、第一面の項番 24「オペレーショナル・リスク」の項イ欄の額と一致する。 

k 項番７「その他リスク・アセットの額」の項ロ欄、ハ欄の額は、第一面の「信用リスク うち、重要な出資のエクスポージャー」のイ欄の額、「信用リスク う

ち、リース取引における見積残存価格のエクスポージャー」のイ欄の額、「信用リスク うち、その他」のイ欄の額、同面の項番７「経過措置により算入される

マーケット・べース方式に基づく株式等エクスポージャー」の項イ欄の額、項番 12「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（ル

ック・スルー方式）」の項イ欄の額、同面の項番 13「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（マンデート方式）」の項イ欄の額、

「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（蓋然性方式 250％）」の項イ欄の額、「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・

アセットのみなし計算（蓋然性方式 400％）」の項イ欄の額、項番 14「リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算（フォールバック

方式 1250％）」の項イ欄の額、項番 23「勘定間の振替分」の項イ欄の額及び項番 25「特定項目のうち、調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー」

の項イ欄の額の合計額と一致する。 

l この面に定める各項目につき、自金融機関で該当する額がない場合には項を削除せず、「－」を記載すること。 

m この面に記載する額は、この面で指定された単位で記載し、当該単位未満の端数は切り捨てること。 



n この面は、自金融機関が内部モデルを用いた手法のうちいずれの承認も受けていない場合には、作成することを要しない。 


